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令和４年第４回美郷町議会定例会会議録（第１日）

令和４年１２月６日（火曜日）

◎開会日時 令和 ４年１２月 ６日 午前１０時００分 開会

◎散会日時 令和 ４年１２月 ６日 午前１１時０７分 散会

◎出席議員（１１名）

１番 若杉 伸児君 ２番 早川 節夫君

３番 中田 武満君 ４番 兒玉 鋼士君

５番 中嶋奈良雄君 ６番 川村 義幸君

７番 那須 富重君 ８番 小路 文喜君

９番 甲斐 秀徳君 10 番 川村 嘉彦君

11 番 山本 文男君

◎欠席議員 な し

◎欠 員 な し

◎会議録署名議員 ９番 甲斐 秀徳君 １０番 川村 嘉彦君

◎事務局職員氏名 事務局長 沖田 修一君 書記 森川 晴君

◎説明のための出席者職氏名

町長 田中 秀俊君 副町長 藤本 茂君

教育長 大坪 隆昭君 会計管理者 泉田 博文君

総務課長 甲斐 武彦君 税務課長 川村 博昭君

企画情報課長 田常 浩二君 町民生活課長 田村 靖 君

健康福祉課長 黒田 和幸君 建設課長 林田貴美生君

農林振興課長 松下 文治君 政策推進室長 長田 孝規君

教育課長 鎌田 次郎君 地域包括医療局事務長 田原裕亮君

南郷地域課長 黒木 博文君 北郷地域課長 石田 隆二君

◎会議の経過 別紙のとおり
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令 和 ４ 年 第 ４ 回 美 郷 町 議 会 定 例 会

議 事 日 程 （ 第 １ ）

令和４年１２月６日

午 前 １ ０ 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名

９番 甲斐 秀徳 議員

１０番 川村 嘉彦 議員

日程第２ 会期の決定

１２月 ６日 ～ １２月 ９日 ４日間

日程第３ 諸般の報告

（１）議長

（２）日向東臼杵広域連合議会議員

（３）入郷地区衛生組合議会議員

（４）宮崎県北部広域行政事務組合議員

（５）総務厚生常任委員長

（６）文教産業常任委員長

日程第４ 報告第９号 令和３年度美郷町の教育に関する事務

の管理及び執行の状況の点検及び評価

等の提出について

報 告

日程第５ 同意第５号 美郷町教育委員会委員の任命について

提案理由説明、質疑、討論、採決 (投票による方法 )

日程第６ 議案第 71 号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正

する規約

提案理由説明

日程第７ 議案第 72 号 職員の高齢者部分休業に関する条例

提案理由説明

日程第８ 議案第 73 号 美郷町個人情報保護法施行条例

提案理由説明
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日程第９ 議案第 74 号 職員の定年等に関する条例等の一部を

改正する条例

提案理由説明

日程第 10 議案第 75 号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例

日程第 11 議案第 76 号 町長等の給料及び旅費に関する条例の

一部を改正する条

提案理由説明

日程第 12 議案第 77 号 一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例

提案理由説明

日程第 13 議案第 78 号 美郷町税条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第 14 議案第 79 号 美郷町の議会の議員及び町の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例

の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第 15 議案第 80 号 令和４年度美郷町一般会計補正予算

（第８号）

提案理由説明

日程第 16 議案第 81 号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）

日程第 17 議案第 82 号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）

日程第 18 議案第 83 号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）

日程第 19 議案第 84 号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会

計補正予算（第５号）

日程第 20 議案第 85 号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第４号）

日程第 21 議案第 86 号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所
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事業特別会計補正予算（第４号）

日程第 22 議案第 87 号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事

業会計補正予算（第３号）

提案理由説明

日程第 23 請願第 1 号 「水田活用の直接支払交付金」の見直し

を中止し、すべての農家経営への支援

強化を求める請願

所管の常任委員会の付託
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会 議 録

令和４年１２月６日

午前１０時００分開議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・・おはようございます・・・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

ただいまから、令和４年第４回美郷町議会定例会を開会します。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

【議長 山本 文男】

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番 甲斐 秀徳

議員、１０番 川村 嘉彦議員を指名いたします。

【議長 山本 文男】

日程第２ 会期の決定を議題とします。

この件につきましては、議会運営委員会において検討がなされておりますので、

委員長より報告をお願いします。

【議会運営委員長 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

議会運営委員長 中嶋 奈良雄議員。

【議会運営委員長 中嶋 奈良雄】

令和４年第４回美郷町議会定例会について、議長より諮問を受けました会期及び

日程につきまして、議会運営委員会は以下のように議長に答申いたしましたので御

報告いたします。

会期につきましては、本日から１２月９日までの四日間とし、会期日程はお手元

に配付してある会期及び審議予定表のとおりとしたところでございます。

以上で、議会運営委員長の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

委員長の報告が終わりました。
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お諮りします。

本定例会の会期は、委員長の報告のとおり、本日から１２月９日までの四日間と

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日から１２月９日までの四日間

に決定いたしました。

会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議の予定表のとお

りであります。

【議長 山本 文男】

日程第３ 諸般の報告を行います。

地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月現金出納検査の結果報告書

が、お手元に配付したとおり提出されています。

また、地方自治法第１９９条第９項の規定により、令和４年度定期監査報告書が

お手元に配付したとおり提出されています。

朗読は省略します。

議長の報告は、お手元に配付の諸般の報告をもって報告とします。

【議長 山本 文男】

次に、入郷地区衛生組合議会議員、日向東臼杵広域連合議会議員及び宮崎県北部

広域行政事務組合議会議員からの会議の報告については、お手元に配付した資料の

とおりです。

【議長 山本 文男】

次に、所管事務調査の結果について、総務厚生常任委員長、文教産業常任委員長

からそれぞれの報告の申し出があります。

【議長 山本 文男】

初めに、総務厚生常任委員長の報告を求めます。

【総務厚生常任委員長 中嶋 奈良雄】

議長。

【議長 山本 文男】

総務厚生常任委員長、中嶋 奈良雄議員。

【総務厚生常任委員長 中嶋 奈良雄】

総務厚生常任委員会の調査の報告をします

記

１．調 査 日 令和４年１１月１７日（木）

２．調 査 場 所 役場委員会室

３．調 査 目 的 地域包括医療局の体制等について
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４．調 査 者 総務厚生常任委員、他議員、議会事務局

５．対 応 者 副町長、地域包括医療局長、医療局担当者

６．調査の概要（意見）

地域包括医療局の病院や診療所、各部門の体制や診療内容について、説明

を受けた。

(考察 )
医療局は、非常勤を含む医師７名、看護師４３名ほか、合計８７名の職員と他の

医療機関の応援も受けながら、３つの医療機関ででき得る限りの医療を提供してい

ると感じた。

現在は、新型コロナの対応が常態化しており、厳しい体制での業務が続いている

ようである。

そのため、各種委員会や会議で業務改善の取組がなされ、今年の４月から、夜間

勤務のオンコール体制の導入が図られている。

また、電子カルテの病院と診療所での情報共有の検討も行っているとのことであ

った。

その他、西郷病院は、へき地医療拠点病院として県指定を受けており、へき地医

療の中核を担う病院として医師派遣事業等も実施しているとのことであった。

現在、県より医師５名の派遣を受けながら、また、働き手不足や働き方改革によ

り、苦しい体制での運営ではあるが、町にとって重要な医療の充実に今後も努力し

てほしい。

続きまして、２つ目の報告をいたします。

１．調 査 日 令和４年１１月１７日（木）

２．調 査 場 所 役場委員会室

３．調 査 目 的 町の財政状況について

４．調 査 者 総務厚生常任委員、他議員、議会事務局

５．対 応 者 副町長、総務課長、財政担当者

６．調査の概要（意見）

令和３年度までの美郷町の決算額等の推移及び令和３年度の財政指標につ

いて説明を受けた。

(考察 )
町の財政状況は数字上では改善が見られるが、これは経済対策等による普通交付

税や各種交付金、森林環境譲与税の増額やふるさと応援基金の取り崩し等によるも

ので、一過性の要因が多く厳しい財政状況には変わりがないとのことであった。

また、歳出は物件費や補助費等が増加しており、歳入に大きく占める普通交付税

は、人口減少により将来は減少すると見込まれるとのことであった。

実質公債比率は７．０％で、ほぼ県内の平均値であるが、交付税措置があるので、

起債をもう少し活用してはとの意見も出された。

将来できる限り町民ニーズへの柔軟な対応ができるよう、歳入の確保を図るとと

もに、既存の事務事業を見直すなど、行財政改革を推進し、予算を効果的に執行し

ていく必要があると感じたところである。

以上で、報告を終わります。

【議長 山本 文男】

次に、文教産業常任委員長の報告を求めます。
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【文教産業常任委員長 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

文教産業常任委員長、那須 富重議員。

【文教産業常任委員長 那須 富重】

それでは、文教産業常任委員会の調査の報告をします

記

１．調 査 日 令和４年１１月７日（月）

２．調 査 場 所 議会本会議場

３．調 査 目 的 地域おこし協力隊の活動状況について

４．調 査 者 文教産業常任委員、他議員、議会事務局職員

５．対 応 者 政策推進室長、担当職員、地域おこし協力隊員

６．調査の概要（意見）

地域おこし協力隊の制度と町の活動方針の説明を受け、協力隊員から活動

状況について聞き取り調査を行った。

（考察）

地域おこし協力隊の制度は、町や地域住民でできなかった地域おこしを

協力隊員のスキルや知識を最大限活用して、地域おこしを行うことである。

そしてそれを通じて、退任後に町に定住できる企業や就職につなげることが

目的であると捉えた。

しかしながら、スキル等が十分に生かされていない協力隊員がいるように

感じた。必要に応じてルールを見直すなど、協力隊員の意見をいかにして吸

い上げるかを担当職員は考え、自由度を高める必要があり、そのことにより

定住率が高められると感じた。

最後に、町は定住に必要な支援を可能な限り実施するとともに、職員や町

民は協力隊員が人生をかけて美郷町に移住していることをもっと意識するべ

きであると強く感じたところである。

付記事項については、省略いたします。

以上で、委員会調査報告を終わります。

【議長 山本 文男】

以上で、諸般の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

日程第４ 報告第９号 令和３年度美郷町の教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価等の提出について

【議長 山本 文男】

町長からの報告があります。

これを許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

皆さん、おはようございます。令和４年の最後の議会定例会ということで、四日

間よろしくお願いいたします。

それでは、報告第９号 令和３年度美郷町の教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価等について報告を申し上げます。

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等につきましては、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項に規定されております。そこ

に、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点

検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない」とされており、ここに報告するものでございます。

点検・評価対象でございます。

①教育委員会の活動としまして１事業

②学校教育の充実としまして１２事業

③家庭教育の振興としまして３事業

④社会教育の振興、生涯学習の充実としまして４事業

⑤健康の増進と生涯スポーツの振興としまして２事業

⑥文化の高揚としまして３事業

以上がございました。

その、各項目と事務事業につきまして、町教育委員会に於いて自己評価を行い、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第２項の規定にあります、「教育

に関し学識経験を有する者の知見の活用を図る」ということから、国立大学法人 宮

崎大学副学長を歴任され、現在、学校法人 宮崎産業経営大学非常勤講師であられ

る、村岡嗣文氏の御意見をいただいたところでございます。

以上で、説明を終わります。

【議長 山本 文男】

以上で、報告第９号の報告を終わります。

【議長 山本 文男】

日程第５ 同意第５号 美郷町教育委員会委員の任命についてを議題とします。

同意第５号について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは同意第５号 美郷町教育委員会委員の任命について、提案理由を申し上

げます。
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本案は、令和５年２月をもって任期満了を迎える上村かおり教育委員の後任とし

て長田孝子氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項に基づき議会の同意を求めるものであります。

北郷地区在住の長田孝子氏は、多年にわたり地域の子どもたちを対象としたピア

ノ教室を運営されるなど教育活動に熱心に取り組んでおられます。

また、３人のお子様を育てられる中で、地域や学校におけるＰＴＡ活動にも積極

的に参加されるなど、本町の教育行政に高い見識を有していると認められることか

ら、教育委員として適任であると考えるところであります。御審議の上、御同意い

ただきますようお願い申し上げます。

なお、任命後の任期は令和５年２月から令和９年２月までの４年間となります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

これから質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから、同意第５号 美郷町教育委員会委員の任命についての採決を行います。

この採決は、会議規則第８２条第１項の規定及び申し合わせにより、無記名投票

で行います。

【議長 山本 文男】

議場の出入口を閉めます。

（ 議場の出入口を閉める ）

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員数は１１名であります。

表決の方法は、「投票」ですので、議長を除く１０名で投票を行うこととなります。

【議長 山本 文男】
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次に、立会人を指名します。

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に１番 若杉 伸児議員、２番 早

川 節夫議員を指名します。

【議長 山本 文男】

投票用紙を配ります。

（ 投票用紙の配付 ）

【議長 山本 文男】

念のために申し上げます。

本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。

また、会議規則第８４条の規定、白票の取扱いにありますように、賛否を表明し

ない投票及び賛否が明らかでない投票は反対として取り扱いますので申し添えます。

【議長 山本 文男】

投票用紙の配付漏れはありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（ 投票箱の点検 ）

【議長 山本 文男】

異常なしと認めます。

ただいまから、投票を行います。

１番議員から議席順に投票をお願いいたします。

（ 投 票 ）

【議長 山本 文男】

投票漏れはありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

投票漏れなしと認め、これで投票を終わります。

開票を行います。

１番 若杉 伸児議員、２番 早川 節夫議員、開票の立会いをお願いします。

（ 開 票 ）
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【議長 山本 文男】

投票の結果を報告します。

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票ゼロ票です。

有効投票のうち賛成１０票、反対ゼロ票です。

以上のとおり全員が賛成であります。

【議長 山本 文男】

したがいまして、同意第５号 美郷町教育委員会委員の任命については、原案の

とおり同意することに決定いたしました。

【議長 山本 文男】

議場の出入口を開きます。

【議長 山本 文男】

日程第６ 議案第７１号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正する規約を議題

とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第７１号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正する規約について、提案理

由を申し上げます。

日向東臼杵広域連合議会の議員定数は令和３年１月２５日付、議会運営委員会申

し合わせ事項で人口に基づく基準が定められており、現在の議員数は、日向市８名、

門川町３名、美郷町２名、諸塚村２名、椎葉村２名の計１７名でありますが、令和

４年１０月１日の現住人口を確認した結果、日向市の人口が６万人を下回っており

ます。

これにより日向市選出議員定数を８名から７名に、全体の議員定数を１７名から

１６名に改めることについて、地方自治法第２９１条の１１の規定により議会の議

決を求めるものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第７ 議案第７２号 職員の高齢者部分休業に関する条例を議題とします。

【議長 山本 文男】
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本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議案第７２号 職員の高齢者部分休業に関する条例について提案理由

を申し上げます。

本案は、職員の多様な働き方のニーズに資するため、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２６条の３に規定する高齢者部分休業制度を本町においても導

入するもので、５５歳に達した職員が定年退職日までの期間中、１週間の勤務時間

の２分の１を超えない範囲内で勤務しない事ができる制度を新設するものでありま

す。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第８ 議案第７３号 美郷町個人情報保護法施行条例を議題とします。

【議長 山本 文男】

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第７３号 美郷町個人情報保護法施行条例について、提案理由を申

し上げます。

これまで、個人情報保護制度は国や民間事業者、地方公共団体で別々の法律や条

例が適用されていましたが、個人情報保護法が改正され、令和５年４月から同じ法

律が適用されます。

このことにより、公的部門における統一された保護水準の確保や官民横断的に個

人情報の適正な取り扱いを確保することが個人情報保護委員会により行われます。

本町においても、このことに対応するため、従来の個人情報保護条例を廃止し、

改正された法律で委任された開示請求に係る手数料を規定するため、新たに条例を

定めるものです。



15

以上で、説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第９ 議案第７４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を

議題とします。

【議長 山本 文男】

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第７４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につ

いて提案理由を申し上げます。

地方公務員の定年は、国家公務員の定年を基準として、各自治体が条例で定める

ものとされています。令和３年に国家公務員法が改正され、令和５年度から国家公

務員の定年が段階的に６５歳まで引き上げられるとともに、組織全体としての活力

の維持や高齢期における多様な生活設計の支援を図るため、諸制度が設けられまし

た。

これを受け、地方公務員法も改正され、国家公務員と同様に令和５年度から段階

的に６５歳まで引き上げることになるとともに、管理監督職勤務上限年齢制や定年

前再任用短時間勤務制の導入など国家公務員と同様の措置を講じることになりまし

た。

本町においても、このことに対応するため、所要の改正を行うものです。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１０ 議案第７５号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例

日程第１１ 議案第７６号 町長等の給料及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例

【議長 山本 文男】
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お諮りします。

関連がございますので、議案第７５号、議案第７６号の２件については、一括議

題にしたいと思います。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第７５号から議案７６号までの２件を一括議題とすること

に決定しました。

２件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第７５号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部を改正する条例、議案第７６号 町長等の給料及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例について、関連がございますので一括して提案理由を申し上

げます。

今回の改正につきましては、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する

法律に基づいて期末手当の改定を行うものであります。６月と１２月の支給割合を、

それぞれ１．６５月に改定します。これにより、期末手当の年間総支給月数は、３．

２５月分から３．３月分となります。本年は、６月に１．６２５月分を支給してい

ますので、１２月の支給割合を１．６７５月分として、年間総支給月額を３．３月

分とするものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１２ 議案第７７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。

【議長 山本 文男】

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第７７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

提案理由を申し上げます。

今回の改正は、人事院勧告を踏まえた勤勉手当の引上げ並びに給料表の改定及び

地方公務員法の一部改正に基づく６０歳を超える職員の給与の取扱いについて定め

るものです。

第１条は人事院勧告に基づく改正です。

今年の人事院勧告ですが、本年４月時点で国家公務員の月例給が民間給与を下回

っていたことから、２０歳代半ばの職員が在職する号俸に重点を置き、３０歳台半

ばまでの職員が在職する号俸について引き上げられました

また、特別給について、０．１月分引き上げられ、本年度については１２月期の

勤勉手当に、来年度以降は６月期と１２月期の勤勉手当が均等になるように配分さ

れることになりました。

第２条は、地方公務員法の一部改正に基づく改正です

公務員の職員の定年年齢の引き上げに伴い、６０歳に達した国家公務員の給料月

額は、６０歳前の７割水準に設定された取扱いに準じ、本町においても同様の水準

に設定するものであります。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１３ 議案第７８号 美郷町税条例の一部を改正する条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第７８号 美郷町税条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上

げます。

今回の改正は、地方税法附則第６４条の規定に基づき、関係する美郷町税条例を

改正するものであります。

内容につきましては、町が定めた中小企業者の先端設備等に関する導入促進基本
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計画に基づき、町内の中小事業者等が新たに取得した設備について、取得した年の

翌年度より３年間、固定資産税の課税標準額をゼロとする特例措置を講じるもので

あります。

本制度は、中小企業等経営強化法に基づき、中小事業者等の生産性改革実現のた

めに創設された制度であり、併せて、税制措置を講じることにより、国と市町村が

一体となって中小事業者等の取組を支援するものです。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１４ 議案第７９号 美郷町の議会の議員及び町の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは議案第７９号 美郷町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例についての提案理由を申し上げます。

最近における物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令

和４年政令第１７２号）により、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター・

ビラ作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられました。

これに伴い本条例について、所要の改正をするものです。

以上で説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１５ 議案第８０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第８号）を議

題とします。

【議長 山本 文男】

本案について、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第８０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第８号）について提案理由

を申し上げます。

今回の補正は、人事院勧告に伴う人件費の補正、既存予算のうち経常的経費の過

不足、各種事業の進捗に伴う財源や歳出の更正、また併せて災害復旧事業の対応等

必要な経費を要求するものであり、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７

億７ ,２９７万８，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を１１０億８ ,５８８万
９，０００円とするものであります。

それでは、歳入につきまして主なものを御説明いたします。

分担金及び負担金のうち、災害復旧事業に伴う地元分担金の見込みにより、農地・

農業用施設災害復旧費分担金に１ ,６７８万８，０００円を追加しました。
次に、国庫支出金のうち、国庫負担金には公共土木施設災害復旧費負担金に４億

６ ,６９０万円を追加しました。また、国庫補助金は、システム改修補助金として民
生費国庫補助金に６６万円を追加、新型コロナワクチンの接種に係る体制確保事業

補助金として衛生費国庫補助金に３５万３，０００円を追加しました。

これにより、国庫支出金全体では４億６ ,７９２万４，０００円の増額となりまし
た。

次に、県支出金のうち、県負担金には低所得者保険料軽減県負担金として民生費

県負担金に５，０００円を追加しました。県補助金は、農林水産業費県補助金のう

ち、特用林産業新規就業者支援事業補助金から事業費確定に伴い６万７，０００円

を減額、県単山村整備作業路開設事業補助金から交付決定により１９万５，０００

円を減額、森林整備加速化・林業再生事業補助金を事業不採択に伴い１ ,６６８万８，
０００円減額しました。また、床並地区、松の越地区の県単治山事業補助金として

５６万円を追加しました。災害復旧費県補助金には４億７ ,６２５万円を追加しまし
た。

これにより、県支出金全体では４億６ ,０７１万４，０００円の増額となりました。
次に、財産収入では、財産売払収入のうち北郷黒木の町行分収木売払いに伴う公

有林立木売払収入に７７０万円を追加しました。

次に、繰入金では、一般財源の不足分を調整するため、基金繰入金の財政調整基

金繰入金に４億１ ,６４３万２，０００円を追加しました。
次に、諸収入では、強い農業づくり交付金返還金７１万円、国道改良工事に伴う

ケーブルテレビ施設移設補償金１３０万円の追加があり、その結果、２２２万円の

増額となりました。

最後に、町債のうち、公共事業等債に、事業の追加採択による県営中山間地域総

合整備事業負担金の増に伴い３００万円を追加しました。災害復旧事業債に３億９ ,
８２０万円を追加しました。

続いて歳出について説明させていただきますが、臨時的な経費及び政策的な経費

を中心に、主なものを説明させていただきます。

初めに、議会費から５万１，０００円を減額しました。内容は職員人件費の補正

であります。

次に、総務費に１ ,１９４万１，０００円を追加しました。
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財産管理費では、南郷支所庁舎屋根防水工事費として南郷庁舎維持改修費に２１

３万４，０００円、北郷地域課管理の公共施設修繕費などのその他財産管理費に７

９万円を追加しました。企画費では、空家利活用推進事業補助金、老朽危険家屋等

除却促進事業補助金など空家対策事業費に６０万円、企画一般経費に企業版ふるさ

と納税寄附感謝状製作委託料４０万６，０００円を追加しました。

電算システム管理費では、財務会計システムの改修など、委託料６４万９，００

０円を追加しました。

徴税費の賦課徴収費では、新増築家屋調査委託料として５４万６，０００円を追

加しました。

次に、民生費に７６０万９，０００円を追加しました。

このうち高齢者福祉費の高齢者福祉支援費では、利用者数の増に伴い生活管理短

期宿泊事業委託料に８０万円を追加、障がい福祉費では、利用者増加に伴い地域生

活支援事業の日常生活用具給付費に１２万円、対象者の増により、更生医療費給付

費に１００万円、介護士給与のベースアップと診療報酬アップ等に伴い、障がい福

祉サービス費に５００万円、障害福祉サービスデータベース構築によるシステム改

修委託料に８８万円を追加しました。

次に、衛生費に６０６万７，０００円を追加しました。

このうち保健衛生費の保健衛生総務費では、二次救急医療対策負担金１１４万４，

０００円を追加しました。水道費では、南郷中渡川地区個人水道に対する水道施設

整備補助金１８万円を追加しました。清掃費の塵芥処理費では、台風１４号により

被災した北郷廃棄物集積場シャッターの修繕費として廃棄物施設整備工事費に５５

万円を追加しました。また、し尿処理費では、電気・物価高騰により負担増となっ

た入郷地区衛生組合負担金に２０６万７，０００円を追加しました。

次に、農林水産業費から９９万９，０００円を減額しました。

このうち農業費の農業振興費では、町を介して県へ返還する、強い農業づくり交

付金返還金に７１万円追加、実施設計により増額となる農用地管理事業に５４万８，

０００円を追加、農地費では、事業の追加採択に伴う県営中山間地域総合整備事業

負担金に３９０万円を追加しました。これにより農業費では、７２３万７，０００

円の増額となりました。

続けて林業費の林業振興費では、特用林産物振興事業の販売促進並びに燃料高騰

対策への補助金として、特用林産振興事業（町単）に１２３万円を追加、治山事業

費では、床並地区、松の越地区の県単治山事業費と南郷地区の町単治山事業費に併

せて２６６万円を追加、公有林整備費では、町行分収造林地負担金３８５万円を追

加しましたが、林業振興費において、森林整備加速化・林業再生事業の不採択に伴

い１ ,６６８万８，０００円を減額したこと等により、林業費では８２３万６，００
０円の減額となりました。これにより、農林水産業費全体としては減額となりまし

た。

次に、商工費に１ ,０９７万３，０００円を追加しました。
このうち観光費の観光振興費では、温泉のポンプ及びフロートスイッチの修繕費

として、石峠レイクランド管理運営費に４９万８，０００円追加、南郷温泉のポン

プ修繕、屋根改修工事費として、南郷温泉管理運営費に１６６万３，０００円を追

加、コテージ山霧の塩素注入設備修繕費、コテージ施設の改修工事費として南郷地

区観光施設管理運営費に８３９万２，０００円を追加しました。

次に、土木費に７８８万９，０００円を追加しました。

道路維持費に台風１４号により被災した、町道の迂回路整備に使用する道路維持
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原材料代２００万７，０００円を追加しました。公営住宅管理費では、公営住宅維

持管理費に１２１万９，０００円、住宅管理一般経費に旧ＮＴＴ社宅の不動産購入

費を含む２１５万円を追加しました。河川砂防費の河川管理費６万１，０００円の

追加については、北郷黒木谷川通常砂防事業に係る経費であります。

次に、消防費に４３万６，０００円を追加しました。

主として、職員人件費の補正であります。

次に、教育費に１ ,０８２万６，０００円を追加しました。
このうち社会教育費の公民館費では、大会参加者費用弁償から九州公民館大会中

止による不用額２６万１，０００円の減額、公民館維持補修補助金の申請取り下げ

による不用額９０万９，０００円の減額等、公民館費全体で１３０万４，０００円

を減額しました。体育施設費では、社会体育施設の修繕費６６万４，０００円、入

下多目的研修センター照明改修工事費として１５０万７，０００円を追加しました。

次に、災害復旧費に１５億７ ,７２４万４，０００円を追加しました。
このうち、農地・農業用施設災害復旧費に３億９ ,２７０万４，０００円、林業施

設災害復旧費に４億５ ,９００万円、道路橋梁災害復旧費に７億２ ,５５４万円を追
加しました。

最後に、諸支出金に１億４ ,１０４万３，０００円を追加しました。
このうち特別会計繰出金には、国民健康保険診療所事業特別会計繰出金１７０万

５，０００円、国民健康保険事業特別会計操出金６０万円、介護保険事業特別会計

操出金３７４万７，０００円、農業集落排水事業特別会計操出金１億３ ,４７０万円
をそれぞれ追加しました。

基金積立金には、学校教育施設整備基金積立金２９万１，０００円を追加しまし

た。

以上が主な補正の内容でありますが、これにより、令和４年度の一般会計予算の

総額は、歳入歳出それぞれ１１０億８ ,５８８万９，０００円となりました。
次に、４ページの繰越明許費について説明いたします。

戸籍情報システム改修事業につきましては、デジタル法適用に伴う令和５年度か

らの戸籍事務内連携サーバー運用に対応するために、国の補助を受けてシステム及

び関連機器の改修を行うものですが、国の交付決定が令和５年２月となる見込みで

あり、その後の委託契約となりますと年度内完了が困難となる見込みであるためで

す。次のガンバレ！農業びと応援プロジェクト事業は、生涯現役で農業に取り組む

ために必要な、施設改修や機械購入費に対し３分の１以内で補助するものでありま

す。該当予算については、ハウスの改修に対しての補助金でありますが、台風１４

号の影響により施工業者の年度内対応が困難となったために繰越予算に計上するも

のです。

また、各災害復旧事業につきましては、令和５年２月までの予定であります災害

査定後の工事発注となりますので、年度内完成が困難となる見込みから、地方自治

法第２１３条第１項の規定により、繰越明許費の予算を計上するものです。

最後に、５ページの地方債補正につきましては、公共事業等債に３００万円、災

害復旧事業債に３億９ ,８２０万円を追加し、全体の限度額を１０億９ ,１１５万６，
０００円とするものであります。

以上で、提案理由の説明を終わります。

【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。
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この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第１６ 議案第８１号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第１７ 議案第８２号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１８ 議案第８３号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１９ 議案第８４号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第５号）

日程第２０ 議案第８５号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第２１ 議案第８６号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第２２ 議案第８７号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第３号）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第８１号から議案第８７号までの７件については、一括議題にしたいと思い

ます。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議案第８１号から議案第８７号までの７件を一括議題とするこ

とに決定しました。

７件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 那須 富重】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議案第８１号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出に、それぞれ６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１０億５０５万８，０００円とするものであります。
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まず、歳入予算につきましては、一般会計繰入金として６０万円の追加予算を計

上しております。

続いて、歳出予算につきましては、まず、一般職員人件費として６０万円の追加

予算を計上しております。

また、基金積立金を２万２，０００円減額し、その他、諸支出金の償還金など合

計２万２，０００円の追加予算を計上しております。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第８２号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，６４７万６，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億２０６万７，０００

円とするものです。

今回の補正の主な内容は、令和４年度保険給付費における各サービスの支出状況

を踏まえて歳入歳出見込みにより過不足を調整するものです。

歳入につきましては、保険給付費の実績見込みに伴い国庫支出金の介護給付費負

担金が３９７万７，０００円、支払基金交付金が３，６８４万円、県支出金の介護

給付費負担金が３７９万４，０００円増額となっております。

歳出につきましては、保険給付費において居宅介護サービス費を２，０００万円、

施設介護サービス等給付費を６０万円、居宅介護住宅改修費を１２万５，０００円、

高額合算療養費を６０万円増額しております。特定入所者介護サービス費を４９５

万円減額し、介護サービス等諸費においては介護予防サービス等給付費を３６０万

円、居宅介護支援サービス等給付費を１０万円、介護予防地域密着型サービス給付

費を３８２万３，０００円増額いたしました。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第８３号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ４万４，０００円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９１１万４，０００円とするものです。

今回の補正の主な内容は、給料表改定に伴う会計年度任用職員の報酬、期末手当

の増額によるものです。

歳入につきましては、後期高齢者医療広域連合受託事業収入４万４，０００円を

増額いたしました。

歳出につきましては、会計年度任用職員の報酬３万６，０００円、期末手当８，

０００円、合計４万４，０００円を増額いたしました。

以上で、説明を終わります。

続きまして、議案第８４号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第

５号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、現行予算の組み替えによるものであり、予算総額に変動はござい

ません。

簡易水道総務費の備品購入費のうち、庁用車管理購入費の入札執行残２０万円、

簡易水道財産管理費の委託料のうち、浄水場配水タンク清掃業務委託料４９万円、

地方公営企業法適用移行業務委託料７２万円を減額し、需用費に施設維持管理費の

電気代不足分２０万円を追加しました。また台風１４号の倒木により破損した神門

浄水場施設のフェンス修繕費５５万円、予備費に６６万円を追加することによりま

して、歳出内での組み替えを行うものであります。
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以上で説明を終わります。

続きまして、議案第８５号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）について、提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億７，６２０万円を

追加し、予算の総額を３億５９４万５，０００円とするものです。

歳入につきましては、国庫支出金に計画策定委託業務の国庫補助金として４，１

５０万円、一般会計繰入金に１億３，４７０万円をそれぞれ追加しております。

歳出につきましては農業集落排水事業費の需用費のうち、不足が見込まれる電気

代に６０万円、修繕費に５０万円を追加、委託料のうち地方公営企業法適用移行業

務委託料の入札執行残を５０万円減額し、計画策定委託料に５，０１０万円を追加、

工事請負費に台風１４号により倒壊したフェンスの復旧を行うため１００万円、農

業集落排水施設災害復旧費の工事請負費に１億２，４５０万円を追加しております。

計画策定委託料につきましては、施設の適正な維持管理を行っていくための計画

を策定する維持管理適正化計画策定委託料３，３００万円と、その計画をもとに機

器更新などを行い、施設の強靭化を図るための施設整備事業計画策定委託料１，７

１０万円となっております。

施設災害復旧費の工事請負費につきましては、施設の本復旧工事として、点検蓋

の作成、電気機械設備の取替交換、計装版のかさ上げに係る費用を計上しておりま

す。財源となる補助金等については、国の災害査定が終了していないため、査定額

をもとに令和５年度予算にて計上することとしております。

これら計画策定事業及び災害復旧事業につきましては、どちらも令和４年度から

令和５年度の２か年事業とし、今回の補正と併せ繰越明許費として提出させていた

だいております。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第８６号 令和４年度国民健康保険診療所事業特別会計補正予

算（第４号）についての提案理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７０万５，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７７５万２，０００円とす

るものであります。

歳出補正の主なものは、職員人件費不足分１３０万円及び給料表改定による会計

年度任用職員人件費４０万５，０００円の増額であります。

歳入補正の主なものは、人件費の増額に伴う一般会計繰入金１７０万５，０００

円の増額であります。

以上で説明を終わります。

続きまして、議案第８７号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第３号）について提案理由を申し上げます。

今回の補正は、収益的収入及び支出につきまして、それぞれ１２万１，０００円

の増額補正を行うものであります。

内容につきましては、収入では、労災レセプト電算処理システム導入支援金とし

て１２万１，０００円の増額、支出では、会計年度任用職員の育児休業等による給

料の減、人事院勧告に伴う手当の増など合わせて５３１万９，０００円の減額、労

災レセプト導入にかかる経費や修繕費など２６３万１，０００円の増額、空調設備

改修や発熱外来診療棟の設置など固定資産の増加による減価償却費２８０万９，０

００円を増額補正するものです。

以上で説明を終わります。
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【議長 山本 文男】

町長の提案理由の説明が終わりました。

この件につきましては、第４日目の１２月９日に質疑・討論・採決を行います。

【議長 山本 文男】

日程第２３ 請願第１号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、全

ての農家経営への支援強化を求める請願を受理しました。

お手元に配付した請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しましたので報

告します。

【議長 山本 文男】

以上で、本日の日程は全部、終了いたしました。

次は明日、１２月７日水曜日です。定刻午前１０時に本会議を開きます。時間を

お間違いのないようお願いいたします。

本日は、これで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした・・・。

（散会：午前１１時０７分）
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会 議 録

令和４年１２月７日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。

本日は一般質問であります。多くの方々が傍聴に来ていただいております。御礼

申し上げます。ありがとうございます。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。

広報用の写真撮影の申出がありましたので、これを許可しました。

【議長 山本 文男】

日程第１、一般質問です。

今回、一般質問の通告のありました議員は７名であります。

本日は４名の一般質問を行います。残り３名は明日、行います。

通告順に一般質問を行います。

なお、質問と答弁を合わせて１時間以内となっております。終了前にはブザーが

鳴りますので、よろしくお願いいたします。

通告順に質問を許します。

３番、中田 武満議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【３番 中田 武満】

議長。

【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

先般の台風１４号におきましては、県内外に甚大な被害をもたらしました。被災

者の皆様方には心からお見舞いを申し上げますとともに、復旧・復興に携われまし

た方々の御苦労に対しまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。

また、今後、さらなる復旧・復興に対しまして万全を期していただくようにお願

いしたいと思います。

国道３８８号線、鬼神野阿切地区の道路決壊におきましては、地元業者の一生懸
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命なる土木作業によりまして、１２月１日にやっと開通して、地元の方また椎葉の

中山、小崎、栂尾の住民の方々も大変、喜んでおります。本当にありがとうござい

ました。まだ椎葉村の３地区におきましては、まだ被害が遭ってそのまま状態で手

をつけてない場所、または路肩が決壊してそのままの状態で非常に危険な状況にあ

りますので、本当に復興が心配されるところであります。

今回の台風１４号につきましては九州上陸ということで、情報によってはそんな

に大型ではなかったという情報でありましたけども、台風が去った後、大雨による

大変な被害を残しておりました。

これからもこういった異常気象による台風被害は予想されます。そのためにも今

回の台風被害経験をもとに反省点を整理して、次の台風被害等に備えることが最も

大事なことではないかと思います。

町におきましても、対策会議も何回も開催されているようではありますが、その

会議内容と重複する点もございますけども、何点かお伺いしたいと思いますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。

まず１点目につきましてでありますが、町の災害対策本部の組織についてであり

ます。

組織は町の各課、または２支所で大きく構成されているようであります。会議の

場所は本所でありますから西郷で行われるのが当然だろうとは解釈しておりますけ

れども、台風接近前の会議においては、交通便もいいわけですからスタッフはそろ

いますけども、今回の台風のように道路の決壊があって、西郷南郷間、北郷西郷間

の道路が不通になった場合、この２つの地域窓口対策部、いわゆる支所の対策につ

いてのことであります。

２地区が被害状況の把握や復旧対策等、活動しなくてはいけないわけですけども、

その中で人的体制等、万全であったか、安全の中ではどうだったのか。不備はなか

ったのか、お伺いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

皆さん、おはようございます。今日から一般質問ということで、明日まで７名の

議員の皆様方から貴重な御意見をいただきたいというふうに思っております。

今回の台風でありますけど、大きな爪痕を残したということでございます。本当

に被災されました皆様方には衷心よりお見舞いを申し上げたいと、そういうふうに

思っております。

幸いなことにといいますが、人的被害がなかったと、これだけが救いだなという

ふうに思っております。

今、議員がいろいろな形で対策本部としてどうかという話であります。

今回の台風１４号に関しまして本町の対応としましては、９月１６日に臨時の管
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理職経営管理会議を開催しまして、その時点での台風情報により今回の防災活動の

確認を行っております。

９月１９日から災害対策本部を解散した９月２６日までの八日間でありますが、

毎日夕刻に、災害対策本部会議を開催しました。

会議では、当日、確認された被災状況及び復旧状況の報告、被災者への支援活動

の状況報告と、翌日の活動計画、不足している物資情報と、多岐にわたり協議を行

ったところであります。

この協議の結果により、支援物資、食糧・水・発電機・燃料の支給・簡易水道施

設の復旧作業・災害ごみの対応・被災者支援等の活動を行っております。議員御質

問の不備や不足に関して、その都度、協議して解決や改善を図ってきたところでご

ざいます。

しかし、その後にも町民の皆様から御意見や御要望をいただいたところでありま

す。早急に対応すべきものについては対応を終わらせておりますが、検討すべき課

題も多くございます。いろいろな形で対策を練ってきて、また実行してきたという

ところでありますが、各課において今回どういう対応をしたかと。それが全て機能

したかということで、報告書を出していただきまして、総務課、危機管理のほうで

要約して、それをもとに、起こったらいけないんですけど、起こるということを想

定しながら、また計画を練り直すと。大きく言えば美郷町の地域防災計画の練り直

しをする必要も出てきたと、そういうふうに思っておるところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【３番 中田 武満】

議長。

【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

ぜひとも改善するべき点は改善をお願いしたいところであります。

南郷地区は「停電によって貯水槽のポンプが回らないのでしばらく断水します」

ということで当初、説明があったんですけども、停電が解消しても断水が続いたわ

けです。それは貯水槽の現場に行ったら、水が貯水槽に行ってなかったと。導水管

が破損していたという状況だったんだそうです。

ですから、支所の職員の体制に不足があって、現場に支所の職員も行けないよう

な状況でもあったのではないかと思いますので、今後、被害があった場合は人的体

制もぜひ見直して体制づくりをお願いしたいところであります。

では次に、今回、あるところによりますと停電が長く続いて、復旧の遅れや復旧

の時期に正確な情報が伝わらなかったという点であります。台風被害に遭って、道

路は不通で停電が続いて、また断水までになり最悪な状況が続いたわけであります。

そういったときに電気の復旧する時期を住民はすごく期待して待っているんですね。

暗い毎日ですので、停電になると非常に苦しい生活が続きます。

九州電力からの被害の状況報告はありますけれども、復旧の目途については正確
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な回答がなかったということも聞いております。次の台風に備えて、事前に九州電

力との業務提携といいますか、被害に遭った場合は情報交換をしてより復旧が早く

なるような体制づくり、そういった協力体制を結ぶ考えはないか、町長にお伺いし

たいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃるとおり停電が長引いてるという話の中で非常に町民は苦労された

ということを聞いております。インフラストレーション、下部構造といいますけど、

そこが非常におかしくなると町民の生活に大きな影響を与えるというふうに思って

おります。

九電の停電関係なんですけど、停電を復旧していくのはもう九電しかありません。

熊本県とかそういう応援の中でやってきたという九州電力様の回答なんですけど、

私が思ったときには、和田のあのちょうど被災された地域に大きな工事車両が５台、

６台入って、二日間くらい徹夜でやっておりました。

その後に、私の地区は和田の横ですので、朝方、うちのほうは停電が解消したと。

でも、そこの和田地区の古川地区は停電が解消してないと。九電さんに「今、どう

しよるのか」という話で電話をしたんですけど、明確な回答が得られなかったとい

うことがありますし、それを町民のほうに情報として伝達することもいかがなもの

かというふうに思いましたので、早く復旧をお願いしますと。そこを直したら、ど

この停電が解消されるのか。今、どこをどういう形で工事してますので、この地区

が、例えば、二、三日後には復旧しますとか、そういうものを示してくださいとい

うことで、この九州電力の宮崎支店のほうに、ちょうど所長やらがこちらのほうに

来ましたので、そのときに「そういう情報をどんどん流してくれないか」というこ

とを伝えております。

ですので、「今後、分かりました」ということで、「出せる情報は情報はどんどん

流します」ということでしたので、今後もしそういうことになったら、防災無線等

で情報の提供というか、流していけるのではなかろうかというふうに思っておると

ころであります。

やはり電気がないと全てが悪いというか、議員おっしゃいましたように水道もポ

ンプアップしているところもありますので、そういうことで一刻も早く電気の復興

というか復旧が最初かなというふうに思ったところでありますので、九州電力に対

してはそういう申し入れをいたしております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【３番 中田 武満】

議長。
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【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

そういうことで、九州電力との業務提携等、事前の対応方、よろしくお願いした

いと思います。

次に、町が定めております避難場所については、見直しが必要ではなかったか、

お伺いしたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

その避難所と避難場所なんですが、避難所ということでございますが、確かに議

員がおっしゃいますように、ここで大丈夫なのかという話になると、全てが大丈夫

という話ではないと。

ですので、指定している場所が絶対、安全かという話になると、そうでもないと

いうような気がいたします。こういう言い方は不都合かもしれませんけど、どこに

おっても危ないというような気がしてなりません。

しかし、その中でもやはり地域によって山に囲まれた場所がありますので、どう

してもそちらのほうが気になってきます。

ですので、避難所の指定をやってるわけですが、またいろいろな方の意見を聞き

ながら、また会議を行って、本当にいいのかという部分の点検が必要だと思ってお

ります。

前の西郷の松野越、そこは指定している避難所ではありません。

ただ、地区住民がそこに寄って避難したと。あそこは上区の島戸の公民館のほう

が指定所でありますので、そこは指定しているわけではなかったんですが、そこに

たまたま住民の方が心配して避難したと。で、ああいう結果になったと。本当に行

ってみたとき、びっくりしたと。何か「ぞっとする」という言葉が適格かなと思っ

たんですけど、本当に壊れて落ちてたら、人的被害ということが出てきたというふ

うに思っております。

ですので、再度、防災会議等の中で避難所の点検、そしていろいろな区長さんと

か消防、いろいろな人から情報を集めて、やはり絞り込んでいく必要があるのかな

というふうに思っております。

地震の場合はすぐということになりますが、台風の場合は時間がありますので、

やはり安全な避難所の中に避難していただくということが一番肝要かなと思ってお

ります。まだ時間があるうちに、安全な避難所を設置して、そこに避難していただ

くほうが、こちらとしても命を守るということに関してはそういう方向性を取らせ

ていただきます。

ですので、再度、避難所の確認ということはやってまいりますので、議員各位も

御協力をお願いしたいと思っております。
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以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【３番 中田 武満】

議長。

【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

鬼神野地区も何か所かございますけれども、今回、森の駅とかは場所も狭くてフ

ロアは冷たいし、川に近くて非常に危険な場所になりました。ぜひとも見直してい

ただいて、改善していただきたいと思います。

次に、台風１４号の被害状況をまとめた一覧表も示されまして説明がありました

けども、この対策、復旧作業日程などの被災地、被災者への説明等を今後どうして

いくのか、お伺いしたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今、建設課のほうで日夜、努力しながら、災害査定を受けているという状況でご

ざいます。県のほうから土木事務所の職員そして日向市役所建設課の職員が１人と

いうことで、２人派遣をいただいて、その中で頑張っているところでございます。

台風１４号による被害は、河川・町道が９６か所、林道が９１か所、農地・農業

施設が１２８か所、計３１５か所、概算の被害額は３１億６，８００万円となって

おります。

本復旧に向けては、全ての箇所で災害査定の受験が必要となりますので、公共土

木（町道・河川）が１１月上旬から令和５年２月上旬にかけて、森林土木は１２月

上旬から令和５年１月中旬にかけて、農業土木は１１月上旬から１２月末までに、

それぞれ３回から７回に分けて行われることとなっておりますので、災害査定終了

後に本復旧工事の発注を考えております。

発注箇所は農地・農業施設等災害を優先したいと考えております。その中でも、

水路が崩壊し水通しができない用水路や河川の増水により農地が流亡、なくなると

か、または埋没し耕作が困難となっている箇所の緊急度が高いと考えておりますの

で、そういうところを先にやっていきたいというふうに思っております。

全ての査定が終わったときに、関係者等々に通知をいたしまして、しっかりと復

旧の行程を示していきたいというふうに思っております。

ですので、そういう状況でありますので、まだ工事額といいますか査定が終わっ

てないということもありますので、全てを周知できるわけではありませんが、終わ
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った後には広報等々でその周知を図っていきたい。

特に、関係する被災者といいますか農地がという話で、田んぼが始まりますので、

早くそういう部分はそういう方々と意思疎通を図りながら、復旧に向けてやってい

きたいというふうに思っておりますので、御了解をお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【３番 中田 武満】

議長。

【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

ありがとうございます。被災者また被災地の方は待っておりますので、いい機会

に説明方をお願いしたいと思います。もう予算もついて、あとは建設業者が足りれ

ば、どんどん進んでいくと思います。

被災者には、中間報告でも結構だと思います。そのままではなく住民に希望を与

える、被災者に希望を与えるためにも、親切なる説明をお願いしたいところであり

ます。

一覧表の中にあるのかどうか分かりませんけども、国道に流れ込む谷の災害、そ

れが南郷のほうでは非常に多いように見受けられました。特に、小又・下田の原の

間の国道のがれき、土砂の散乱、それから市谷から牛山の間が２件、牛山から新屋

敷の道路の被害、それから川上迫の向かい側の水路のところが水が噴き出して土砂

が流れ込んで、そこについては国道ではありますけども、仮復旧でそのままの状態

であります。再被害が起こる可能性もありますので、できたら急いでいただきたい

ということも考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上で、１問目の質問を終わります。

次の質問に入ってよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【３番 中田 武満】

では、次の質問に入ります。

美郷町の３病院の電子カルテ情報を共有できないかという件でございます。

この件につきましては、先の令和３年度決算等審査特別委員会報告書に付記事項

としてお願いした経緯もございます。

また、先日、委員長より報告がありました１１月１７日開催の総務厚生常任委員

会所管事務調査におきまして、美郷町内の包括医療局の体制等について、資料に基

づきまして詳しく説明をいただきました。

その中で、「電子カルテ情報の共有化の検討も進めていく」ということでありまし

たけれども、再度、一般質問によりまして早急な改善ができないか、町長の考えを

お伺いしたいと思います。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

この電子カルテなんですけども、令和３年度に北郷診療所、令和４年度に南郷診

療所と順次、導入を図ってまいりました。今年１０月に南郷診療所に導入が完了し

たということであります。

ですので、１つの病院２つの診療所に電子カルテの導入が終わったと。これを今

度はどう結ぶかということであります。

これは診療所間で共有することなると非常に利便性が高くなるということであり

ますが、１つは、個人情報保護法という法律が引っかかってくるという話でもあり

ます。早く言えば、それぞれの病院内なら問題はないのですが、それをつなぐとな

ると、少し問題があるのではなかろうかという話でありますが、美郷町で考えれば、

そんなことはないっちゃろうというふうに私は思っております。

ですので、せっかくこの電子カルテを３つのところ、病院に導入したわけであり

ますから、早いうちにこれをつなぐというか、利便性を高くしていくということは

当然のことだと思っておりますので、医療局のほうにそういうことで早くできるよ

うに指示といいますかお願いをしているところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【３番 中田 武満】

議長。

【議長 山本 文男】

３番、中田 武満議員。

【３番 中田 武満】

ぜひ前向きに検討をお願いしたいと思っております。

西郷病院は２４時間開業といいますか、正しい言い方か分かりませんけども開い

ておりますので、情報はすぐさま確認できますけども、南郷、北郷の診療所におき

ましては、平日は５時以降から８時頃まで、土曜、日曜は開業しておりませんので、

そのとき診療所で受診しております方々の医療情報は必要なときに確認ができない

ような状況であります。

人が急に病気になって救急処置が必要な場合は、その人の持っている基礎疾患が

何であるのかというのが一番重要だと思います。

南郷診療所に１か月のうちに通院している固定の患者さんといいますか、受診者、

これは去年のデータなんですけども４０９人ということで、北郷の方が１５１人と

いうことで、この５６０名、去年の受診者の方ですけども、１か月のうちに５６０
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人の受診データは先ほど言いましたように時間外については、その情報が得られな

いということになりますので、ぜひとも改善をしていただきたいと思います。

町民が安全で安心して暮らせる美郷町にするためにも、ぜひともお願いしたいと

思います。

以上で、私の一般質問を終わりたいと思います。

【議長 山本 文男】

これで、３番、中田 武満議員の質問を終わります。

再開を１０時４０分からにします。

（休憩：午前１０時２９分）

（再開：午前１０時３８分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

通告順に質問を許します。

次に、２番、早川 節夫議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

それでは一般質問に入らせていただきます。

今回の台風１４号、先ほど、中田議員も言われましたけども、私もその台風のこ

とで少しお話をさせていただきたいと思います。

今回の台風では、ここ美郷町では数多くの災害、被害を受けました。災害、被害

を受けられた皆様に対しまして心からお見舞いを申し上げたいと思います。一日も

早い復旧・復興を願うものでございます。

それから、台風時及びその後の対応に尽力をいただいた危機管理課を中心としま

した役場の職員の皆さん、また消防団員の皆さん、それからいろいろな方面からの

ボランティアの皆さん、本当に泥にまみれながら片づけ等、一生懸命やっていただ

きましたことに心から感謝申し上げたいと思います。

皆さんのこの対応は、被害を受けられた方にとってはどれほどありがたかったか

なあと思っております。特に、消防団の方は自分の仕事をさておいて、片づけ等に

回ってくれたという話も聞いております。被害者の方から「本当にありがたかった」

という言葉もいただいております。

そんな中で今回、和田地区を中心に浸水被害を受けた方がたくさんおられますが、

その中で現在、県営住宅に５世帯、町営住宅に２世帯仮住宅に住まわれている方が

いますが、何回も引越しするのは大変か思われます。いつまで住み続けられるのか、

確認が取れているのか、まず伺いたいと思います。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今回の台風１４号でありますが、本当に多くの方々に御協力をいただいて今日を

迎えているということであります。本当に消防団員の皆様そしてボランティアの皆

様のおかげで何とかここまでこぎつけたということであります。本当に人の力でな

っていくものだと感じたところでございます。

議員の住宅関係でありますけど、議員おっしゃるように、現在、和田地区で浸水

被害を受けた４世帯９名の方が宮崎県共済住宅に、それと町営住宅に１世帯２名が

一時的に入居されております。

宮崎県共済住宅に入居されている世帯につきましては３か月の入居契約を締結し

ていますが、さらに更新によりまして来年９月までは入居可能と聞いております。

その後につきましては、その時の協議になるものと思われます。

宮崎県共済住宅はあくまで仮住宅でありますので、被災者の住宅についての方向

性を伺いながら、協議していくことになります。御理解をいただきたいと思ってお

ります。

町営住宅に入居されている１世帯につきましては、家賃の猶予期間が６か月以内

であり、期間後は家賃徴収を行うこととなるため、入居者と十分な協議を行いたい

というふうに思うところであります。

いろいろ被災者の会の方々と話すと、どういう形で復旧をしてくれるのかという

話であります。その復旧計画が決まらないと、そこに住むか、また住宅を改装して

住むか、決め兼ねられないという方もいます。

ですので、被災者の会を立ち上げておりますので、土木事務所等々とそういう会

議を早く、今、２回してますけど、積極的に開催していただきまして、土木の方針

を早く決めていただきたいということでお願いをしているところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

ありがとうございます。今回、浸水被害を受けた方はもう２回目。いや、もう３
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回目という方たちでした。

しかしその中でも、ある方は、もう一回、家をいびって、「ここにまた住むわねえ」

と言われた方が、もう家を修理を始めている方もおられました。理由を聞いたら、

「ここを離れたくないとよね」と言われておりましたが、まさに住めば都、本当に

離れたくないのかなという気持ちがひしひしと伝わってきました。「今度は皆さんの

力で、水が上がらんごつ工事をしてくださいね」と言っておられました。その言葉

は本当に胸を打つものがありましたので、ぜひ、災害に強い美郷町をつくる意味で

も、早目、早目にいろいろな対策をとって、もちろん私たちもできることは精いっ

ぱいやりながら、町と組みながらやっていきたいな、やってもらいたいなあという

ふうに思っているところです。

自宅が復旧するまで、またはっきりと工事が決まるまでに、引っ越しをすること

なく安心して住み続けられる住宅の確保が必要であると思います。もちろん町でも

その支援を考えているのか、伺いたいんですが、今、話を聞きますと、ちょっと考

えるところもあるのかなというふうに解釈をしましたけれども、いま一度、伺いた

いと思います。よろしくお願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

いろいろな形の対策の中で、やはり「寄り添う」という話の中で、しっかりとし

ていかなければならないということで、被災された方の利便性を図るということは

一義的かなあと思っておりますので、そういう方向で協議しながら、無理が行かな

い程度にこちらも対応していきたいと。

以前も言いましたように、この災害が人口減少のきっかけになるという話をした

ことがありますが、そうならないようにやはり食い止めるというか、住んでいただ

くというために今後、しっかりとした県とか国の応援をいただきながらやっていく

ことになるというふうに思っておるところであります。

ですので今後、その住宅に関しては優先的に入れ、そしてまた家賃についてはそ

こ辺の便宜を図っていきたいと。

その後に、被災者の方がどうするかという部分を待って、どこに住むか、また家

をいびるかという話になってこようと思いますので、そこまでは見ていきたいとい

うふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】
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２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

浸水被害を受けた方は本当に心痛く、今、過ごされているのかなあというふうに

思っております。また正月、自分の家でなくて仮住宅で過ごす寂しさとかむなしさ

というものを自分で思いながら過ごしていくのかなと思うところでございます。

先ほども言いましたけども、もう２回目、３回目と。多い人は多分、４回目くら

い被災されている方がいるんじゃないかなと思っているところです。本当はもうち

ょっと早くに災害に強い美郷町またまちづくりというものに手がけていかなければ

ならなかったのかなというふうに思っているところでございます。

今、浸水被害だけではくいろいろな被害を受けられた方がたくさんおられます。

その人たちの明るいまた住みやすいまちづくりという形で尽力をしていただければ

ありがたいかなと思っております。

また、話を聞きますと、建設が今さっき工事の数も発表されましたけれども、３

００超える工事の数、本当に査定が２月いっぱいまでかかるということでございま

す。担当される職員の皆さんは本当に大変かと思いますけれども、一日も早い復興・

復旧のための頑張っていただきますことをお願いして、１問目の質問を終わりたい

と思います。

２問目の質問に移ってよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【２番 早川 節夫】

２問目の質問に入りたいと思います。

次は、高齢者の方の補聴器購入時の補助についてということで、少しを話をさせ

ていただきたいと思います。

実は私、８月に自分でちょっと新聞みたいなものを発行してるんですが、その中

で、町民の声ということで補聴器の話がありましたので、それをちょっと載せまし

た。そうしたら、いろいろなところから話が来て、「耳が聞こえんで困っちょってね

じゃけど、補聴器を買いたいっちゃけども、高いとよね」と。「どのくらいすっとで

すか」と聞いたら、片耳５万くらいから、前は３０万円と言われてたんですけど、

今は５０万円くらいかかるそうです。

その中で、美郷町では病院に行って診察を受けて、聴覚障害による障害手帳を受

けた場合には、補聴器の交付が受けられる制度があると聞いております。もちろん

その制度は早くからあったかなと思うんですが、なかなか町民の方がその制度を知

っている方が少なくて、もうちょっと広報的にうまく知らせるとよかったのかなあ

と思うところもあります。

ただ、この制度はその手帳をもらって、多分、国がお金を出す制度だと思うんで

すが、段階が１から５くらいあるのかなと思うんですが、その段階を一律として助

成をしますということです。

ただ、時間がかかるし、１回、町で申請しても、国からの返事を待たんと、それ

ができないという形なので、ちょっと便利さに欠けているのかなあと思うところが

ございます。

それで、美郷町では、６５歳からこの補聴器購入の助成ができないものかなとい
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うふうにちょっと考えましたので、話をさせてもらってるんですが。

聴力低下へ早急に対応するためにも、また認知症やフレイルの進行を穏やかにし

生活の質を維持し、社会交流を図り、また住み慣れた地域で安心して自分らしく暮

らすことができるよう、難聴により生活に支障が生じている高齢者の方、６５歳以

上の方かなあと思うんですが、その方に補聴器を購入するときに費用の一部を補助

ができないか、町長単独でできないかということです。

宮崎県では、三股町が１件、取り組んでおります。県外のほかの県も各市町村、

単独で助成をしている町村がかなり増えてきております。そういうことからも、美

郷町単独でやっていただけないものかなと思っておるところですが、いかがなもの

か伺いたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当に議員おっしゃるように難聴の方が増えているということで、自分もそうな

んですけど、今まで聞こえておった声が聞き取れなくなってくるという、結局、声

には強さと弱さ、それと高さと低さという部分があるんだろうと思いますけど、若

い人と話す、女性の方と話す。特に声が高い人の声が聞き取りにくくなったと、自

分でそんげして思います。

ですので、補聴器を買おうかなあと思ったときに、補聴器が高いと、そういう思

いであります。基本的には、議員と同じような感覚は持ってます。

今、議員がおっしゃいましたように町の制度は障害者手帳を交付を受けた方で、

そういう聴覚障害がある人、そしてまた１８歳以下のそういった子供たちの補助と、

そういうものはつくっております。

ですが、今さっき言うフレイルというか、やはり６５歳過ぎていくとどんどんど

んどん脆弱になっていくというか、体も悪くなりますので、そういう方向に進んで

いくということはもう否めないかなあと。会話がしっかり聞こえないということは

非常にそういう認知とかそういう方向に傾いていくというか、傾向になるのではな

かろうかと。やはり人がわあわあ喜んだり何やかんや話しよる中で、自分だけ聞こ

えないと何か面白くないし、疎外されているような感じもするでしょうから、やは

りそこ辺は考えるべきかなあというふうには思うところです。

おっしゃるように県内では三股町が６５歳以上の方を対象として、限度額３万円

という金額をもって補助しているということでありますので、美郷町においてもや

はりそういう方々が増えてきたという実情を鑑みますれば、何らかの手を打ってい

くのがいいのかなと。それが大きな障害に発展しないということを含めて、予防と

いう段階の中で対処してくほうが考え方はいいのかなと思っておりますので、また

役場内で担当課長、担当者と話しながら、社協も含めた中でどういう実態かという

部分も見極めた中で、ちょっと制度設計を考えていきたいと思っております。
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以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【２番 早川 節夫】

議長。

【議長 山本 文男】

２番、早川 節夫議員。

【２番 早川 節夫】

ありがとうございます。本当に今の町長の答弁をお聞きしましてちょっと安心を

したところでございます。

この制度が前向きに進んでいくと、かなりの方が助かるんじゃないかなと思って

いるところです。やはり耳が聞こえるようになるということだけで人間変わるそう

です。うちのおふくろが実際、そうなので、３か月ほど前に補聴器ではないんです

けども、集音器を買って、耳につけて話をしたら、もうそれだけでも全然、違う。

それまでは人が来たら逃げてました。話をするのがおっくうだと。話を聞いても聞

こえない。もう何を言ってるか分からないと。もう本当、人が来たら逃げて隠れる

ようなことがありましたけども、その集音器をつけることだけでも何かまたみんな

と話ができるという、笑顔がまた戻ってきたような気もしました。

ただ、集音器だとちょっと限界がありますので、やはり補聴器の制度の確立をし

てもらったほうがいいのかなというふうに思ってますのでよろしくお願いしたいな

と思っているところです。

そして今回、私、一般質問で台風のこともいろいろなことを考えておりましたけ

ども、議員の中でまだいっぱい話が出てくるんじゃないかなと思っているところな

ので、私はもう台風のことは住宅のこと一本に絞りまして一般質問をさせていただ

きました。また、ほかの議員の方がいろいろな災害のことをいろいろ話されるかと

思いますので、本当に時間が短縮で終わってしまうんですけども、同じことの繰り

返しになっても意味がないのかなと思っているところでございますので、私の一般

質問はこれで終わりたいと思います。

ただ、台風で被災された方の思いというものを本当にしっかりかみしめながら、

本当、みんなでそれを励ましながら、また住みやすい美郷町をつくるために頑張っ

ていきたいなと思っているところです。

これで、一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

これで、２番、早川 節夫議員の質問を終わります。

ここで、休憩とします。

再開を午前１１時５分からにします。

（休憩：午前１０時５７分）
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（再開：午前１１時０３分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

通告順に質問を許します。

８番、小路 文喜議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

通告に基づきまして、一般質問を行います。

まず、１問目は神話の里の事業承継についてであります。

人口減少に歯止めがかからない今、町を挙げてこれをどうするかに取り組んでお

るのが現状だと思います。そんな中で、地区別定住戦略が今後、大きな役割を果た

しているだろうという期待をしておるんですけども、この「ちくせん」の会議の中

で話題になるのが「人を呼んでも職場がない、仕事がない」ということであります。

こういった現状について、町長の見解はどういうものかお伺いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

地区別定住戦略ということで通常、「ちくせん」という形で２４地区に実践をして

いただくということで、その人口減少に挑戦しようという試みであります。ひと・

まち・しごとという話の３つの中で何が一番先なのかというのが非常に難しいとい

う部分で思っておりますが、その３つをひっくるめてやっていくしかないというこ

とであります。

仕事をつくっていくという部分と、農林業、商工業それとサービス行、いろいろ

な形の中で産業といいますか仕事をつくっていくという方向で頑張ってるんですが、

なかなかそういう部分がまだ形として出てきてないと。ただ、農林業等においては

いろいろな形で後継者とかそういう部分でしっかりと成り立ってきてるのかなあと

いうふうに思うところであります。

今後、人を呼ぶという形の中で人を出さないという形の中においても、やはり中

でしっかりとした雇用対策を考えていく必要はあるというふうに思うところであり

ます。
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以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

今の雇用の形をどうつくるかという話でしたけども、今、「職場がない、仕事がな

いということについて」町長の認識を伺ったのが最初の質問なんですよ。そこをち

ょっとお願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

仕事がないというか、そういう話ではあまり私のほうには来ていないということ

でありますので、皆さんいろいろな形の中で仕事を見つけているのかなあというふ

うには認識をしているところであります。

以上です。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

そうですね。

ただ、やはり具体的に職場がないと、来ても生活の糧が得られないんじゃないか

というのは一番のネックだろうと思うんですね。町おこし隊みたいな形で給料が出

ればいいんですけども、一般の人にはそういうものはないわけでありまして、やは

り職場をきちっとつくっていくことができればと。

前回の質問でも言いましたけど、バイオマス発電所のような建設をするとか、そ

ういう形でそこに職場をつくるとかそういう形のものが必要だというふうに思うの

であります。

それはそれとして私はそう思ってるんですけども、先ほど、申し上げました神話

の里の事業承継についてということで、何か聞くところによると建屋も引き渡すし、
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ベッド等も全部あげますよと、無償で提供しますよという申し出があったというふ

うに聞いておるんですけども、その申し出に対して町としてはどのような対応をさ

れたのか、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

この神話の里が非常に難しくなったという話の中で申し出があったのが最近なん

ですけど、どういう形で厳しくなったのかなあという話で、最初、直接ではありま

せんけど、担当課長がこういうことで来られましたという話の中で、ちょっと継続

は難しいと。

グループホームは９床ありますので、それで大体、平均６床、５床という形で入

る人が少なくなって経営的にという部分も非常に難しくなったので、申し訳ないけ

ど令和５年３月末をもって閉鎖したいというふうな申し出であります。

そこに働く人たちも高齢ということになってると。それと、やはりこの台風で、

平成会から見れば非常に遠いという部分もあったんでしょうけど、危機管理が非常

に難しい部分もあるということなんでしょう。そういうものもひっくるめた中で、

今回そういう形で神話の里から手を引きたいという話がございました。

それに対して「ちょっと待ってくれ」という話で、「何かいい方法はないのか」と

いう部分で担当課長に言ったときには、もうそういう手続を行っているという話で、

それでもどうにかならないかという話をさせていただいたんですが、なかなかどう

にもならないと。

それではどうするかということで話を聞いたときに、南郷の議員さん５名の方が

株式会社ケイメイのほうに何か打診をしたというか、そういう話も聞いております。

その前に、うちとしてはやはりいろいろグループホームを持ってる関連の例えば、

農協さんとかそういう人たちが、会社がいますので、そこに当たって、どうにかな

らないだろうかという話をしてきて、今のところ何かよかったねという感触ではあ

りません。

今後、またそのケイメイさんと１回、南郷温泉の向こうのコテージのほうが指定

管理になったということも受けて、そして、南郷温泉も令和５年度４月からなると

いう形の中でお礼にという形で、会ったときに「一応こういう状況でありますので、

考えてとってもらえないでしょうか」という打診は正式ではありませんけどしてお

ります。

またあと一つ、慶穣塾といいますかそちらのほうにも打診をしまして、どうにか

存続といいますかそういう方向はできないものかというふうに協議をしてまいりた

いと。

経営的に圧迫すれば誰もする人はいないというふうに思いますので、民間で、「ほ

んならどうするか」という話になります。「ほんなら町が赤字覚悟でやってください

ね」という話をしてお願いするのか、それとも町がある程度の補塡的な意味という

か、第三セクター的なものをやっていただくのかと、そういう部分も今後、出てく

ると思っておりますので、その話の中で難しいなあというふうに思っておりますけ



21

ど、何らかの形でバックアップしながら存続をさせてたいという気持ちはあるんで

すが、なかなか難しいという状況でございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

何か聞いてると、何となく成り行き任せかなあと思うんですね。

先ほど言いました採算割れの話も含めてですけども、９名おればプラスだと、黒

字だという話であって、何かずっと私が聞いてる範囲では、大体９名は一緒だと。

ただ、この最近になってどんどんどんどん人が減って、今、減った人数もちょっ

と平成のところに持っていったという話もあるんですね。だから、先ほど申し上げ

ましたように職場の確保という点からすると、町はやはりまず覚悟を持って社協な

りでもいいから、この事業所は継続するんだという立場に立たないと、来年の３月

になってケイメイも駄目、農協も駄目となったら、もうあの事業所は閉鎖ですとい

うことになりかねないんですけども、そういう成り行き任せは非常に困ると思うん

ですけども、そこのところはちょっと歯止めのところについてどういうふうにお考

えか、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

その成り行き任せにはしてないという私の立ち位置なんですけど、できれば事業

継承という話の中で、受けてもらうほうが一番いいという感覚であります。ですの

で、そのためにはどういう町のバックアップができるのかということだと思ってお

ります。簡単に、ほんならこうだ、ああだということで、右から左に流れるもので

はないというふうに思っておりますので、継続しなければならないという強い思い

で、そういう形で当たってきたということで、まだそういうしっかりとした答えが

出てきてないと。

ですので、今後も当たりたいと思いますが、続けるために、もし全てが駄目なと

きという方向性も１つの考え方をしなければならないと。そういうところがないと

いう話になれば、ほんなら町としてはどうするのかという話なんでしょうが、そこ

辺をしっかりと今後、残された時間の中で３か月という部分で並行しながら考えて

いくしかないなあと。
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でも、そんなに時間はないと。そして難しい問題がかなりあるのではなかろうか

というふうに思っておりますので、まず事業継承の部分で一生懸命、頑張りたいな

あと。

でも、議員おっしゃるようになくしたら大変という部分、職場の確保という部分

からも言えばそうかもしれませんけど、それを使う人たちがいるということを考え

るのは、やはりなくしたらいけないということに結果的にはなりますので、やはり

そちらの事業継承をしてくほうが一番、町としてはベストかなというふうに思って

おりますので、その方向で動いてきたということでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

町長の答弁は姿勢としては分かるんですけども、先ほどのケイメイとか農協に対

して、何と言うか、ちょっとお願いをした程度というふうにしか私には聞こえない

んですね。どうしてもこの事業所を継承するために前向きに取り組んでくれないか

というきちっとしたそういう交渉事も含めてやられてないんですよね。そこはどう

ですかね。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確かにいろいろな事務等が複層して、その経営者に会って「こうですわ」という

話の正式な申込はしておりませんが、その前段階といいますか、ケイメイさんには

しっかりしてまた行こうと思いますし、農協の組合長にも電話を入れて「申し訳な

いけど」という話の中で、「ちょっと時間的に取れない。向こうもこちらも取れない」

という話の中で、そういう形の中で前置きとして、そこの担当者等々と話をしてき

てるんですが、私のほうからは電話でこういう状態になってるということで、その

事業承継を含めた意味で、「どうかしてやってくれないか」という話は電話の先です

けど言ってると。

ただ、それを具体的にどうするかという話ですよね。

例えば、「分かりました」という話で、何もバックアップも要りませんとかそうい

う話とか、具体的にはそこまでもってきてませんけど、こういうことで平成会のほ

うから来たんですが、考えてもらえないでしょうかという話はどこにもつなげてお
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いたというか、これからもっと本腰にやっていきたいと。それがいい方向に転がる

かどうかは不透明な部分がありますので、非常に厳しいという部分と、それと、そ

れを今後、町としてもし事業承継がうまくいかなかった場合にどうするかという２

つの模索というか、それをしていく必要が出てきたということでございます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

結論として言えば、事業の承継については町としては責任を持つんだというふう

な認識でいいのかどうか、最後にお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先にも言いましたように、これができるかできないかという話は分かりませんけ

ど、第三セクター的な感覚で結局、９床が満床ですので、そのときを。結局、利用

者が少なくなっていろいろな形での弊害も出てきてるということになれば、その分

の補塡といいますか、そういうことができるのかできないのかと、第三セクター的

な形で指定管理ができるのかという形の中で物事を考えていこうかなというふうに

思っているところでございます。事業承継に関してはそういうことでございます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

私は、そういう点で行くと、組織的には社協の中の組織として取り込むという方

法もあるかなと。こんげな話をすると何ですけども、私は、利用者の、ちょっと言

葉は選ばなければいかんけども、予備群といいますかね、そういう方はたくさんお
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られるわけで、そういった方々に積極的に話をするならば、南郷地区の住民はでき

れば南郷地区の施設におりたいという答えが返ってくるだろうと思うんですね。そ

こ辺の掘り起こしも含めて、ぜひ、先ほどの答弁のとおりに頑張っていただくとい

うことで、２問目に入ります。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【８番 小路 文喜】

２問目は、水道料金制度の変更の問題であります。

町長、御承知のように現在の水道料金は個々の家庭の使用量に関係なく全世帯が

最低でも１０トン使用した前提で請求をされ、支払いがなされておるところであり

ます。

御承知のように、高齢化で世帯の構成が大きく変わりまして、独居世帯とか高齢

者２人だけの住まいとか、そういうのが大分、多くなってきておるんじゃないかと

思います。

このことは、恐らく水道使用量も基準の１０トンに満たない世帯が増えてきてい

ることになっていると考えております。

日向市とか延岡市、あの辺は上水道というんですかね、あそこ辺を見ると、全て

１トン単位で請求をするという話であります。考えてみれば当たり前ではあろうか

と思います。使ってない水道料金を払う必要はないという観点で。

その点で私は、この誰でも彼でもどの世帯でも１０トン使った前提で払えという

のは、制度として不合理だというふうに考えておるんですけども、町長の見解をお

伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

以前からこの水道料金についての不公平性ということで承っております。

確かに１０トンという部分で基本料金を定めて、それから１トン増すごとにとい

う話で、美郷町の水道料金はつくられているということであります。

ですので、今おっしゃったように世帯が少なくなれば、水の使用量も少ないとい

うことになって、１０トンという量を使うかという話になると、不公平性が出てき

てるという話であります。よく分かりますので、今の状態を見たときに、やはり考

えるべきときが来たと。

基本料金プラス重量割という部分はやっていきたいなというふうには思うんです

が、そこをどこで線を引くかという話であります。

考えてみると、簡易水道の特別会計がしっちゃかめっちゃかというか、使用料を

取っての運営でもありますので、本当はある程度、水を使う側がそれを負担してい

ただくということになろうかと思っております。

例えば、基本料金を５トンにしたときに、５トンを幾らかと。下げると、半分に
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するとか、そういう話になっていくのかどうか分かりませんが、これは下げてくだ

さいよという部分で、やはり弱者救済の部分もあるし、使うほうはやはりどんどん

取っていいっちゃないかという話を考えていく必要もあると。それはやはり水道会

計を考えたときの私の考えでありますが、少なくともその審議会に諮問をしまして、

それをどう考えるかと。そしてどういう形でその料金改定をするかという部分はや

っていきたいと思っておるところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

ちょっと諮問委員会のシステムが分からないんですけど。

町長がリーダーシップをとって、この制度は不合理であるのでこういうラインで

諮問をするので答申をいただきたい。そういうふうにならんと、一般論的にどうだ

ろうかという話では、私としては面白くないかなあと思うんですけども。

前の病院を南郷診療所の入院を外すときにはそうでしたよね。こういうふうにし

たいがどうかということで諮問のとおり答申を出したようなことでありますから、

そこはやはり町長のリーダーシップが必要だと思うんですね。

まずそこはどうなんですか、町長のリーダーシップという点で、お願いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

リーダーシップというか審議会に諮問するということで、私はこう思うという話

では出したいと思います。

ですので、結局、不公平性が起こってる状態にあると。ですので、そこの救済と

水道会計の維持という部分を考えたときに、今のとおりせえという話ではありませ

んけど、やはりその基本料金を何トン、どこまでをするのかという話で、私が例え

ば、こんげせえという話ではなくて、そこは皆さん、考えてほしいと。

ただ、下げてくださいと。そして１トン当たり何ぼにするのかという話の中で決

めてくださいねという話を、その審議会に諮問したいというふうに思ってます。

ですので、今のが不合理に、不合理といいますか時代に合わなくなったのでとい

う話の中で諮問していきたいというふうに思っております。

ですので、結局、「使う、使わない」という話の中になりますけど、やはり不公平
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性がないようにという話でやっていきたい、諮問したいというふうに思うところで

あります。

また、その答申に対しては、真摯に従いたいというふうに思いますが、あまりに

もおかしければ、もう一回ちょっと考え直してもらえないだろうかという話になる

かもしれませんということをつけ加えて、そういうスタンスで行きたいと思ってお

るところです。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

そういった形で行くならば、ただ、下を下げたから上を上げるという話は、私は

乗りませんので、一言、申し上げておきます。

やはり「５トン」という切り方も、私としてはせめて３トン、２トンくらいから

ならないかなというふうに思っております。ちょっともう、昔その使用料の状態を

１トン以下が何ぼというものをもらったことがあるんですけども、それでも結構、

その当時でもそういう１０トン未満の人がたくさんおられたわけでありますので、

そこはぜひ頭に置いていただきたいと思います。

今、物が上がっておりますので、例えば、年金の４万円くらいの人は今、税込み

でたしか１トン当たり１４５円くらいだと思うんですけど、だからやはりその４万

円の人にとってのこの金額と５０万円の給与を取る人のこの金額負担割合が極端な

差がありまして、やはり本当にいろいろなものが上がって、大変だ、大変だという

話を聞きますから、考慮すべきだというふうに考えております。

ちょっと確認ですけども、来年度の予算に間に合うくらいのスピードでこの料金

制度の改定についての諮問を行うかどうか、ちょっとそこだけスケジュールをお伺

いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ずっと棚上げにしてきたという話でありませんけど、議員はこういうことをずっ

と言ってきたような記憶が、ちょっと私が副町長時代でも記憶がありますので、旧

態依然としてそのまま放っておいたと、放っておいたという御幣はありませんけど、

結局、令和５年度の予算に反映させたいというふうに思うところであります。

トン数が１０トンでも基本料金を下げればいいだけの話かなという気はするんで
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すよね。１０トン使っても、今、千円何ぼという話じゃなくて、そこが減ると。基

本料金が、そこまではと。そうすると、例えば、よく分かりませんけど、１人の人

が結局、５トンなら５トンにしたとき、３トンなら３トンにしたときに、それから

出たと。それから加算されるという可能性だってなきにしもあらずということを考

えたときに、やはり慎重に考えていく必要があると。

ただ、その基本料金を設定するならば、それを安く設定して、議員、面白くない

でしょうが、その分をやはり普通の人たちに少しは補っていただくという考え方が

水道会計の維持のためには必要かなと。

ただ、言われた令和５年度に向けてやりたいと。今、基本料金は１２月まで取っ

てないという、ちょうど給付金の関係の中でやってますので、少しは助かっている

のかなあというふうに思っております。

ただ、工業用水があれば、また別の話なんですけど、うちはみんな飲料水ですの

で、そこ辺に差を設ける必要もないということで思っておりますので、議員が納得

してもらうためにつくるわけでなくて、何とかそういう部分で変えていきたいと。

令和５年度に間に合わせたいと、そういうふうに思うところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。ぜひ、そういう方向で物事を進めていただきたいというふうに思

っております。

議長、３問目に入りたいんですが。

【議長 山本 文男】

３問目の発言を許します。

【８番 小路 文喜】

医療費助成年齢の引上げについてであります。

美郷町子ども医療費助成に関する条例を読みますと、第１条で、「子どもの医療費

を助成することにより、子どもの疾病等の治療を容易にし、子どもの福祉の向上及

び健全な発育の促進を図ることを目的とする」というふうに書いてありまして、私

は非常に有用な制度だというふうに考えておるところであります。

町長、この制度があることについての効果については、どういうふうにお考えか

お伺いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

子供を持ってる親御さんにとっては非常にありがたいと。これはうちの政策が結

局、子育て支援の中で１位、２位を争ういい政策ではなかろうかという話の中での

評価はいただいておるところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

そうですね。今の子育て世代の応援という話でしたけど、町長は覚えていると思

うんですけども、副町長時代に、中学校卒業までの医療費の助成が始まったんです

よね、菊田町長時代。

それを見ますと、そのときの普及率は覚えてないんですけども、ああいう一つ一

つの決断が現況はどうかといいますと、中学校卒業までの通院とか入院に対する助

成はどうかというと、９０％台、ほとんどそういうふうになったんです。だから一

歩一歩市町村がそういう制度づくりに関与をしていくと、国全体を動かす。恐らく

そんげなっていくと、まだ国は金を出してませんけど、未満児、あれですね。だけ

どのそのうち制度を支えるためにそうなるだろうと思うんですね。やはり大きい自

治体のこういう制度導入の運動が引き起こしたというふうに思っておるところであ

ります。

そういうふうに考えておりますので、高校生の医療費の助成まではどうかという

ことを、今日は主題として挙げてるんですけども。

これが高校卒業までは２００９年にはたった２自治体しかなかったそうです。現

況は、平成２７年の４月ですけども、全国１７４１自治体のうちの半数近い８１７

自治体がこの高校卒業までの医療費の助成をやっておるということなんです。

先ほど言いましたように、やはりどんどん制度が変わっていって、それを後押し

すると。恐らく全国の子育て世代の保護者の皆さんたちの気持ちも反映してると思

うんですけども、ぜひ、そういう時代に入ってるんじゃないかと思うんですよね。

高校卒業までの医療費の助成をするというふうに。そこは町長はどういうふうにお

考えか、お伺いします。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃるように、そういう形の中で各自治体が高校生まで医療費の無料と

いう形を、中学生までという部分もあったんですけど、ずっと国を動かしたという

話です。本来ならという話で国がせないかんっちゃないかという部分が非常にある

んですけど、そこにはやはりどうしても自治体間の財政力差という部分が出てきて、

結局、憲法でいう文化的にという話になると、ちょっと違うっちゃないかという話

であります。

ですので、こういうのはやはり国がしっかりとした中で、やはり子育てといいま

すか、今、人口減少の中におって国力が落ちてきてると、ＧＤＰが下がってきてる

ということを考えれば、国の政策としてやっていただきたいというのが本音であり

ます。

ですので、それを待っていてもしょうがないじゃないかという話で、町としては

今、子育て世帯というか、子育ての対策としていろいろな高校生に対してもですけ

ど、教育委員会の就学援助という部分で１人年間１０万円ですよね。こういう形も

やってると。総合的に考えていく、やはり財源、その分をどこで財源を補うかとい

う部分も問題になってきますので、今度はスクラップ・アンド・ビルドではありま

せんけど、やはりどこかで何かを捻出しなければ町がやっていけないと。確かにい

いことはいいんですけど、それを全てやり切るかという話になったら、もう少し補

助金等々の見直しもやっていく必要が出てくると。

その中において、やはりこの優先度といいますか、これは高いよねという話にな

ると思いますので、やはりそこは急にこの高校生までの無償化という部分はできな

いかもしれませんけど、真摯に考えて、先にはそういう高校生までという部分はや

っていきたいという思いは強いということであります。

ですので、安心して子どもさんが勉学に打ち込まれる。もし何か起こったときに

は、そういうバックアップがあるということで、子どもたちがすくすくと健やかに

育っていくための対策は考えたいと、そういうふうに思うところであります。

ですが、今度の令和５年度でという話にはなかなかならんと思いますが、早いう

ちにやはり関係課そしていろいろな人たちと協議をしながら、また議員さんとも協

議をしながらやっていきたいというふうには思います。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。
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【８番 小路 文喜】

分かりました。そうですね。財政負担があるし、まだ高校生の数は聞いておらん

とですけど、小さい町だからできるみたいなところもあるのかなと、私は頭の中に

あるんですね。

例えば、中学生とその未満のときもずっと一部負担があったんですね。今はゼロ

になってしまったんですけど。だから入口の話として、例えば、高校生については

一部負担もありで、そういう制度導入を図っていくという手もあるのかなあと。財

政的な負担が分からないところはあるんですけども。

さっき言いましたように、この医療費助成に関する条例の中で書いてあるとおり

のことが、高校生まで及ぶというのは非常に大事なことだというふうに思っており

ます。

今回は、それ以上はちょっと無理かなと思うんですけども、将来的に例えば、１

回１，０００円の一部負担があるとかということがあっても、それはやむを得ない

ことだろうと思いますから、そういう形も含めて次々と制度拡大をしていただきた

いと思うんですが、町長そこだけちょっとお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

数ではないという気がします。生徒数ではないと。それが大きくなったから、こ

れをやめるかという話でもありませんので。

ただ、最初の一部負担金は１，０００円とか、月にまたがんときですよ。１，０

００円くらい取るよりか、もう全部免除したほうがよかろうという話です。ですか

ら一部負担金をなんぼ取るかといったら、これは非常に決めがたいという話です。

ほんなら３，０００円でするのか、４，０００円でするのかと、何の根拠を持って

そこでするのかという話になると、非常に入り口としてという話ですけど、もうや

るなら頭から全部、見るという形のほうがすっきりするというふうに私は思います。

そうしたときに、今さっきも言うように財源とにらめっこしながらという部分も

出てきますので、皆さんが、「町長、そんげ言うけんど、やっぱ一部負担金は取れ」

と。

昔、給食費という話でちょうど菊田町長のときですけど、「４分の３は出して、４

分の１は残そうや」と言った覚えがあります。２５％残せと。何で残すのかと。や

はり親御さんが子供を育てるのに、やはり給食費を全然、払わないということはな

いじゃろうと。そのとき考えて、４分の１は親御さんの負担にしてくださいねとい

う話にして、７５％を補助すると。

で、今になって全てを給食費は免除という形になっておりますので、その理論か

ら行くと、これも一部負担金を取らんで、やるならもう最初から全額無料という形

の方向性でもってやっていければなあと。確約はできませんけど、その流れの中で

やっぱくれという話になったら、やはりそういう方向性も出てくるかもしれません

が、そんなに長い時間をかけなくてやっていく必要があるというふうに思うところ
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です。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。そういうことでしたら、ぜひお願いしたいと思います。

何遍もお話、出しますけど、今、円安が大分、止まっている状況ですけど、恐ら

く将来的にはまた円安が進むだろうと思うので、そういうことを含めて非常に家計

の負担が大きくなっている中で、ちょっとでも子育てが楽になるようにということ

で、こういう制度の導入を求めたところであります。

今、答弁にありましたように、来年とは言わないけど、近い将来という答弁を聞

きましたので、それを当てにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

４問目に入りますが。

【議長 山本 文男】

４問目のは発言を許します。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

地域活性化事業実施についてという表題であります。

地域活性化のためにということで、西郷では花火が２回上がりました。南郷・北

郷からすると、どうも何となく、どういうスタンスでそういうふうにやったのかど

うか分からないんですけども、町長に聞きますけど、美郷町の中心は西郷地区だと

いう認識があるのかどうか、お伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】
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そういう認識はありません。

ただ、地形的にいろいろなことをやるときには、そういうことになってくるのが

一番ベストかなという認識はあるんですけど、ここが西郷が中心だ、全ての中心だ

という認識は持ったことはありません。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

分かりました。それはぜひ、堅持していただきたいと思うところであります。

やはり３地区が旧３村が均等に発展するような施策を講じないと、かつての合併

のように結局、周辺部がさびれていってトータル的には町そのものも沈んでいくと

いうことになると思うんですね。

だから、そうなればもう町全体が活気を失いますので、そこの均等な発展を目指

すという点から、町長は今、こういう事業というか、こういう考えだということを

含めてありましたら、ちょっと答弁、願いたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

３地区の発展と併せて、やはり美郷町の発展という部分を考えます。やはりそれ

ぞれではという部分がありますので、やはり美郷町になって来年、１７年目を迎え

ると、やはり若い町でありますが、その中である程度の在り様はつくっていかなけ

ればならないと。やはり美郷町として発展してほしいなあというふうに思っており

ます。

そして、このイベントも実行委員会を立ち上げて、若い人たちが入ってきており

ます。その人たちがやはりこういう形で全てがコロナ禍の中にあって疲弊してきた

ということの中で商店街とかいろいろな形の中での活性化を取り戻そうという話の

中で組み立ててきたということで認識しておりますので、今の若者がどのように考

えているのかという部分も非常に大切ではなかろうかと。

今、思うことは、若い人たちの力が非常に伸びているという実感がします。です

ので、自分としてはやはりそういう若い力を借りながら、そしてしっかりとそうい

う人たちにバトンを渡す基盤といいますか、それを早くつくりたいというふうに思

っております。

ですので、それぞれのところがという話ではなくて、今から先は、ちょっと「今



33

から先」といいますか、このコロナがある程度、２類から５類になってインフルエ

ンザ的になるという話の中で、今までずっとイベント等をそれぞれの地区でやって

ました。これが復活すると。その最初に師走祭りが行われるという話であります。

ですので、私のみさフェスの部分は町民祭の代わりかなというような位置づけで

思っていたところです。その中に、そうじゃなくて若い人たちが集まって、こうい

う形で頑張ろうというふうな意思の表れかなあというふうに思っておりますので、

それぞれ今さっき言ったようにどこが一番とかそういう頭はありませんので、今後

もしっかりとやるときには応援していきたいと、そういうふうには思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

今の話を聞いとって、若い人たちが西郷で２回やったというのは、ちょっと危う

い感じを、私としては持つんですね。そのときに、コロナで沈んだのは南郷も北郷

もいろいろなイベントができないという形では同じ状況にあるということですね。

そこはやはり何といいますか、どこかで整理してもらわんと、若い人たちが考えて

ここでやったんだという発想は非常に私としては南郷地区の住民としては抵抗があ

るところであります。

そういう意味で言うと、将来的にはぜひ南郷・北郷地区でも花火とは言いません

けども、地域活性化の事業を取り組むべきだと、そこは均等にやはりやる必要があ

ると思うんですけども、町長、そこ辺はどういうふうに取り組まれますか、お願い

します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

その実行委員会の中で、北郷・南郷でもすべきではなかろうかという意見やらも

出てきたという話を聞いてますので、そういう趣旨ではなかったという話の中で、

だから「均等に」と言いますけど、結局、美郷町の発展とそれぞれの地域の発展が

結びつくような形でやっていくほうがいいと。

それで、非常に思うことなんですけど、今の「ちくせん」がそういう形で地域を

挙げてやっていく中で盛り上がって、そこそこでやっていくためには、やはりこち

らも応援したいというふうに思っております。
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ですので、２４地区の１つのレースみたいなものかなあと思っております。どこ

がいいとか、どこが悪いとかいうことじゃなくて、本当に美郷町の将来を考えたと

きにどうするかということが一番大切で、その中で移住定住、そして人口増加とい

う部分を考えていきたいと。そして、ある程度、自然動態も考えなければなりませ

んけど、社会動態の中の転出ですよね、転入・転出がありますけど、よほどの社会

が変革しない限り転入というのはそんなに望めない。転出のほうが多い。それも若

い女の世代が出ていってると。この人たちを、今さっき言うように職場もなんです

けど、いかに食い止めるかで人口が変わってくる可能性はかなりあると思っており

ますので、やはりそこ辺まで目を向けてやっていきたいと。

言いますように、若い世代が非常に物を言ってくるということが一番いいかなと。

やはり将来を割と考えて動いているということで、非常に頼もしく、この頃は思う

ところでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番、小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

最初の質問の神話の里ですけども、そういう若い女性が出ていかない職場づくり

という点でもきちっと残す必要があると。これはなくなるということはないという

ふうに答弁から受けたんですけども、ぜひそういうふうにしていただきたいと思い

ます。

私は、「ちくせん」をやってるんですけども、何と言いますか、恐らく３地区の張

り合いになるかなというふうに思っております。それはそれでいいなと思ってるん

ですね。だからそこは、あとは町のほうでいろいろな加勢をしていくことになると

思うんですけども、力量の差みたいものも出てくるかもしれませんので、町として

もそこ辺のところを含めて、やはり地域活性化事業そういった類のものが偏らない

ようにという配慮だけは、今後ともぜひ頭に置いていただきたいと思います。

以上で、終わります。

【議長 山本 文男】

これで、８番 小路 文喜議員の一般質問を終わります。

ここで休憩に入ります。

再開を午後１時からとします。

（休憩：午前１１時５０分）

（再開：午後１２時５６分）
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【議長 山本 文男】

それでは休憩前に引き続き、一般質問を行います。

通告順に質問を許します。

６番、川村 義幸議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【６番 川村 義幸】

議長。

【議長 山本 文男】

６番、川村 義幸議員。

【６番 川村 義幸】

それでは、通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。

９月の台風１４号で本町にも大変な被害をもたらしました。西郷の上区、下区の

町道等決壊、また南郷鬼神野の土砂災害、そして各所での水田への砂の堆積、特に

西郷和田地区の浸水被害は悲惨なものでした。心からお見舞いを申し上げたいと思

います。

しかしながら、町長が今朝ほど言われましたように命に関わるような人的な被害

がなかったことがせめてもの救いでした。町としては、今後、一刻も早く災害に対

し、町の復興・復旧に取り組んでいただきますようお願いをいたします。

さて、この災害に町そして社会福祉協議会がどのような支援活動をしたのか。

聞くところによりますと、役場と社会福祉協議会との意思疎通が取れていなかっ

たように伺っております。

そこで、今回の災害で私なりに気づいたことは、町長が社会福祉協議会の会長兼

務では、町職員・病院・会計年度任用職員・臨時職員と合わせての２６０人、また、

社会福祉協議会の職員１４０人の職員を町長１人で指揮できるものだろうかという

疑問があることです。

そこで伺います。

社会福祉協議会会長と事務局長は町長の会長兼務と町民生活課長の事務局長の兼

務を辞めて、専従の会長また事務局長を選任してはと思いますが、町長の考えをお

伺いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ありがとうございます。以前から考えていたというか、そしてまた、議員の皆様

にも言ってましたように、町長と社協の会長それと第三セクターの社長と、この３

つの顔を持っているということで、私はそれだけの能力がないということで、能力
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いかんにせよ、やはりこれ切り離すほうが一番よかろうという部分で考えておりま

した。

幸いに今度、第三セクターの南郷温泉が民間、そして今度はレイクランドがそう

なれば、社長職がなくなると。残るのは、この社協の会長職ということになります

ので、３年前から職員を派遣して、この社会福祉協議会の組織をしっかりと立て直

してくれということで、職員を１人派遣しております。大体、目途がついたという

ことでありますが、議員おっしゃるように、やはりできないと。今度、本当に思っ

たわけであります。

ボランティアセンターを立ち上げるのも会長、結局、社協の役目。今度はこっち

の対策本部を立ち上げるのも町長の役目と。これを一緒くたに１つの頭の中で切り

分けることはなかなか難しいと考えたところであります。

本当にそういう御質問をいただいて、そういう方向性が間違ってないのではなか

ろうかと思っておりますので、できれば、御理解いただいてそういう方向性でやっ

ていきたいというふうに思うところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【６番 川村 義幸】

議長。

【議長 山本 文男】

６番、川村 義幸議員。

【６番 川村 義幸】

本当、町長が申されるとおりだと思います。

ただ、力がないとかそういうのではなくて、やはり兼務というのは大変だろうと

思うんです。特に社会福祉協議会のほうにしましても、ただそれだけでなくいろい

ろな面、障害者のこともあるし、全てのいろいろなことがあるので目が届かない部

分があるんじゃないかなあと思っております。

特に、これから今の時期、災害が多くなってまいります。災害に対しての対策、

今、町長が言われたように町の職員も動かさなくてはいけない、町全体を見なくて

はいけない。かと言って社会福祉協議会にも目を届かせていかなくてはいけないと

いう立場でありますので、ここはやはり今、町長が言われたようにしっかりとそち

らをお任せできる人を選んでいただいて、社会福祉協議会は任せたいただいたほう

が、お互いに町としても社会福祉協議会としてもいいほうに進んでいくのではない

かと思っております。

特に今回、気がつきましたのは、こんなことを言ったらちょっと誹謗中傷になる

かも分かりませんけども、社会福祉協議会の職員が社会福祉協議会の職員の家に片

づけに行ってたと。周りのところは、その社会福祉協議会が手をかけたわけじゃな

く全体的には社会福祉協議会としても目が届いてたのかも分かりませんけども、そ

ういう批判の声も届いております。そこら辺を踏まえると、やはり社会福祉協議会

の会長というものを別に立てて、しっかりとした団体といいますか、それをつくっ

ていただいて、その人の指揮命令下のもとで統一された仕事をしていただきたいな
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と思っております。

今回、そういうことで、今、町長が言われたように前向きに社会福祉協議会の会

長を切り離すような考えですが、なるべく早くこれをやっていただかないと、もう

来年またこういう災害が起こるかも分かりません。特に今回は水害だけでしたけど

も、これが大規模な地震とかになりましたら、もっとひどいことになるかと思うん

ですが、どうでしょうか、なるべく早くやりたいと思うのですが、そこら辺のお考

えをお聞かせください。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

急いでいろいろな形で社協の組織というか、結局、なったときに３つ旧態依然の

活動をしていたということでありましたので、それじゃあおかしかろうと。

議員がおっしゃいますように平時の場合とこういう災害時といろいろありますの

で、平時の場合でも、言いましたように１４０人の職員がいるということでありま

す。宮崎県下でもやはり指折りの社会福祉協議会の団体になったと。それを束ねて

いくことは非常に難しいという気がしておりますので、早いうちにというか、ある

程度、３年たって、組織もしっかりしてきましたし、それぞれの職員また会計年度

任用職員のしっかりとした自覚の中でやってきていますので、できれば早いうちに

ということで、会長の人選に入りたいなあというふうには思います。

なかなか人選も難しくなるかなあと思いますけど、皆さんがこういう人もいます

よという話があれば、それも加味しながら、会長職をその人に委ねると。

ですので、定款等々、いろいろな形の中で少し変えなければならない部分もある

と思いますけど、それはそれで１つの団体としての会長ということですので、そう

いう形のほうが町としては本当にスムーズに動くのではなかろうかというふうに思

うところであります。

役場がしなければならない部分をある程度、福祉行政の中で社協が担っておりま

すので、非常に重要な部分だと私は認識しておりますので、それなりの識見を持っ

た会長が就くことがよかろうと思いますので、そのように進めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【６番 川村 義幸】

議長。

【議長 山本 文男】

６番、川村 義幸議員。

【６番 川村 義幸】
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ありがとうございます。ぜひともそのような進め方をしていただけたらなあと思

っております。

また、今回は和田地区の人たち、大変な目に遭いながらも、自分たちの地区の人

たちで炊き出しまでやってお互いを助け合って、そういう状態で乗り切ったみたい

です。これ、社会福祉協議会がちゃんとしっかりしてて、社会福祉協議会として動

いてあげていたら、もっと地区の人たちの負担も少なかったんじゃないかなあとい

うふうに思われております。

ですから、一刻も早くこの会長職、本当に人選、難しいかと思います。また、財

政のほうも絡んでくるので難しい点、多々あるかと思うんですけども、これはぜひ

とも進めていただきたいと思います。

議員の皆さんは多分、反対する人はいないと思うんですよね。ですから、自信を

持って進めていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

短時間で申し訳ないんですけども、いい返事をもらいましたので、私はこれでこ

の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

これで、６番 川村 義幸議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

以上で、本日の日程は全部、終了しました。

次は、明日１２月８日、木曜日です。定刻午前１０時に本会議を開きます。時間

をお間違えのないようにお願いします。

本日は、これで散会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・お疲れさまでした・・・。

（散会：午後 １時０７分）
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会 議 録

令和４年１２月８日

午 前 １ ０ 時 開 議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

本日もよろしくお願いいたします。

本日は一般質問です。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。

広報用の写真撮影の申し出がありましたので、これを許可しました。

【議長 山本 文男】

日程第１、一般質問です。

今回、一般質問の通告のありました議員は７名であります。

４名の質問を終えていますので、本日は残り３名の質問を行います。

通告順に一般質問を行います。

なお、質問と答弁を合わせて１時間以内となっております。終了前にはブザーが

鳴りますので、よろしくお願いいたします。

通告順に質問を許します。

４番、兒玉 鋼士議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

通告に基づきまして一般質問を行いますが、まずは９月１８日の台風１４号によ

り被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、寒くなりました

ので、被災された方には体に気をつけていただきまして、どうかこの難局を乗り越

えて頑張っていただきますようにお願いをいたします。心から願います。

また、私ごとでございますが、今年は１年を経過するのが早く感じています。年

初めの選挙において、この場に立つ機会を与えていただいた皆さんの意見を、皆さ

んの代わりにただいまから質問を開始いたします。

最初に、台風１４号による災害箇所の対策についてでございます。
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台風１４号の影響で町内全域に復興・復旧に終わりの見えないような被害を受け

ましたが、今後の対応・取組について、町長の考えをお聞かせください。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、議員の質問でありますが、昨日の一般質問の答弁と重なるところがあ

りますが、よろしくお願いいたします。

１４号による被害箇所は、道路・河川、林道、農地・農業施設災害を集計すると

３１５か所に上り、３１５か所分の査定設計書を準備し災害査定を受験することと

なります。

災害査定とは、国の各省庁（国道交通省、林野庁、農林水産省）の査定官と財務

省の職員が現地で被害の程度を確認し、美郷町が申請した復旧工事の工法や費用が

適正なものであるかを現地及び机上で査定を行い、被災箇所ごとに災害査定金額や

復旧工法が決定されるものです。

災害査定は、町道・河川が１１月上旬から令和５年２月上旬にかけて、林道は１

２月上旬から令和５年１月中旬にかけて、農業関係は１１月上旬から１２月末まで

に、それぞれ３回から７回に分けて行われることとなっており、災害査定後に復旧

に向けた実施設計書の準備を行うこととなっております。そのような段階を経て、

しっかりと復旧に対応してまいりたいと思っております。

以上でございます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

災害箇所の各種支援、取組等においては、３１５か所と、昨日のお話のとおりな

かなか範囲が広くて大変なことだとは考えますが、災害を受けた皆さんのためにも

一刻も早く復旧・復興ができるように対策をよろしくお願いをいたします。

また、町内の道路・林道、河川については、町内の１２業者等に維持管理の委託

を締結しているとのことで、異常気象時の電線調査も業者が行い報告を受ける仕組

みがあり、町民の生活道路などが速やかに通行できるようにしていただき、町内の
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建設業者の皆さんがなくてはならないと改めて感じたところでございますが、町長

の見解をお伺いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

通常の工事関係もなんですが、こういう災害復旧になりますと、どうしても建設

事業者の力を借りなければ復旧ができないということであります。

ですので、本当になくてはならないと。それはもともとそういうことなんですが、

改めてこういう事態になると、痛感というか、なくてはならないということを痛感

したところでございます。

ある業者とちょっと話してたら、いろいろな形で「今度、箇所数が多いから大丈

夫か」という話をしたら、「頑張ります」という話でありました。

ただ、従業員ですけど、その方たちもある程度、高齢化してきて、その人たちの

頑張りにかかってるということなんですが、無理をせずしっかりと発注したら復

旧・復興にかけて御努力いただきたいというふうな話はしているところです。です

ので、改めて、その必要性、その存在というのは絶対なくてはならないということ

で認識したところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長のお話のとおり、今回の災害等で建設業者の方は本当に昔よりも少なくなっ

て大変で、本当になくてはならない、また、働き手の方も少なくなって大変だと思

います。本当にこれからまた活躍をしてもらわなくてはならないことが多くなると

思いますので、建設業者の皆様方にも頑張っていただきますように、よろしくお願

いをいたします。

また、職員の皆さんをはじめ関係機関の皆様は休日返上で業務に従事して尽力し

ていただき、誠に御苦労さまでした。

通常、農地の被災は管理者により直接、報告を受けるということでありますが、
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今回は大規模な災害のため、区長による災害集約をお願いしたとのことですが、ま

た災害はいつ発生するか分かりませんので、今後の災害に向けて、区長に正式に情

報・報告を依頼しておく考えはないか、伺います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

災害の情報収集という部分については、やはり職員だけでは限界があるというこ

とであります。地域住民を束ねている区長さんとかそこの区長さんのところに情報

が集まったり、いろいろな関係団体に情報が集まりますので、それを役場のほうで

吸い上げて対処していくという形をとっております。

ですので、区長さんを抜きにして物事は考えられないという気がしますので、し

っかりとそこ辺の情報収集といいますか情報提供を町のほうにしていただくように、

今後もまたお願いしたいと。ずっとお願いしてきてるんですけど、そういう部分で

早急に災害が起こったときにそういう情報を収集するような形にしていきたいと思

っておりますので、今後も同じ形でやっていきたいと思っておりますので、その旨

を区長さんたちにはお願いしてきた、またお願いしていくということで考えており

ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長の答弁のとおりこれからその区長さんたちにお願いしても２次災害等に対す

る備えも必要かと存じますが、これからは災害の発生する確率も高くなると考えま

すので、区長や組合長さんに協力をお願いするほうが、北郷・南郷間が災害で通行

困難になったときでも迅速に状況収集ができると考えますので、よろしく御協議の

ほどお願いをいたします。

次に、災害箇所の復旧に向けての作業は順調に進行しているのかを伺います。

【議長 山本 文男】
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町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども申しましたように、３１５か所の査定を受けての発注という形になって

おります。

そのことで定められた期間に行われる災害査定受験に向けて、職員は毎日頑張っ

ているところであります。

加えて、宮崎県建設技術推進機構や宮崎県土地改良事業団体連合会には、重要構

造物で積算の難易度が高い箇所を依頼することとしております。また依頼しており

ます。

また、県市町村課へ復旧業務の職員派遣の要望を行いまして、現在、日向市役所

市街地整備課から令和５年３月末まで応援をいただくことになっております。さら

には、日向土木事務所や農林振興局からも派遣をいただいておりますので、職員の

方々のお力添えをいただきながら、まずは、その災害査定受験を終えたいというふ

うに思うところであります。

そういう形で多方面からの協力をお願いし、また協力をしていただきながらこれ

に対処してまいっておりますので、建設課をはじめとして皆さん、大変でしょうけ

ど職員一丸となって乗り越えようと思っておりますので、議員の皆様も御協力をお

願いしたいと、そのように思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

今、町長のお話があったとおり多方面でそれこそ協力をいただいているというこ

とで、災害に対する対策は万全な状態で頑張っておられるということがよく分かり

ました。今後も早く復興するように皆さんで力を合わせて頑張っていっていただく

ようによろしくお願いをいたします。

次に、今回の台風による被災箇所が多くて大変な作業と思われますが、農地等の

管理者が自ら復興・復旧作業をした場合に、町としての支援があるのか伺います。

また、農地等の災害復旧は、支援がある場合とない場合があると思いますが、そ

の基準を伺います。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

災害に関して詳しいことはちょっと建設課長のほうから答弁をさせていただきた

いと思いますけど、その要件が災害の適用除外という部分があって、軽微なという

か、もう金額である程度、はじかれるということで、そういう形になっております。

例えば、適用除外になってない災害箇所を自分で復旧したと。復旧するというこ

とになると、今度はその災害の対象になってこないというおそれがあります。です

ので、建設課としては、全ての被災者と会って、そしてここはこういうことで適用

除外ですよと、それと今後はここはこういう形で災害の対象ですよと。

ですので、金額ではじき出すというか、入ってる、災害になる、ならないという

ことですので、結構、金額が大きくなれば自分で復旧するようなことはできないの

ではなかろうかという考えもしますので、そこで建設課としてはそれぞれの被災者、

所有者ですよね、その人たちとちゃんとコミュニケーションを取って、これはこう

い対処をしますということで御了解をいただいているということを聞いております

ので、そういうことはなかろうかという思いでありますが、しっかりとそこ辺はし

とかんといかんかなあというふうに思っております。

その適用除外要件というか、そこはちょっと建設課長のほうに答弁をお願いした

いと思います。

【建設課長 林田貴美生】

議長。

【議長 山本 文男】

建設課長。

【建設課長 林田貴美生】

例えばなんですけど、農地の場合なんですけど、畦畔が崩壊したときには水溜が

できないということで、貯留の効用が損なわれるために復旧を行うということで考

えております。

これは災害の手引きに載ってるんですけど、「畦畔、あぜが残っておって農地の中

腹、のり面等の崩壊や亀裂、小規模なものについては適用除外」ということになっ

ております。

ただ、段々畑で下の農地に堆積した土砂等に関しましては、補助事業ではなくて

町単の事業で除去を行うことになるのかなと思っております。

あと、「地籍上、農地であること」それと「水路であること」というものも求めら

れます。
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安易に休耕田をしていて維持管理を行っていないもの、あぜ塗りを行ってなくて

被災をしたものとか、よく見受けられることがございますので、その辺も十分、考

慮しながら適用、適用外であるという判断をさせていただいております。

以上です。

【議長 山本 文男】

答弁・説明が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

今、お話があったとおりお話がありました軽いものはしょうがないかなあとは考

えるところでございますが、シイタケ栽培等においても作業道が通行できずに適期

にほだ木おろしとか伐採などもできないので、自分で重機を借りて通行できるよう

にした生産者もいますので、このような方々に対して燃料代でも出していただける

ような支援はできないかと考えているわけですが、よろしくお願いします。

復旧作業後には支援対策にはならないということですが、そこ辺のところをまた

先ほどから言うように支援していただけたら皆さんも助かるのではないかと考えて

いるところでございますので、よろしくお願いをいたします。

また、高齢者にとっては小規模の復旧作業ができない方もいる思います。この災

害によって離農者や生産を止める方がなるべく出ないように、考慮をしていただく

ことが必要ではないかと考えますが、町長の考えはいかがでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

災害のときに町道とか林道それぞれの建設業者、または森林組合と委託業務を締

結して、その崩土等を除けていただく、また維持管理をしていただくという形で契

約をしております。

ですので、災害において自分の例えば、作業道やらが崩壊してそこに行けないと

いう話になると、ある程度、その災害復旧というかそういう部分はどういうことか

なと思うと、やはり公共性の強いという部分がやはり優先されるのかなあと。個人

ではなくて多数の人たちが非常に迷惑を被るというか、そういう観点があるのでは

なかろうかという気がしております。
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ですので、個々人のそういうところまでみなければならないかということになる

と、非常に問題かなあということになりますので、よほどの崩れがあって、そうい

うことは災害復旧に係ってきますので、少しと言ったら御幣がありますけど、そこ

辺の細々としたところまで町が見なければならないかというのはちょっと無理があ

るのかなあという気がしておりますので、そこ辺は個々人の対応をお願いしたいと

いうふうには思うところであります。

それがいいとか悪いとかという話ではなくて、それをし始めると、もう際限なく

やらなければならないということにつながるのではなかろうかという気がしますの

で、そこは少し申し訳ありませんが、自助の部分で頑張っていただければというふ

うに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長、分かりました。いろいろ今回も災害が多くて復旧作業についても大変だと

思います。公共の面がまず優先だということで。それこそ、住民の人からそういう

話を聞いたものだから、そういうふうに支援できないだろうかという話でございま

したので、今回、質問したところでございますが、今後はまたそういうところにも

ちょっと目を向けていただくように、よろしくお願いします。

次に、周知の件ですが、この件につきましては昨日、中田議員より質問がありま

したし、町長も昨日の答弁において「周知を図りながら復旧していく」とのことで

ございましたので、省略することにいたします。

水田等においては令和５年度の春肥、水稲苗等の予約の取りまとめが１１月２５

日提出期限で注文書が来ていましたが、このように各作物ごとに来年度の予定があ

りますので、生産者や町民を不安を取り除く意味においても、広報や周知を徹底し

ていただきますようにお願いして、次の２番目の質問に移りますが、議長、よろし

いでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【４番 兒玉 鋼士】

町民が安心して住める町の体制づくりについて、伺います。

西郷は本所、北郷と南郷は総合支所であったが、北郷と南郷を地域課にした経緯

について伺います。

【議長 山本 文男】
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町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

なぜ組織再編をしたかという話でありますけど、ずっと総合支所方式という形で

出来上がったという中で、ずっと役場の様子を見てたんですが、ちょうど合併協議

会の考え方ということで再三、言ってますけど、平成１７年１月８日、第１４回総

会で組織機構についてと定員定数の考え方が示されております。

組織については、合併から４年ということで第１期という形でしておりますが、

「美郷町発足時点での大幅な組織機構の改編は行わず、現行組織を基本とした適切

な組織機構とし、必要に応じて実態に即した見直しを行うものとする」ということ

で書いてあります。

第２期なんですけど、５年から１０年ということで、「美郷町発足後、行政改革大

綱の策定実行及び財政改革の実行により、制度や事務事業の統廃合、見直しに伴い、

機構組織についても必要に応じて見直しを行うものとする。また、目標とする効率

的な適正規模の組織機構については、実態に即して検討することとし、具体的な組

織編制の整備に当たっては美郷町に委ねるものとする」ということであります。

ちょうど行政改革大綱、これは平成２９年１月には「組織の簡素化、効率化、定

員管理、職員の能力向上と質の向上、質の高いサービスの提供等、これをしっかり

していく必要がある」ということであります。

いろいろ問題はある中で、やはりどうしても職員数も減るという形の中で、３つ

の総合支所方式という形を取ること自体が今の現状に合わなくなってきたというこ

とであります。その中で、行政改革大綱ですけど、「行政需要の変化に的確に対応す

るため、行政需要に応じて課の編成について新設・統合及び廃止を進める」という

ことであります。

平成２７年の最終まとめによると、「小さな本所、大きな支所の維持が困難な時期

に来ていることは確かであり、転換期を迎えている。支所の組織改編及び課の再編

時期については組織改革経費等の観点から、平成２９年度４月の新庁舎完成時期に

合わせることで一致」とあります。

結局、この庁舎ができたときにその組織の改編というか、そういうことは考えて

もいいのではなかろうか。そこで行政改革という部分も踏まえてそういう形で出し

てるということであります。各支所、南郷、西郷、北郷いろいろな形の中で南郷と

北郷の庁舎にどのようなニーズで町民の方が訪れるのかということを統計を取って

みますと、結局、証明事項事務が多いということであります。

ですので、そういうことを鑑みまして、そういういろいろな形のサービスが低下

しないようにということで本庁方式という形にしたと。合併で進めるときに、総合

支所方式、本庁方式、分庁方式、この３つがあろうかと思うんですけど、美郷町は

最初は総合支所方式を取ったということだと思います。その３つが同じような形で

総合支所方式は置いているということで、それが２０年、３０年も同じような形で

置けるのかという話で、ずっと考えていったとき、そしてまた現状を見たとき、そ
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の合併協議会の中のこの文言を見ると、ある程度、合併協議会の委員の方々は先も

見通していたのかなあという思いであります。ですので、総合的にやはり職員の能

力とかそういうものを高めていくためには、そういうことが必要であろうというふ

うに思っておりました。

ちょうど副町長時代なんですけど、よく電話が来て、これは一方的な見方かもし

れませんけど、「遊んでいる職員が多い」という話でありました。何をしとるか分か

らんという話だと思うんですけど、町民からは。本人たちは一生懸命、仕事をして

いるということだと思うんですけど、そういうことの中で、やはりいろいろな団体

において「２６２の原則」といいますか、結局、働きアリの原則といいますけど、

よく働くアリが２割、普通が６割、そして働かないアリが２割と。どんげな団体で

もそういう形で出てくるという気がします。

よく話すんですけど、今の首相が開成高校出身ということでありますけど、その

高校でも２６２はやはり出てきているのではなかろうかと。

ただ、その下の２はほかの高校に行けば上位の２になります。ですので、結局、

そういう職員を集めて切磋琢磨することがスキルアップにつながり、ひいては町民

のための職員になっていくと、そういう考え方もありますので、そういうことを全

て総合したときにこういう形に、本庁方式にしたということでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

ただいま町長のほうから詳しく経緯のほうは説明がございましたが。

それこそ平成１１年度において３村合併協議会にて１本所と２つの支所でした。

その時点では、本所、支所共、平等に機能を果たしており、町民の不平不満はなか

ったが、平成３１年度に現在の体制になったわけですが、その際の説明会で「不具

合のところがあれば、見直しもする」というような説明があったような気もします

ので、加味して次に移ります。

ただいま町長の説明があったとおり、その時点で見直しをされたということです

が、それから後に不具合があれば、また見直しもしてもらうほうが本当じゃないか

なあと考えております。

現在の１本所、２地域支所の体制をどのように捉えられているのか、町長の考え

をお聞かせください。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】
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議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

再編をして４年目を迎えております。その中で、最初のうちはやはり景色が変わ

るといいますかそういう形の中で御批判もいただいたんですけど、ずっとやってく

る中で、悪いところを手当をしながらというか、例えば、火事のときはどんげすっ

とかとかいろいろな問題も出てきました。そういう話の中で一つ一つ丁寧に対応し

ながら、またそういうことでやってきた中で、やはり総合支所方式よりもこの本庁

方式のほうがよかったと、私はそういうふうに認識をしております。

職員数も減ってくるということで、合併当時よりか病院職員を除いて７７名か７

８名くらい減ってるということです。今後も減っていくという形において、それを

三等分して同じような機能にするかという話になると、非常に難しい。

ちょど副町長時代に、本所が西郷ですので、西郷の中におる職員は県庁・国、そ

ういう部分と相対しなければなりませんけど、非常に忙しいと。その横といいます

かそういう部分は直接はありませんので、やはりそうすると職員のスキルが上がら

ないという部分も非常に見てましたので、そういうことを考えると、結局、職員数

が減だということになってくるという中で、この本庁方式でよかったのではなかろ

うかというふうに私は思っておるところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長のお話も分かるわけでございますが、住民サイドからすれば、現在の美郷町

全体の人口数は４，８６３人で、西郷は１，８３５人、北郷は１，４３２人、南郷

は１，５９６人ですが、一方、職員においては本所に１１３名、北郷は６名、南郷

は５名でありますが、職員の方々は一生懸命、頑張っていただいているわけですが、

これでは平等に台風災害等の対処や町民サービスはできないと考えますが、町長、

いかがでしょうか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

台風災害といいますか、結局、そういうときにこういう形で台風が来ますよとい

う形にしているときに、６班編成を職員に分けまして、１、２班が西郷、３、４班

が南郷、５、６班が北郷ということで、事前に分けております。そして、今度は台

風が過ぎ去った後は、今度は課で動きますので、総務課の仕事がありますので、そ

ういう形になってますので、私は、何ら問題なかろうというふうに思っております。

そしてまた、それぞれの消防団がつきますので、その分で例えば、本所１本で全

部やってるかという話ではないというふうに、私は認識しておりますので、しっか

りとしたそこ辺は対処ができてるというふうに、私は認識をしているところでござ

います。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

最近においては、誰もが思いつかないような災害や事件、救急案件が起きていま

すので、どのようなことにでも対応できるような体制があってこそ、地域の住民が

安心して日々の生活を送ることができると思いますが、町長、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

そのために日々、こういう形でいいのかという話の中で、やはり救急とかそうい

う災害に対応という部分で、今回、大きな災害を受けたわけなんですが、それに対

してよかったか、悪かったかを本当に精査しながら積み重ねていくということが大

切かなあと。そして、町民の生命財産を守るということが大切だと。

今回の台風に関して思ったことは、本当に町民の命を守れるかという根本的なと

ころで、その人たち、結局、自分の命は自分で守ってということが根本的にそうい

う自覚をしてほしいということなんですが、やはり避難の仕方とかいうのはやはり

検討すべきことじゃないかと。今までの方法でいいのかなあということで、すごく
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疑問を感じました。

ですので、本当にこれから先、これよりか大きい災害が必ず起こるという想定の

元に、やはり備えるべきだというふうに思っておりますので、その組織機構という

部分とそれに対応する部分は別感覚で、別問題というか、考えていく必要があろう

というふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長のおっしゃるとおり自助・公助・共助という形で将来的にもやっていくのが

本当だと思います。

ですが、今の体制では火災や災害はもとより役場の職員と町民との関係、コミュ

ニケーション、絆等が希薄になってくるのではないかと考えますが、町長、どうで

しょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

町民とのコミュニケーションということでありますが、今、コロナ禍の中でやま

っておりますけれども、職員を配置してそれぞれの地区に職員を配置しております。

いろいろな中でのコミュニケーションを取っていく。そしてそれをローテーション

させながら、町民との、早く言えば触れ合いなんですけど、そういうことをやって

いこうということでやってるんですが、それがコロナ禍の中で止まっているという

ことでもあります。

また、これがコロナがそういうことで解除されるというか、そういうことではな

くなれば、また復活してやっていきたいというふうに思っておるところであります。

それに、そういう形の中においても、やはりそれぞれの地区に公務員というか、

役場職員はいますので、やはりその人たちが地域をちゃんと把握していただくこと

が一番大切かなあというふうに思っております。

ですので、町民とのスキンシップといいますか、そういう部分は町外の職員もい

らっしゃいますので、町民の方が知らないというか、そういうことがないように努

めて、町民と会話、触れ合いの場というか、そういう部分で交流ができればいいな

という部分で考えておる制度ですので、またやっていきたいと、そういうふうに思
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うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

よろしくお願いいたします。各北郷・南郷が総合支所の頃のことですが、ベテラ

ンの方がいるから大丈夫と考えますが、今後も電話で受けたときに名前と顔が分か

り、どの地区に住んでいる人か理解できる職員に、若い人たちがなっていただくこ

とをお願いをして、次に移ります。

今後、現在の北郷・南郷支所をどのようにされるのか、町長の考えをお聞かせく

ださい。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

先ほども申しましたように、今の本庁方式で行きたいと。

ただ、「ただ」と言いますか、私はそれが絶対いいと思っております。今の方式が

やはり美郷町を経営というか、それをしていくためには総合方式しかないかなあと

いうふうに思っております。

しかし、町長が代わった場合、その町長がどのように考えるかは、また別の問題

でありまして、私は、今の本庁方式が美郷町の発展のために寄与する方式・制度だ

と私は思っております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。
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【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

町長のぶれない姿勢は、本当にすばらしいことだと私は思っております。町長が

代わることもないと思いますが、南郷と北郷地域の住民が安心して住めるようにす

るためには、人員の確保が必要だと考えますので、令和５年度からの地方公務員の

定年引上げの対象者の方を現在の支所職員に増員する形で配属する考えはないか、

伺います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

いろいろな形で会計年度任用職員そしてまた６５歳の定年延長という部分で、職

員の採用の方法とか個人の望みでもあるんでしょうが、いろいろな形の採用方法が

出てきたと。

ただ、やはり基本的には若い職員、若い子を入れていかないと、１０年後、２０

年後に本当にいびつな形になってると。昔で言えば、５０代、４０代が非常に多か

ったと。合併したときに何でこんだけおるとやという、何か問題があったつかねと

いうくらい多かったと。そういうときには、職員は楽なんですけど、今は２０代、

３０代を見てますと少ないということになります。

ですので、やはりそういう人たちもそういう考え方も採用して、そちらのほうに

という部分もあるとは思いますが、やはり適正化という部分があり、そしてまた、

次につなげるために若い職員を採用していくということで考えております。

ですが、議員おっしゃるように、そういうことでやはり経験豊富な職員を出して

くれんかということの要望であれば、また考慮したいと、そのように思うところで

ございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

支所のどのような課の方においても同じだとは考えますが、例えば、建設課、農

林振興課の方の長年、経験を積まれた職員がいていただいたら、地域の住民もこの
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たびのような台風災害のときも安心して相談ができ、わざわざ本所に出向いたり問

い合わせたりすることの減少につながると思いますが、町長、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

おっしゃるようにどういう職員を支所、支所に置いたらいいかという部分は、言

われるように建設課の経験がある職員を置いていただくと安全安心につながるとい

うことであれば、そこ辺も考慮しておきたいと。

ただ、どういう任用制度、手を上げるというか、私はそういう形でまた勤めます

とか、それはやってみないと分からない部分がありますので、全てそういう職員が

集まれば、そういう形になってもいいかなあというふうに思いますが、そこ辺がバ

ランスとそういう職員が出てきたときに、経験者というか、そういうものもやはり

本庁にも置きたいし、またそういうことであればという話の中で人事異動の中で考

えたいと思っておりますので、御理解をお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番、兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

ありがとうございます。やはりベテランやプロフェッショナルな方になると、そ

ういう方になると、住民の話を伺えば、その内容の最後の段階までが理解できると

思います。支所の増員も住民のために重ねてお願いをいたします。なかなか難しい

でしょうが、町長は話せば分かる親だと思いますので、子供が駄々をこねますが、

ぜひ、地域住民の意向を重きに考えていただくことをお願いしまして、私の質問を

以上で、終わります。

ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

これで、４番、兒玉 鋼士議員の質問を終わります。

ここで、休憩とします。

再開を午前１０時５５分からにします。

（休憩：午前１０時４６分）
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（再開：午前１０時５３分）

【議長 山本 文男】

休憩前に引き続き、一般質問を行います。

通告順に質問を許します。

次に、７番、那須 富重議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

それでは順番が参りましたので、質問をさせていただきます。

連日、災害に対する質問が相次いでおりますけれども、私も現地を見まして本当

に被災された方々の一日も早い心の復旧・復興、これを願うところであります。本

日も、一般質問に本町の災害対応についてということで質問させていただきますが、

よろしくお願いしたいと思います。

この被災された方々のことを考えまして、その復旧と今後の防災対策については、

私も少しでも貢献できるようにということを考えまして質問させていただきます。

９月の台風１４号では、美郷町で１５日から１９日までの降水量が９８５ミリと、

平成１７年１４号台風の三日間で１，２００ミリの降水量には及ばなかったものの、

前回に引き続き、再度の被害を被ったところでありました。

そして今回、また新たなところに大変な大きな被害をもたらしました。その被災

の傷跡が痛々しい中、現在、担当の職員の皆さんは来年２月までといわれます査定

を含め、残業をしながら復旧・復興の対応に追われているわけですけれども、ここ

で言いますなら、先日のワールドカップの日本代表に例えるなら、まさに「ブラボ

ー」であるというふうに感じて、感謝をしているところでございます。ぜひ、頑張

っていただきたいと思います。

この１４号台風被害で最も恐れるべきことがありました。それは昨日の１４号台

風の災害の質問の中にありましたけれども、９月１８日の夕方から西郷上区での松

の越集会所に５人の地区の人たちが避難しておりまして、この避難所の左右の小さ

な沢が土石流により大きく崩壊しまして、位置がずれていれば５人の方の命に関わ

る大変な危機的状況にありました。

現地に赴いて視察をしたわけですけれども、本当に度肝を抜かれるような大変な

ショックを受けましたが、この避難の在り方について、町長の考えを伺いたいと思

います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今回の西郷山三ヶの上区地区におきまして、台風１４号の接近により松の越集会

所が谷からの土石流と敷地崩壊の被害を受けました。幸いにも、自主避難していた

松の越地区の住民にけが等はございませんでしたが、議員おっしゃるように、その

状況を見ると、何か背筋が凍るというか、一歩間違えば本当に「人災だ」というこ

とで言われても仕方がないというふうに思っておるところでございます。

ですので、避難の仕方はいろいろな町に、親戚のところに行くとかいろいろな形

であるんですが、この松の越集会所につきましては、町が指定した集会所ではない

のですが、上区改善センターが避難所なんですけど、やはりそこに集会所があって

大丈夫だろうという認識の中で避難してきたということは間違えではないというふ

うには思うんですが、町がそこを「ここは違いますよ」とかしっかりと言ってなか

ったというか、そういう部分も問題かなあというふうに思うところでございます。

ですので、今後の避難の在り方なんですが、やはり区長さんを通して「ここは違

いますよ」と、「危ないから、ここには避難しないでください」と、そういうことを

しっかりとやはり周知していく必要があると。これは上区だけの話ではなくて、や

はりそういう部分があるのではなかろうかと。

今まで公民館という部分はある程度、平場しっかりとした形で作ってるので避難

所としていいんですけど、この集会所はその地域の方々が寄り合いやらするときに

ちょっと場所が欲しいという形の中で要望があって作ってきたという経緯がありま

すので、それがしっかりした構造の中でできてるか、また場所が軟弱じゃなく万全

かという部分の精査という部分でしっかりと把握する必要があるというふうに思っ

ております。

昨日も言いましたように、地域防災計画を立て直す必要があるという話の中で、

やはりそういう避難所は区長さんとかそこの消防とかいろいろな形の方に聞きなが

ら、大丈夫なのかという部分でもう一回、点検する必要があるという気がしており

ます。

ですので、町がやはりそこを避難所とした以上は、やはり安全の確保ということ

が絶対、最優先されますので、そこで事故が起こったら、本当に申し訳ないと思い

ますので、そういう気持ちの中でそれぞれの施設を見直していきたいと。それも早

いうちにやったほうがいいという気がしておりますので、そういう方向で進めさせ

ていただきたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】
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今、町長からおっしゃっていただきましたが、実際に避難された方々に私も話を

伺うことができましたけれども、１８日の夕方に避難をしようとして、上区センタ

ーに避難をしようとしたそうです。

ところが、時はもう既に遅くて、前の谷を渡る橋が渡れないと。やむなく松の越

の集会所に避難をして、結果的に避難のタイミングを逃してしまったわけですね。

このことが本当に一番のポイントだと思います。そういうことを含めての避難のタ

イミング、これをやはり日頃から、今、町長が消防を含めてそういう地域での対策

を考えるということでおっしゃっていただきましたので、ぜひ進めていただきたい

と思います。

やはりこの件が本当にもしこの５人の方に何か大きなことがあれば、この日本全

国でのトップニュースとなりかねないニュースになっておりました。そのくらいの

危機的状況でありましたので、このところをしっかりと強調として、私は訴えてお

きたいと思いますので、その点、ぬかりのないような対策をお願いしたいと思いま

す。

それから、この土石流発生の地理的状況について、町長としてどのように把握さ

れているのか、考えをお伺いしたいと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

建設課と話をしながら、なぜそういうことになったのかという部分で、松の越で

いえば、上に南郷に続いている大規模林道の崩土が崩壊があって土石流になってき

てる部分と、それと敷地自体が軟弱だったと。雨がというか水が多かったというこ

とで、結局、そういうことが重なり合って起きてると。

災害対策という部分は治山事業で直していくという話なんですが、やはりそうい

う場所というか、そういうところはいっぱいありそうな気がするんですね。ほんな

らそこは今度は、今回は大丈夫じゃったから、次も大丈夫じゃろうかという話には

ならないというふうに思っております。

ですので、防災計画を見直すときに、やはりそういう道をかぶったり後に山を抱

えたり、そういうところはもうはじいていくというか、そこはもう避難所にしない

ほうがいいのではなかろうかと。

ただ、１４号で一番思ったときに、以前も言いましたように、やはり台風はどん

どんどんどん一刻、一刻と情報が入ってきますので、気象庁等から。そうしたとき

に避難するまでに時間があると。

議員、おっしゃいましたようにその避難する時期を逸したということがこういう

形につながる可能性もあるということでありますので、今度はそういう山間部にお

る人たちの避難方法というものを変えないかんちゃないかというふうに思っており

ます。抜本的に町がマイクロバスを出してでも連れてくるというか、安全な場所に。
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そこに一日、二日おってもらって、台風が過ぎ去って、また帰っていただくという

ような形を取ったほうが、非常にこちらとしても安全というか安心するという、そ

こにおるよりかは安心するということですので、やはりそういうことまでやってい

く必要が今後、出てきはせんかというふうに思っております。

ですので、その地域、地域での避難所でここは大丈夫よねという、結局、何か専

門家辺から見てもらって、「ここはいい」「ここは駄目じゃ」という部分までする必

要が出てくるんじゃなかろうかという気がしております。

ですので、幾らその集会所が頑丈であっても、その地形とか地盤とかそういう部

分がもろければ、大雨になったときに崩れやすいという話になれば、やはりその避

難方法としては町がそういう、例えばの話なんですけど、マイクロバス等を出して

避難をしていただくというような方法を、今後、取る必要があるのではないかなと

いうふうに、ちょうど台風１４号のときに思ったところです。

ですので、やはりそういう形まで取らないと、町民の生命を守れんような時代に

なったっちゃないかなあという気がしております。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今回のこの土石流、本当に大変な状況になっておりますけれども、この地域自体

がやはり農林振興局なんかの資料によりますと、宮崎県の中で特殊土壌地帯の指定

地域となっているということですね。赤ホヤと呼ばれる表層滑りを起こしやすく、

切り土面で崩壊など土砂災害が起こりやすい土壌で、今後も今回のような風水害に

見舞われれば、人命を含む大きな災害をもたらしかねないということで、非常に災

害に備えることについては、ほかの地域以上に考えなくてはいけないというような

大変な地域ということが、これを見たら分かります。

先ほどの件で、町民の命を守れるかと、それから、これより大きい災害が必ず起

こるということで、今もおっしゃっていただきましたが、バスでの避難も考えなく

ちゃいけないんじゃないかということもありますけれども。

ここで、この地域には上区、中区合わせて５０戸の世帯があるそうです。住んで

おられる方に実際に避難を考えたときに、やはりこの地が動いているんじゃないか

という自覚があるのかということを聞いてみました。

そしたら、それはもう自覚していると。少しずつこの地域は下がってるんですよ

ということを自覚しております。そういう点で、至るところで土砂災害が発生して、

ここに住み続けること自体が本当にもう大変な危険を伴うというふうに、私も判断

するんですね。これは素人目に見ても、明らかにそこの土壌が地盤沈下ではありま

せんが、動いているということであれば、赤ホヤと呼ばれる地層の中に住んでおら

れるわけですから。そういうことを今後のために、安全を確保しなきゃいけないと
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思うんですが、町長のこれからの考え、何か今、ありましたら、ちょっと急かもし

れませんけども、ありましたらお願いしたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確かに地盤が安定しないということで、どこそこが、前もなんですけど、恵後の

崎のほうに落ちたという話、恵後の崎というか、その上の古園のダムのほうですね。

そういう形の中で地盤がしっかりしてないと、今後どうするねということで、上区

のある人と、夫婦２人なんですけど、旦那さんのほうは動きたくないと。奥さんの

ほうは動きたいという話です。それはよく分かります。

旦那さんは、生まれたところで愛着があると。奥さんのほうは、旦那さんが好き

になってそこに来ただけであってという話で、やはりそういう夫婦でも考え方が違

うということで話しておりました、ほんならどんげするやという話です。

だから、早く言えば、移るにも移る場所がないという話になってきたときに、や

はりこちらのほうの住宅用地、造成するなりして、その住宅用地あるいは住宅建設、

そういう形をしていただくと移りやすいということかなあと。自分が用地を見つけ

るということになると、非常に労力がかかって、個々人対個々人になると、非常に

スムーズに進まないという部分もあるでしょうから、町がそういう部分の、ここだ

けじゃなくて南郷・北郷もそういう場所を見つけて、宅地造成をすると。そしてそ

れを売りに出すという形。その中で住宅も造っていくという考え方を、今からして

いくと。

スマートシティではないんですけど、結局、寒川のように集団移転までは行きま

せんけど、下りてきていただいて、そしてそこから仕事に通っていただくという形

のほうが、やはり町としては安全というか、こんげ降って大丈夫だろうかと、その

とき、そのとき、そしてそこには消防団は少ないということで、また輪をかけてい

ろいろなことになってきますので、そういう方向で今後、お金は要るかもしれませ

んけど、人の命には代えられませんので、そういう宅地造成辺をまずやっていきた

いなという頭はあります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】
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確かに私は、これは誰が見てもその考え方は正しいというふうに判断をします。

ただやはり長年、その地に住み続けてきて子供のときから育ってくれば、どうし

ても愛着がありますので、なかなかそこら辺りに葛藤が出てきていろいろとスムー

ズに行かないということも目に見えるような気がしますけれども、基本的にそうい

うお考えを持っておられるということで、私もちょっと安心をしました。

ぜひ、機会があるごとにそういう話を進めていただきたいと思います。これは本

当に地域のことを考えたり人のことを考えている人であれば、やはりそちらのほう

に傾いてきてくれると思いますので、ぜひ、その辺は私も支持したいと思いますの

で、よろしくお願いをしておきたいと思います。

それから、今回、各地区の土石流災害、耳川、小丸川流域の浸水被害はこのまま

では今後の同様の被害が懸念されるが、その対策について伺うことを上げておった

んですけど、これは昨日の質問の中にもかなり盛り込まれておりましたし、今日も

出ておりましたので、ある程度、省略をしたいと思いますが、後ほど、これについ

てのまた質問を少しはしたいと思いますが。

ただ、今、出ているのは、先日、私も言われたばかりなんですけども、町内の土

木業者からのお願いなんですよね。これはもう以前からずっと河川の土砂がたまっ

ていて河床が上がってきてるので、これの捨土をするところがなかなかないという

問題点がありましたけれども、土木業者の話によりますと、差し当たっての復旧作

業に当たって、土砂を捨てる場所がなくて困っていると。これを何とかしてもらえ

ないだろうかという相談がありましたけども、町長はどのようにお考えでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

やはりいろいろな工事をするときに、土捨て場といいますか、それが確保がない

と、県のほうもしないというわけじゃないですけど、結局、用意してくださいねと

いうことで、町に用意してください、業者に用意してくださいという話になってき

ます。

業者が自分で用意しておったところが、結局、その工事が今度は違う業者が取っ

ても、そっちに持ってくると。そして自分が用意しておったところが満杯になって

いくという話で、何しよるか分からんという話になるんですが。

土捨て場をそれぞれ今度は、建設課やらといろいろなところを見て、やはり今度

は山の上に置くとまた問題ですので、やはり平場というか。埋め立てた後に今度は

何かに使えるという部分も出てきますので、今回はこれから先、ある程度の量を見

込めるような場所を町で購入したらいかんかという気がします。町で買い上げると。

そこを土捨て場として全ての業者さんが使えると。３か所くらい要るという気がす

るんですけど。それも平場で、そこ辺が埋め立ててしっかりして、後々は住宅用地

でもいいしという話になってくるかなあと。

ですので、なかなかそういう場所があるかないかという部分がありますけど、結

局、それでまた土石流を起こすようなことがない場所にある程度、平場のところを

町が買い上げて確保するような方法じゃあいかんかなあということで思ってます。
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議員さん、それでいいですよということになれば、そういうことで進めたいと。

南郷のほうも、昔そういう箇所があったと。あったというか今もあるんですけど、

何か相続とか土地の所有者がどうか分からんという話になっていて、それから先に

進んどらんとですよという話を聞いたから、それはそれとして、そういう場所があ

ればどうにかこうにかして、土捨て場として確保できないかなというふうには思っ

てます。

ですので、町所有にしていくということがいいかなというふうに思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今、いい答弁をいただきましたけれども、現在、土木の業者が、差し当って日向

の業者も南郷・西郷・北郷に入ってきてる業者が口をそろえて言う。「土捨て場がな

くて困っている」と。今の直面している問題ですので、できたら速やかに、まず第

一歩を踏み出していただいて、その辺の問題解決に当たっていただければと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

それから、これはまた別件ですが、国は６０年以上前から特殊土壌対策として、

特殊土壌地帯の災害防除及び振興臨時措置法を制定し、５年ごとに期限を延長し、

過去には５年で２兆４，０００億円前後の事業費がありましたが、現在は５年で９，

０００億円と減少してきております。

これは直近で２０２１年、昨年までのデータが出ておりましたけれども、恐らく

これは継続でまた２０２２年から５年間ということで継続していると思うんですが、

この予算については、まだちょっと私も把握できておりませんが。

ただ、こういった事業があるということは、特に激甚災害の指定を受けておる当

地域ですので、できたらこの予算の確保についても、周辺自治体と一体となって、

なお一層、要望活動を行うべきというふうに考えておりますが、町長、いかがでし

ょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

確かにそうだと思っております。

普通、道路では整備促進期成同盟会という同盟会をつくりますけど、道に関して

は。今度はやはり視点を変えて、河川を守るというか、河川の堆積土砂をどんげす
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るとかというような、やはりそういう整備促進の同盟会をこの入郷地区だけでもつ

くっていったらどうかということで、ちょっと諸塚村と椎葉村長にも言ったことが

あります。

こっちが３人でやってもなかなか難しいだろうという話で、やはり議会さんたち

がそういう中に入って、議会のほうがそういう同盟会をつくって陳情活動に行った

ほうがより効果的ではなかろうかという話であります。

ですので、なんでそげん思ったかというと、今、和田古川のほうの災害被災者の

会というものができて、それが椎葉、諸塚もそういうことができたっちゃねという

村長が言うから、その中で、椎葉村長が、「何かうちもそういう動きがあったら、そ

ういう形でつくらないかんちゃろう」という話で、「そんげなったら一緒にしたほう

がいいっちゃないか」と言うたら、今度はどんどん大きく考えれば、もうほんなら

ひっくるめてそういう期成同盟会みたいなものを議員さんたちに立ち上げていただ

いて、それで今後、道路もなんですけど、そういう部分で視点を変えて、どうして

もやはり災害の被害を少なくするための要望活動という部分で、そっちのほうが効

果的ではなかろうかと思ったから、そういうことを言った覚えがあります。

ですので、今の答えになるかどうか分かりませんけど、そういうものを話してい

ただいて、何かそういう形でできると、こちらも動きやすいということですので、

何かこういうものができないかなということで、逆にお願いしたいということでご

ざいます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

「ありがとうございます」と言いたいところです。本当にこの件は、やはり議会

と執行部が一体となってというところの最たるところだと思いますので。今まで特

に道路の整備について、３８８、３２７、４４６ということでやっておりますけれ

ども、これに引き続き、やはり今回、新たなところでまた次回の質問にでも折り込

もうと思ってるんですが、やはり今回、昨日もちょっと話に出ましたけれども、椎

葉のほうが特に諸塚のほうの道路崩壊によりまして、迂回路がなくて袋小路になっ

てたということで、今回、１日に新屋敷の中山のほうが通れるようになって復旧で

きたということで、先日、議員大会が日向で、東臼杵の議員大会がありまして、そ

のときに、椎葉の議員の方から再三、言われました。「この道路は非常にもう有用で

あって、今日はその道路を使って出てきたんだ」ということで、これはやはり迂回

路というか、迂回路を本線にしてもいいくらいというようなことですので、今、南

郷神門のほうから椎葉の那須橋までは３０分で行きます。馬見原まで１時間５分で

行きますので、そういうルートでありますので、ここのところはしっかりとまた、

これは次回でまたやりますけれども、今の町長の「議会のほうで進めていただきた

い」という土砂とかそういう予算の確保ですね、こういうことについては、私も文
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教産業常任委員長として、ぜひ、議会内ではもちろんですが、近隣の町村の議員の

方にもお願いをして進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

それでは、次の災害発生後のインフラの復旧対策ということで挙げておりますが、

この災害発生後に、これも昨日ちょっと質問の中で幾つか出ておりましたが、私は、

各地で復旧作業には、先ほども言いましたけれども、水源地での復旧作業には担当

の職員の皆さんの献身的な活動が目につきました。これにより早期の復旧にこぎつ

けることができたということで、今回の復旧作業で改めて、地域の方々から職員の

皆さんを称賛する声の高まりを聞くことができました。本当にこれは日頃、中には

「職員は何やっとっとか」と言う人も、「今回だけはもう見直した」というような話

も聞いておりますので、非常に私たち議員としても、やはり執行部を監視している

立場でありますので、非常にうれしく思ったところです。引き続き、頑張っていた

だきたいと思います。

それと同時に、停電時にポンプアップができないと。貯水槽に水をためることが

できないということで、導水管のほうが駄目だったということもありますけど、も

う一か所のほうもやはり停電によって断水があったということがありますけれども、

そういったときに、停電時に対応できるような発電機の設置について、御検討いた

だけないかと思いますが、町長、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

やはり電気がないと全てが動かないという部分があって、九州電力の復旧は別と

して、やはりそういうことを思いました。

ですので、発電機は必要だなあというふうに思っております。発電機を一遍にそ

ろえるということはなかなか難しいかもしれませんが、それをやっていきたい。

それと、前から話してたんですけど、給水車です。これも必要じゃなかろうかと

いうことで思っております。

ですので、やはり水道が止まってしまうということは結局、そこの水道自体が被

災しているわけですので、どこからか水が生きてるところから給水車に入れて運ぶ

と。今度はやはりそういう部分の、起こったときの対応、そういう物、備品。だか

ら給水車を買わせてほしいなあという気持ちと、やはり備品として発電機を置いと

かんとどうにもならんなという気がしてますので、そこ辺をまた検討して対処した

いと思いますので、御理解をいただければと思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。



29

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

まさに今回の災害によって出てきた答弁だと思います。これはあって当たり前に

聞こえるんですけども、なくて色々と不自由を感じるもんですから、特にこの発電

機なんていうものはやはり大きな広い世帯で支障を来しているわけですから、ぜひ

取り組んでいただきたいと思います。

恐らくこれについて、議会の皆さん、賛成をしていただけるんじゃないかという

判断をしますので、ぜひ早く予算をつけていただいて、議案として出していただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

それから、これはまた別件になります。九電の対応についての案件になります。

停電の復旧の件で、周辺住民の住宅は復旧しているのに、被災した家屋への電柱

から引込みができなくて、電気がつくのに１０日余りがたっていて、これは電柱か

らの引込みは一般の電気屋さんは対応ができませんので、周りの被災してない住宅

はそういうことで復旧できていたのに、被災した住宅は冷蔵庫も使えなくて、復旧

に向けての大工工事等にも電気が必要なんですけどもそういうこともできなくて、

復旧までの１０日余りを毎日、２０リットルの燃料を使って発電機を駆使して、復

旧は九電に対して連絡を取るんですけども、私も盛んに九電の電話の受付に電話す

るんですけども、やはり対応マニュアルがあって、その域を抜けないような返事ば

かりなんですね。町長も九電の方にも会って、なかなか苦慮されたという話を聞き

ました。

ただやはりこういう点は本当にこれだけではいけないと思うんですね。近所の方

も心配をしてはいるんですけれども、ただ、被災された方だけが電気が来てないも

ので、いろいろと本当に困ってしまってたんですよね。そういう点についても問題

点がありました。

そこで、現在はちょっといろいろと皆さん、復旧に一生懸命になっておりますの

でなかなかできないことも多いかと思いますが、ただこれ、平時に戻った時点で、

一度は九電に聞き取り調査を１回やらなくちゃいけないと思っておりますが、これ

は議会のほうでやるべきかなというふうに今、判断しておるところですが、町長、

いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議会のほうがそういう聞き取りをしたいという話で、九電さんに申し込んで、そ

れはそれでいいのかなと思っております。

こちらは九電さんが、結局、台風が過ぎた後に来られて、こちらのほうとしても

苦情を言ったということで、「何でここがこんげなったとね」と。そしたら、こっち

としては、そこ辺をいびれれば、そこがつくと。そういう頭しかありませんので。

だけど、今、古川の話をしてるんですけど、最終的になったという話であります。
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いろいろな事情があるんでしょうけど、その事情を言えば、それを何かすると。

それは分かってもらえると思うんですけど、「何でか」という部分の「何でか」が返

ってこない。情報として非常に出しづらいという部分があります。ですので、九電

さんに対してそういうことがあったということは、やはり今後も言っていこうと。

また話はちょっと違うんですけど、耳川の土砂管理の事務所が明後日頃、来ます

ので、明日ですかね。そこの中で、通砂という部分をやはりしっかりと見据えて、

それが検証するでしょうから、この台風に対しての検証、そして今後の予想という

部分をしっかり出していただいて、やはり町民に周知徹底する必要があると。

ですので、やはり九電さん、そのときには一遍にどこそこが被災して大変だとは

思うんですけど、それはそれとしてやはり言うベきことは言っていきたいと。最初

言いましたように、議会の皆さんがそういう要望と意見交換会をすることに関して

は、何ら問題ないと私は思ってます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

ぜひ、これがもし可能であれば、私のほうから議運のほうにもかけて何とか実現

できればいいなあというふうに思っております。

本当にこの九電さん自体が、これはトータル的に、次の問題に入るんですが、被

災後の被害調査の在り方という点で、ちょっとこれを今回の被害の調査、災害発生

箇所は河川、町道、林道、農業施設合わせて３１５か所ということで上がってきて

おりますけど、この情報収集は各担当がやってこられたと思うんですが、それでよ

かったんでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

担当もなんですけど、結局、最初は分からない部分がいっぱいあるということで、

情報収集の中で、建設業者、森林組合それと素材生産業者まで含めていろいろな形

で情報が入ってきてると。そこの道の先から崩れた先はちょっと分からん部分もあ

ったんですけど、ある程度、あとは職員が行って見てきたということで、やはりそ

ういう区長さんを通したりそういう部分の情報の提供が非常に早かったと。そして、

それにこちらが対処できたということで、こういう結果になったのではなかろうか

という気がします。
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ですので、職員だけではないと。やはり町民のおかげだというふうには思ってい

ます。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

今回、私も総務課の危機管理担当の説明を災害が終わった後にうかがったんです

が、ちょっと忙しいときに本当に申し訳ないと思いながら言ったんですけれども。

災害後に、私の言い方はどちらかというと「一軒一軒の世帯ごとの被害調査をす

べき、実施してほしい」ということを言ったつもりだったんですけど、ちょっとお

互いにそごがあったんでしょうか。できれば、まだ私もいまだに回ってますとそう

いう話を聞きます。「あのときはこうだった」「こうだった」という話を。直後に私

も道路なんかどずっと歩いてみますと、やはり道路からあふれた三方張りのような

今、道路になってますので、歩道等の間で。そして、上からの用水が道路を三方張

りで用水路に流れてきて、低いところから流れ出て、そして自宅のほうが道路より

ちょっと低いところにあるところ、これは工事によって結果的にそういうようにな

ったところがあるんですが、そういうところの苦情も出ております。

ただ、そういう人たちは今回の被災箇所として挙げておりません。だからそうい

ったところが、恐らくこれは漏れているところが大なり小なりあると思うんですね。

そういう点で、中にはひどいことを言う人もいるんですね。災害の途中に、翌々日

くらいに、「ここはこんげなっとっちゃけんど、役場は見にも来てくれん」とか、そ

ういう厳しいことを言う人もいます。

けれども、やはり我慢する人は我慢するんですよね。これくらいのことは自分で

やらにゃあいかんというふうに、要するに町が何をしてくれるかじゃなくて、自分

が何ができるかというような考え方、立場でそういうスタンスで考えている人たち

はそういうふうにしますけども。

落ち着いたときに、いわゆる平時に戻ったときに、そういうどこで何が起きてた

のかということを、次回の災害の基礎資料となるべくそういったことをやはり把握

しておく必要があると思います。ささいなところも見逃さないようにしておけば、

町に対する批判もかわせるようなこともできてきますし、いろいろな災害の兆候に

ついても何かあるかもしれません。先ほどの土壌の崩壊についてもそういうことも

ありますので、できたら平時に戻ったときに一軒一軒世帯ごとの被害調査をぜひ実

施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】
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町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃることはもっともなことかなあと。その災害の最中にということは

できませんけど、平時のときに回ってどうじゃったかということを聞くことは、今

後の防災に対する備えというか、そういうことにはつながると思っております。

原則的に個々人のところまでは行きませんので、公共性というかそちらのほうを

優先してということで、その人たちがこういうものを借りる、お金を借りるという

話になったときに、罹災証明が欲しいということになると、また話は別で、行って、

見て、罹災証明を出すという話にはなろうかと思います。

議員おっしゃるように、今回はそれで済んだと。次は分からんという話にもなり

かねませんので、できる限り、そういうことを少ない職員の中で、手が回るか回ら

んか分かりませんけど、いろいろな話の中で、やはり区長さんを交えたりと。

今さっき言った公民館の担任制度というか、そういう中で、やはり一遍に、「一遍

に」と言ったら御幣がありますけど、情報を個人的に収集するとか何かそういう方

法を取りながら集めていくことも大切かなと。

言われるように、「何もしてくれん」という話になりますので、そういう気持ちは

全然ないんですけど、そういう部分で町民がなるべく思わないような方法は取りた

いと思います。議員がおっしゃるのはもっともなことだとは理解します。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

町長、私が言いたいのは、有害鳥獣なんかのときにアンケートで組合長単位で配

る資料があるじゃないですか。ああいう形式でいいと思うんですね。「この１４号台

風で被害を受けたところがありましたら記入、願います」と。そうすることによっ

て、全ての家庭の被害が網羅できます。そこのところをやっていただきたいんです

ね。それによってはまた。言ってみれば、これを早くやれば、優先順位がどこにな

るのかということも恐らく決まると思うんですよ。そういうことでのアンケートを

調査をお分かりでしたらぜひやっていただきたいと思います。いいでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】
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職員がそこそこ行っていろいろ見て、調査してさるけというように自分が聞こえ

たもんだから申し訳ありません。それであれば、そんなに難しいというか、手も食

うはずはないし時間も食うことはないと。また次にこういうことがあったというこ

とで、その地域にいろいろな形で落としていけば、やはり安全な場所、危険な場所

を把握できますので、そのような形を取らせていただければと思います。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

ぜひ、お願いしたいと思います。

それでは次の質問に行きたいと思います。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【７番 那須 富重】

それでは次は地域おこし協力隊の件でございます。

これはちょっと厳しい質問になるんですが、地域おこし協力隊の町内の定着率が

悪い状況であるというように考えておりますが、これをどのようにお考えでしょう

か。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

やはり悪いという結果は出てます。国の定着率から見るとかなり低いなあという

ふうに思っておりますので、そこはそのように答えるしかないということでござい

ます。「そのように答える」というか、「定着率はどうか」と言ったら、「低い」とい

うことで、それからどうするのかという話になるんでしょうけど、そういう認識は

しております。

【議長 山本 文男】
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町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

これは地域おこし協力隊の定義については、「過疎や高齢化の進行が著しい地方に

おいて、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行ってもらい、その定

住定着を図ることで、地域での生活や地域社会貢献に意欲のある都市住民のニーズ

に応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした制度として発足

している」と。そういうことで、本町でも導入してきたわけですけれども。

先日の１１月７日、地域おこし協力隊の活動状況について聞き取り調査を行いま

した。先日の委員会の報告でも申しましたとおりですが、地域おこし協力隊の力が

十分に発揮できてない状況が、私たちには手に取るように伺えました。

町が補助事業等で購入したり、それからその後、使用してない機材や施設の紹介

や備品の譲渡、空き施設や設備の利用状況の確認をし、有効利用できるよう配慮す

ることも必要ではないでしょうか。

今回の聞き取り調査の中では、中小企業庁の創業支援等の事業計画についての話

もありました。現在、美郷町を含む６町村が認定を受けていないようです。県内で

は２０市町村が認定を受けておりまして、登録免許税の軽減、信用保証協会の保証

増、日本政策金融公庫の融資制度を利用しやすくなるなど産業競争力強化法に基づ

く認定を受けて、支援事業についても起業サポートできるのではないかと考えます

けれども、今後の定着率アップに向けて、どのように進めるのかをお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今後の地域おこし協力隊の定住、そして起業に向けてということだと思います。

ただ、議員の文教産業常任委員会の報告書、ドキッとさせられたのは、考察の中

の「最後に」という部分であります。「職員や町民は協力隊員が人生をかけて美郷町

に移住していることをもっと意識するべきであると強く思った」というその最後の

書きぶりであります。「人生をかけて」という話で、協力隊の方々が来てるというこ

とになると、そういう形で来てるんですけど、中途半端ではいかんという話です。

去年、ちょうど１年くらい前に協力隊全員呼んで、会を作って、町に対する意見

とかそういうことはやっていたんですけど、それからはたち切れになっているとい

うことでございます。

やはり協力隊をなぜ募集するのかと。この募集の意義と。それぞれやってますけ

ど、いろいろなことをちゃんと分かっていただくと、そしてその計画を自分で作っ
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て、そして最後にはどうするのかという部分で考えていただくと。町もそれに対し

て、今、議員がおっしゃいましたような報酬とそれの活動費、そしてまた町が持っ

てる備品と、いろいろな形で貸し出して、それが起業に結びつく、定住に結びつく、

そういう形で、もう少しその人生をかけてきておれば、こちらのほうが定住をする

がためにしっかりとした応援をしていく必要があるというふうに思ってるところで

す。

ですので、以前、女性の方で松岡理妃さん、炭焼きに。ちょうどこの採用すると

きに聞いた話ですけど、いい子だなあという話なんですが。

今度は保存会のほうが「女性のほうでできるっちゃろうか」という話があったと

いうことで、ほんなら１か月預かろうと。そこで転々と。結局、適性を見ていった

ということです。そしたら、この子は頑張り屋さんで何とかなるっちゃないかとい

う話の中で、協力隊として採用していいっちゃないかと。やはりそこまで見るとい

うか、やはりそういう手続を経てしっかりとした考えの中で、それこそ美郷町に人

生をかけて移住定住し、そして起業するという気持ちであれば、そこまで町もしっ

かりと今後はやっていく必要があると。

政策推進室がそこの元締めになってますので、いろいろな形で、今まではそうい

うことにあまりしてなかったというのは、私の不徳の致すところだと思いますけど、

今後はいる人も含めて、やはり定住または起業していただくために頑張りたいとい

うふうに思います。

ですので、議員の皆さんもそういう協力隊の方々に会ったら、「頑張ってください

ね」と、一言でも声をかけていただければ、また違った雰囲気が出てくるのかなと

思いますので、よろしくお願いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

これはもうはっきりしているんですね。結局、町としては何とか地域おこしをし

ていただいて、移住定住につなげていきたい。協力隊の人たちは、何とか力になり

たいからと思って来てるんだけれども、十分な、要するに町が求めることと協力隊

の求めていることがまだちょっとがっちりとかみ合っていないところが見えるんで

すね。

ですから、これをそこの問題解決の糸口があると思いますので、それにはやはり

よく意見を聞くということが大事だと思います。そういうことも含めて、しっかり

と協力隊の意見を聞くということをお願いしたいんですがいかがですか。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。
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【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それこそいろいろな形の中で委員会報告で付記までついて、こういう問題がいっ

ぱいありますよと。それを解決していくためには、やはり集まっていただいて会議

をするなり、いろいろ不平不満もあるでしょうし、今度は個別に対応する部分もあ

るでしょうから、やはりそういうことをしながらせんと、委嘱状を渡して、それで

終わりという話ではありませんので、今後はやはりこの調査報告書に基づいた部分

が、これは本音の部分で地域おこし協力隊の方々が言ったことだろうと思うし、そ

れに対して常任委員会の皆さんがこういうことだということでまとめたものだと思

っておりますので、それに対してしっかりと対応すると。

今の定住率を上げていくということで頑張りたい。そしてまた、職員一丸となっ

てそういう方向性で定住していただきたいという部分でバックアップするというこ

とでしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【７番 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

７番、那須 富重議員。

【７番 那須 富重】

ぜひ、これを機会に町の取組も変わったということで、協力隊の皆さんが一層、

目を輝かして自分の誇りを持って取り組めるというふうに変わることをお願いして、

私の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

これで、７番 那須 富重議員の質問を終わります。

【議長 山本 文男】

ここで休憩に入ります。

再開を午後１時からといたします。

（休憩：午前１１時４８分）

（再開：午後１２時５６分）

【議長 山本 文男】
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休憩前に引き続き、一般質問を再開します。

通告順に質問を許します。

次に、１番、若杉 伸児議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

通告のとおり２問ほど質問させていただきます。よろしくお願いします。質問に

先立ちまして、議長のほうより了解をいただいておりますので、日頃の活動と執行

部の皆さん方へのお願いをさせていただきたいと思います。５分程度、よろしくお

願いいたします。

去る１１月１７日、総務厚生常任委員会におきまして、地域包括医療局と総務課

の事務調査を行いました。その中で、地域包括医療局に関しましては、本町の地域

医療に関して、そして総務課に関しては本町の財政について勉強させていただきま

した。

その中の地域包括医療局に関しまして、私は１つの要望事項をさせていただきま

した。それは直接、町に関する団体ではないのですが、それに関する事業所、職場

に関する要望でありました。

その後、その職場に関係する２人の方から私に直接、声がかかりまして、「議会で

こういうことを質問していただきましたか」という問い合わせでありました。私は、

「勉強の場でこういうことを言いました」という話をしたところ、その翌日には、

「役場のほうより私たちの職場に来ていただき、いろいろと話を聞いていただきま

した」ということでありました。「ありがとうございました」と。

もう一名の方は、「役場が私たちのことをそこまで考えていただいているとは思い

ませんでした」ということで、私は大変、恐縮いたしました。

その後、正式に回答がありまして、今までの経緯、そして現在の状況、そして「今

後、状況を注視していきたい」という、私にとってはほぼ１００％の回答でありま

した。

また、遡ること今年の９月です。私の地元の渡川中学校の体育館の解体工事が行

われておりました。その解体工事に伴う取付道路の件で私に１本の苦情の電話があ

りました。「大変、迷惑をしている。どうにかしてほしい」ということでありました。

私は早速、担当課にその状況を連絡しました。

すると、「今、現場近くにうちの職員がおります。至急、確認を取って、また報告

いたします」という内容でした。その後、折り返し連絡があって、「大変、迷惑をお

掛けしております。写真を送っていただきました。業者と連絡を取って大至急、対

策をさせていただきます」という内容でした。

その後、その日の午後にその当事者から電話があって、「現場を通りかかったら、

作業員に呼び止められました。明日中には処置をさせていただますという内容でし

た。ありがとうございました」というお礼の電話でした。翌日、予定どおり作業を

してもらいました。その当事者が若い子だったものですから、「俺は役場に電話した

だけよ」と、「お礼を言うなら、役場に言うてやんないと」というふうに一言、言っ
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ておきました。

私たちには、常日頃からたくさんの要望や苦情の電話なり、直接、会って話すこ

とがあります。特に、１４号台風の後には様々な要望がきました。私はもとより周

りにいらっしゃる先輩方にはもっとたくさんの要望が来ておると思います。

しかし、私たちもそれを逐一、報告するわけではなくて、内容を精査して緊急性

があるのかとか、そういうものを私たちなりに判断して執行部のほうにお願いした

り、要望したりしているところであります。

しかしながら、幾ら私たちの地元とはいえ、私たちも全てに目配せがいくわけで

はありません。住民に言われて、行ってみて初めて気づくことも多々ございます。

ですから私たちの言うことは民意だというふうに理解していただきたいというふう

に考えております。

今回、私が直接、対応した３人の方を含む関係者の方は、今まで以上にこの行政

との信頼関係は深いものになったであろうというふうに考えております。私たちも

今後、より一層、勉強して、要望なり苦情があった場合には執行部のほうに、また

お願いしていくことがあると思います。今後も執行部の皆さん方もでき得る限り、

迅速な対応をしていただくことをここにお願いしたいと思います。

では早速、最初の質問に移らせていただきます。

美郷米ブランドの構築について、お伺いいたします。

現在、美郷米のブランド化に関して、美郷米の３種類のシールを作ったり、キュ

ーブ米を作ってイベントで配布したりしております。これは昨年からの事業だと思

いますが、この事業がどれくらい効果があっておるのかというのを町長はどのよう

にお考えか。

それと、これ以外に何か新たなこういった展開を考えておるのか、伺いたいと思

います。よろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

いつも苦情を聞くことは慣れてるんですけど、こういう形で議場でこういう職員

のお褒めというかそういうことを言っていただいて、何かうれしい気持ちがいたし

ます。本当に職員もその立ち位置の中で、町のことを考えて一生懸命やってるとい

うことの評価かなあというふうに思っております。今後、さらなる研さんを積んで、

町民の福祉の向上になお一層の努力をするように、共にやってまいりたいと思って

おりますので、今後ともよろしくお願いします。また、足りない部分はどしどしと

言っていただいて、よりよい美郷町を構築していきたいと思っておりますので、そ

こ辺の御協力もよろしくお願いを申し上げます。

今、美郷米というか特Ａを取って３年連続ということで、今度は４年目がかかっ

てるということでありますが、非常に私も米にこだわっているというか、どうして
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も日本の主食ということで、この米という部分はどうして切り離せないということ

で、いろいろな思いの中でやってきてます。

ですので、この美郷米がキューブ米とかいろいろな形でやってるんですが、その

「浸透は」という部分はなかなか計り知れるところではないんですけど、少しずつ

知名度が上がってると。

うなま米にしても、豊見城市、沖縄で１０年くらいかかってるということを聞い

ておりますので、それに比べれば今、始まったばかりということでありますので、

今後やはり美郷米、結局、特Ａを取ったからＪＡ日向のブランド米として宮崎ブラ

ンド米として確立していくということが肝要かなあと思っております。その中で、

うちの米はこうですよという話の中で、消費拡大につながればなおいいなあという

ふうに思っております。

今後、新しい取組としては、無洗米のキューブ作成やレトルト米飯、そして防災

用の缶詰とかそういうものに利用できないかとか、可能性のあるものをピックアッ

プして、この美郷米の販売促進そしてまたＰＲといいますか、そういう部分でやっ

ていきたいというふうに思っております。

ですので、何か議員各位、アイデアがあれば、どんどん出していただいて、美郷

米を世に知らしめていくというか、そういうことにつながればいいなというふうに

思っているところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私もこの美郷米のシール、３種類、これは去年から利用させていただいておりま

す。今年はまだ利用してなくて、今朝、南郷支所に行ってもらってきました。質問

するに当たってもらってないとと。ですから今日、もらってきました。また早速、

貼って販売したいと思っております。

キューブ米というのもお恥ずかしい話、今日、始めて農林振興課のほうに行って、

カウンターの上に置いてあるのを見て、「あ、これか」と思って見たところでありま

す。

今後とも今、町長が言われたとおり非常用米とかあるそうです、無洗米とか。今

後、私も機会があればそれをＰＲしていきたいなというふうに思っておりますし、

また何か新たな取組が思いつけば、また私も提案していきたいなと思っております。

次に、米集荷の安定、農家の所得向上、生産面積の維持を目的に価格補填を行っ

ております。しかしＪＡの買取価格設定の変動により、補塡金額も令和３年産と４

年産を比べては増額となっております。

これは昨年がＪＡ日向の買取りが１等米が７，４００円、２等米が７，１００円、

３等米が６，７００円ということで、これを１等米を８，０００円の基準で計算し
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たと思います。ですから６００円ずつ補塡したんですが、今年ＪＡ米が１等米が７，

０００円でした。ですから多分、昨年に合わせるという形で１，０００円ずつ、各

１等米、２等米、３等米、１，０００円ずつ増額して８，０００円にしたんだろう

と思います。

これは今後もこの事業は継続するとは思うんですが、例えば、来年、またＪＡが

買取りを引き上げた場合はいいですけど、これが仮に来年、１等米を６，８００円

とか６，７００円とか下げた場合、またそれに１，３００円なり１，２００円の補

塡をして８，０００円を維持していく考えがあるのかどうか、お伺いしたします。

【議長 山本 文男】

町長の答弁を許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

令和３年度が６００円の補塡ということで、令和４年度が１，０００円というこ

とです。当初予算で６００円ということでしていたんですけど、買取価格が７，０

００円ということでしたので、補正をいただきまして１，０００円という形に令和

４年度はしております。

「これをずっとするのか」という話ですが、今さっき言ったように米にこだわる

ということで「やりたい」というふうに思っております。

といいますのは、やはりその米という部分もあるんですけど、農用地の維持とい

うか、結局、そういう部分の食料という部分で米は非常に重要な問題ではなかろう

かと思っております。このように気候変動といいますか、そういうことが起こると、

食料難が起こる可能性が非常に高いと。いろいろな形の条約の中で、こういう輸入

とか輸出ありますけど、自国が干ばつとか冷害にあったときに、ほんなら日本に出

せるかという話になると出さないと思いますので、やはりその部分の主食用米とし

て、米ですね、これはしっかりとやはり持っとっていいんではなかろうかという感

覚が私にはありますので、あまりにも農協さん、ＪＡ日向さん頑張って、ここで全

国でも買取価格は高いと私は思っておりますので、仮に半分くらいになったら４，

０００円に出せという話になると、それはそれで問題は出てくるんですけど、そう

いう話はないだろうと。

組合長にもそういうことはしなさんなよと、ある程度の価格で買い取ってくださ

いねという話の中で、やはり８，０００円という部分を１等米、そういう頭があり

ますので、やはりその分を補塡して今後も行きたいと。

ただ、財政的にという部分がついてくるんですけど、これはやはり自分の思いの

中で補塡していきたいというふうに思うところであります。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。



41

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

町長の答弁を聞いて、私もこれ、９月議会の追加議案ということで上がりまして、

私はこれは提案にもちろん賛成いたしました。

町長も言われたとおり農地の維持も含めてですけど、ある程度、まだ生産量の確

保とか面積の確保を考えた場合、私は、もうしばらく１等米が８，０００円、これ

は続けていいのではないかというふうに私も考えております。

ただ、先々のことを考えたときに、これ、８，０００円というのは私、本当、自

分が「８，０００円で売りますか」と言われたときに、１等米、ヒノヒカリの玄米

３０キロで８，０００円だったら売ってもいいかなと、私も思うんですよね。多分

これは買い取る側も９，０００円、１万円はよう買わんけど８，０００円なら美郷

米を１袋８，０００円なら買うてもいいかなという感じで、私はこれは折り合いの

着く金額じゃないかなあと思うんですよね。

そうなったときに、生産者も農協も、これ、農協と同等の検査資格を持った問屋

さんというのもありますけど、要は農協ですね。それと行政ですね。８，０００円

で折り合いがついたら、もうそのままに、よほどＪＡの買取価格が下がらない限り、

もうそのままになっていくんじゃないかなという心配もするわけです。

私は先ほど、町長が言われましたが、美郷町合併する以前、北郷村時代にうなま

米、これは姉妹都市の豊見城村と親交があった関係で、ＪＡ北郷支店を中心に贈答

用、向こうではお祝いとか進物、そういうものに主に利用されておったそうです。

多分、あの当時、西郷・南郷の買取価格より２，０００円程度高かったと思うん

です。これはその頃の当時のことを知る方に話を聞いたら、よく西郷とか南郷の議

員さんから問い合わせが来ておりました。「何でこんな価格で買い取れるんですか。

どういうふうにやってるんですか」と。別会計でやっとったみたいなんですけどね。

そういった形で、やはり何らかの方法があるというふうに思うんですよね。

例えば、ＪＡにしてもそうなんですけど、美郷の場合には、普通期水稲のヒノヒ

カリが主流ですけど、沿岸部に行くと、早期のコシヒカリというのがあるんですね。

これは買取価格が一律でありません。今年の例なんですが、８月２日まで、８月３

日から８月１０日まで、８月１１日以降と。等級は同じでも買取価格が違うんです

よね。

こういうことを失礼ですけど、早期をしている方に。どちらかと言うと、コシヒ

カリは味で勝負というより早さで勝負と。もう早い時期に新米が食べられると。そ

ういうようなことから、付加価値をつけようということなんでしょうけど、ＪＡも

値段に差をつけてるんですよね。私もこれ、二、三年前に初めて知ったんですけど。

聞くところによると、８月２日、８月１０日、この辺りはもう生産者が一遍に米

を持ってくるんだそうです。価格が変わるもんだから。もう夜までかかって集荷を

したりするという話を聞いております。

こういった形で、やはりそれに行政ですね。生産者も含めて三者が何か知恵を出

し合って、もう少し付加価値をつける必要があるんじゃないかと、何らかの方法が



42

あるんじゃないかと考えるんですが、町長はその辺、どのようにお考えでしょうか。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

今、議員がおっしゃったように買取価格が違うという話は聞いておりました。そ

れはそれとして、本町のほうに戻していけば、その８，０００円という部分で１等

米をという話で想定すると、８，０００円が１等米で提供できれば買ってもいい値

段ではなかろうかと、折り合いがつくという議員の意見を聞けば、そこに合わせた

つことだけなんですけど。

今後、付加価値という部分について、米に対しての付加価値というのは、やはり

一番手っ取り早いのは４年連続の特Ａ米ということになるかなあというふうに思い

ます。

ですので、令和４年産も県の推奨米として選ばれたというような話を聞いており

ますので、これでまた特Ａを取ることができれば、４年連続ということになります

ので、非常にその分でも付加価値はついてくると。結局、ネームバリューなんです

けど、これを３回取ってるのにまだまだという部分がありますので、どうするかと

いう部分であります。

ですので、ＪＡの便りやらにも、ＪＡひむか米協議会、知事いろいろなところに

持っていってＰＲしてると。それから、米自体についての付加価値のつけ方という

のはちょっと分かりませんけど、私としてはその付加価値もさることならが、やは

り遊休農地とかそういう部分の解消というか、しっかりとした中で米農家さんが頑

張っていただくがために、補塡はしていきたいとそういうふうに思うところであり

ます。何か米に対していい付加価値をつける方法があれば、また教えていただけれ

ばなというふうに思っております。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

町長の言われるとおり付加価値をつける方法もいろいろあるというふうに私も考

えています。

先日、商工会理事との意見交換会がありまして、その中で北郷の理事だったと思

います。米の付加価値をつけるという意味で言ったんじゃないんでしょうけど、美

郷米を高く売る一つの方法としていろいろやるより、情報発信できる有名な人たち
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に「美郷米はうまい」と、一言、言ってもらうだけでも大分、違うんじゃないかと

いう意見が。それはまあ冗談半分で言ったのかもしれないけどですね。

私も以前、これはちょっと名前を言ったらいかんでしょうけど、都城にある焼酎、

これを芸能人が「あの焼酎はおいしい」と言ったら、えらく全国的に普及して、そ

ちらの焼酎のほうが主流になっておるという話を聞いたことがございます。

ですから例えば、日向のへべすを普及するのにへべす大使がおりますよね。あの

面白い格好をした、最初に見たとき笑ったんですけど。ああいった何かを作るとい

うこと、ハード面もですけど、そういったソフト面でも何か展開できるのではない

かというふうに私も考えておりますので、先ほどは一応、お断りしたんですが、後

ろにはひむか米振興協議会の会長さんやら３年連続特Ａ米に貢献された議員さんも

おって、私がこういうことを質問するのもちょっとおこがましかったんですが、そ

の辺の方々のお知恵も拝借しながら、今後また新たな美郷米の付加価値をつけるこ

とに関して、私もやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

２問目の質問に移らせていただいてよろしいでしょうか。

【議長 山本 文男】

２問目の発言を許します。

【１番 若杉 伸児】

では私も、１４号台風に関する質問をさせていただきたいと思います。

私は、災害時の避難誘導についてということで、ここに集中して。いろいろほか

の方も質問されましたので、ここに関して質問したいと思います。

私が現役の消防団時代、団員はもちろん幹部として活動しておったときに、消防

服を着て避難所に実際に連れていったりとか、「避難してください」と呼びかけたこ

とがあります。また、消防団を退団してもう第２班におりますけど、そうなったと

きは今度はＯＢ団員ということもありますけど、それ以前として今度は公民館等の

役員になりますので、各自治公民館には自主防災組織ができております。図も掲示

してありますしハザードマップなんかも準備してあります。私もその中の役員にな

ったりして、どちらかというと今度は自治公民館の役員として避難をさせたり誘導

したり声をかけたりという立場になって避難させたこともあります。

昨日、川村議員の話の中にもありましたが、ボランティア何かになってくると、

今度は社会福祉協議会が出てきます。また、高齢者や障害者を要支援するという民

生委員もいらっしゃいます。一見すると非常に手厚い避難の状況のように思えるん

ですが、裏を返すと、誰が率先して避難させるのかというようなことが、誰に一番、

責任がうまれてくるっちゃとか、逆に今度は譲り合いになったりして、あそこの高

齢者は民生委員の人が行ったほうがいいっちゃねえじゃろかいとか、あそこは社会

福祉協議会の人がよく来とるわねとかいうふうになって、もう誰が避難させていい

か分からないような状況も出てくるんじゃないかというふうに考えております。

そこで、この避難誘導について、何か行動マニュアルがあるのか、そこをお伺い

したいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。
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【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

議員おっしゃるように、災害時にはいろいろな方々が協力し合って、その避難を

していくということでありますが、端的に言って、災害時のそういう行動マニュア

ル全てが、それはないと。

ただ、災害時の職員行動マニュアルを整備しておって、この中で避難誘導につい

て書いてるということであります。

ですので、いろいろな形で年に１回だけじゃいかんと思いますけど、９月の第１

日曜日ですかね、災害の訓練ということで、やはりそういう中でこういう動きよね

という話で、やはりその地域、地域が自主防災組織に基づいて確認することが必要

かなあと。

その中で、やはり区長さんを中心として、消防団そしてその中で受持ちというか、

ある程度、そこ辺で確認していただければなあというふうに思うところであります。

そういうお願いと町としてもこういうときにはという部分はしっかりと作ってるつ

もりですけど、なかなかそれが本当に災害時に機能するかということになると、な

かなか難しいと。

言うように、やはりこの避難誘導という部分ですけど、そのときになって先ほど

の那須議員ではありませんけど、避難をする時間というかタイミングを間違ったと

いうことになると、全てが難しくなると。もう動けなくなると。

ですので、台風等々に関しては、やはり避難誘導という部分でもう少し早くから

という部分で、やはり情報をしっかりと精査しながら、一日でも早い、例えば、明

日来るなら今日の昼頃までには避難が終わるというような形を作り上げんといかん

かなあというふうに思うところであります。そのためには、やはり皆さんの、みん

なのこういう団体の力をかりなければできないかなというふうには思います。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私も防災訓練、あのときはどちらかと言うと、表現は悪いですけど、「やらされて

る」感じの訓練なんですよね。例えば、ＡＥＤをやってみましょうとか、消火器を

使ってみましょうとか、消火栓を使ってみましょうとか、そういった感じなんです

ね。

ですから逆に、例えば、避難誘導させるときにはどんげしますかと。こちらから

公民館でもいいし、消防団のほうから「皆さん、どうしますか」と、「避難される方

はどうしますか」と、そういったこちから何ていいますか、一緒に取り組みましょ
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うというような取組をやってもいいんじゃないかなと、私も常々考えております。

また、この避難させる側のことなんですが、私は今年の１４号台風のときに、消

防団員と連絡を取りながら、「今、どんげしよっとね」と聞いたら、「もう自宅待機

になっております」という返事でした。私たちの頃は、詰め所に詰めたりしよった

んですね。今はもう、どういった未曽有の災害になるか分からんから、詰め所なん

て危ない詰め所もたくさんあるわけですよね。ですから、消防団員ももう今、避難

させるどころか自分も避難しないといけないような状況になっておりますので、や

はりこの辺の避難させる側の体制というのも今後、見直していかないと、二次災害

になりかねないということも十分ありますので、その辺のことを併せて、防災訓練

等は本当、いい機会だと思いますので、今度、このような様々なことも一緒に取り

組んでいけたらなあというふうに私も考えております。

次に、最終的にどうしてもこれが問題なんですけど、避難の判断が個人による判

断になっております、今も。

これはかなり難しい問題があるんですけど、例えば、私がちょっと直面したのは、

「ばあちゃん避難しようかね」と言ったら、「私はポータブルトイレじゃとよと。そ

のポータブルトイレを避難所に持っていかないかんとよね。私もすかんけんど、周

りの人もすかんじゃろうと思うとよね」と言われたときに、私は「ポータブルトイ

レごと、おばさん、連れていくわね」って、そのときええ言わんかったとですね。

その辺が今度は責任を云々ということも出てくるんですけど、最終的には避難情報

を発信する責務があるのは行政なんですよね。その辺から今後の取組をどう考えて

おるのか、お聞かせ願いたいと思います。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

本当にいろいろな町民の方々がいまして、避難するにしても健常者はそのままで

いいんでしょうけど、今で言えばコロナにかかった人とそうでない人の区分けと、

それと今度はそういう体に障害を持つ方々の避難場所という話になってくると、や

はり避難場所が一緒という話になって、そこの中を間仕切りとかそういう形でする

しか、今のところ方法がないのかなあというふうに思っております。

ですので、そういう個人の１つの生活の場所、空間をしっかりと作れるようなも

のを買って、そこはこんげなっとるから大丈夫ですよと言えるようなものも作り上

げていかんといかんかなあというふうに思うところです。

また元に戻るんですけど、そういう形の中と、やはり山間部の地域の方々には、

極端な話、「例えば」と言いましたけど、やはりマイクロバスやらも出して連れてき

たほうが一番、安全が確保されるのではなかろうかというふうに、本当に思ってお

ります。

ですので、議員が言うような形では、しっかりとした対応をせんと、避難したく

ても避難できないということが生じないように、今後やはり防災計画を見直す中で

しっかりとしていきたいと思います。

現にそういうものもあると思うんですけど、それがしっかりと周知徹底されてい
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ない部分もあるというふうにも認識しておりますので、そういう形でしっかりと対

応をしていきたいと思ってます。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

ちょっと順番が前後して申し訳ないんですが、先ほどの避難をさせる場合におい

て、社協とか民生委員が出てきましたけど、私はどうしても高齢者、障害者、こう

いう方々がどうしても最後に避難させる段階において、どうしても厳しい、難しい

判断をさせられるところなんですよね。

その際に、私、これは消防団の部長をしておった時代に、要支援者の名簿という

のを一度いただいたことがあります。もちろんマル秘でして、関係者もほんの数名

だけで見てくださいと。すぐ返却してくださいと。もちろんコピーは取らないでく

ださいというような内容で、やはりそれに私も具体的には覚えてないんですけど、

本当、「ああ、こういう人がおるなと」という人たちがその名簿の中に入っておりま

した。

これは非常に重要だと思うんですが、取扱いが大変、厳しいものだとも考えてお

ります。先ほど言った四者、消防団、公民館、社会福祉協議会、民生委員、これも

含めて、こういった重要な書類の取扱いがどこまで共有できるのか。

それともう一点は、この方々を最終的に責任者といますか、例えば、民生委員の

方々とかはその方々に対して責任者みたいなものが、親族とか家族みたいな人がい

ると思うんですが、そういう人たちを通じて説得というか話ができないものか、そ

の辺も含めてお伺いします。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

要援護者名簿を年度当初に区長さん、民生委員、そして民生児童委員、社会福祉

協議会そして各消防団部長、それと総務課危機担当という中で名簿を渡しておりま

す。ファイルにして。

本当にこの取扱いが難しいということなんですけど、昔で言えば、向こう三軒両

隣である程度は分かってたという時代と、すごく今は個人情報保護法という部分に

なっておると。あまりにもこの法律というか、その保護法を厳守するがゆえに、救
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える命も救えないということも起こるのではなかろうかというような気もしており

ます。

ですので、この要援護者名簿はそういう人たちに渡して情報共有するわけですが、

やはりそこの地域で住んでいる方々は大体、こういう人がこういう、足が悪いとか、

こういう病気を持ってここにおるとか、そういうものがある程度、つかめているん

じゃなかろうかという気がしてます。

ですので、保護法は保護法として、やはりその人の命を守るためには、ある程度、

私がそういうことを言うのもおかしいですが、逸脱というか、そういうこと、大き

く逸脱して利用するとかいう話じゃなくて、命を守るがためにそういう形で扱って

いくということは、そんなに間違ったことではなかろうというふうに思うところで

あります。

また、「その責任の」という話になると非常に難しいということであります。

動かす、動かさないという部分は、やはり安全性を確認してからということにな

りますので、台風が来た、最終に動かすということはまずあり得んと思いますので、

その責任を誰に押しつけるかという話になったら、やはり役場のほうだというふう

に私は認識します。

ですので、そこ辺はやはり機を逸するというか、そういうことがないように、や

はりやっていく必要があると。それがやはり訓練ではなかろうかと。

以前、議員、ちょっと話は違うんですけど、その災害ボランティアセンターの実

施訓練に来ておりましたけど、その中でいろいろな形のいろいろな役割があると。

それと一緒で、これが本番になったとき、どんげなるのかと。わんさかわんさかな

って、右も左も分からんくらいになってくるっちゃないかなと。あれに物資が伴っ

たら、まだ分からんという話になりますので、やはり何が起こるか分からないとい

うその前提の下に、やはりそういう普通の防災訓練、そして災害ボランティア訓練、

いろいろな形での訓練はしておかんと、本当にそういう災害が必ず起こるというこ

とだと思いますので、やはりそれに対応できる能力を、それぞれ職員、社協、スキ

ルを身につけるべきだと、そういうふうに思うところです。

以上です。

【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

私も先日、初めて訓練に参加させていただきました。本当、私も勉強になりまし

たし、こういうこともあるのかというのも、本当、様々なことを体験させていただ

いたし、これが実際に起こったら、このような対応が果たしてできるのかなという

ふうに私も思ったところであります。

先ほど言ったとおり、ちょっとこれはまた念を押す形になりますけど、やはり障

害者それから高齢のお年寄り、この人たちを避難させる場合には、もう本当に厳し
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いものがあるんですが、これは１０月１３日に議員で災害の後にいろいろな話をし

た中で、やはり避難を進めても、「もう自分はどんげなってもいい」と。「もう死ん

でもいい」と言う人がおると。実際、私も消防団の時代に、「もうおれは死んでもい

いとよ。避難せんとよ」と言われた人が実際、おりました。

こういうときに、何かの手だてはないかということです。これは言い方の一つと

して、「そうは言っても、そんげ言うけんど、やっぱあんたが死んだら悲しむ人がお

っとよ」とか、「もう一回、説得しとけばよかったと後悔することがこっちもあるか

もしれん」とか、極端な場合、「その後は今度は捜索せないかんことになっとよ。お

らんなったら。その分の今度はまた、えらいなごと人が出らにゃいかんごとなっと

よ」とか、そういうふうな、これは極端な言い方ですけど、こういったいろいろな、

何と言いますか説得のマニュアルとかいうのもあると思うんですよね。

ですから今後、私がお願いしたいのは先ほども言いましたように、特に民生委員

等がどこまで把握しておられるか分かりませんけど、高齢者の方それから障害者の

方等に、有事の際に何か緊急の連絡先、責任者といいますか、そういう人がおれば、

その人を通じて説得したり、その人を通じて了解が得られないかとか、こういった

最悪の場合を想定したこういったマニュアルも作ってほしいということをお願いし

たいんです。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

ちょっとそこ辺があるのか分かりませんけど、やはりそうかなと。やはり言われ

るように、いろいろな形で避難せんと。それぞれの思いがあるんでしょうけど、最

終的にはやはり消防に迷惑をかけるということになるかなあというふうに思ってお

ります。

いろいろな意味で、ちょっと南郷の人と話すんですけど、今度は９７５ミリとい

う話ですけど、「１７年前は１，２２３ミリくらい降ってるかなあと思うっちゃけど、

うち辺は世話ねえ」と。もうそれが強いと。「誰に聞いても、こんだけ降っても、壊

れんかったっちゃから。うちは世話ねえとじゃ」と。「世話ねえと言われても、何が

起こるか分からんっちゃけんど、やっぱ避難してもらうほうがいいんですよ」と。

そういう話の中で言うんですけど、「いや、世話ねえ」と。

だからその「せわねえ」という話をひっくり返すようなマニュアルがあるかどう

か分かりませんけど、「もうあそこに行くよりか、うちの家は世話ねえ」と。もうそ

の「世話ねえ」というのが必ず出てくると。

だから、１，２２０くらい降っとって、世話ねかったから、そういう話になるん

でしょうけど、それじゃあこれから先は乗り切れんじゃろうと思うから、議員が言

うようにそういうものがあれば、ちゃんとしたものを作って、やはりその関係団体

の人たちにこういうやさしい言葉をかけて避難をさせるというようなものがあれば、

あればというか参考にし、また作って、したいとは思います。ありがとうございま

す。
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【議長 山本 文男】

町長の答弁が終わりました。

【１番 若杉 伸児】

議長。

【議長 山本 文男】

１番、若杉 伸児議員。

【１番 若杉 伸児】

実は私、今度の１４号台風のときに初めて避難をしました。私も町長の言われる

とおり、うちは世話ねえわと思っておりました。うちは後が竹山なんですよ。小さ

い頃から竹山は絶対に崩れんちゃというふうな何か迷信か何か分かりませんけど、

「あれは竹山じゃから、世話ねえわ」と言われて、多分、世話ねっちゃなと思った

んですけど、それこそ今回の事前の情報、それから最近はもう「情報を流す場合は

空振りしてもいいから、もう情報をながしないと」というふうに言いますよね、も

う。

私は、もう本当にそうだと思って、今回、避難したんですけど、今回はたくさん

の方がうち辺りの避難所には避難所しておりました。やはりみんな、「せわねえ、せ

わねえ」と言いつつ、危機意識を持ってきたんじゃないかなあというふうに考えて

おります。やはりこういうのは、みんなが共有することによって、じゃあうちも避

難しようかなというふうにもなってくると思いますので、今後、防災訓練等を含め

て、やはりもう何かあったら避難するということを、本当、地域住民に徹底するこ

とが一番かなというふうに考えております。

これで、私の質問を終わらせていただきます。

【議長 山本 文男】

これで、１番、若杉 伸児議員の質問を終わります。

以上で、本日の日程は全部、終了しました。

次は、明日、１２月９日金曜日です。午後３時に本会議を開きます。時間をお間

違いのないよう、お願いいたします。

本日は、これで散会します。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした・・・。

（散会：午後 １時３９分）
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会 議 録

令和４年１２月９日

午後３時００分開議

【事務局長 沖田 修一】

「一同起立・礼」・・・こんにちは・・・御着席ください。

【議長 山本 文男】

皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。

【議長 山本 文男】

ただいまの出席議員は１１名であります。

【議長 山本 文男】

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。

【議長 山本 文男】

日程第１ 議案第７１号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正する規約を議題

とし、質疑を行います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７１号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正する規約の採決

を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】
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本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７１号 日向東臼杵広域連合規約の一部を改正する規約

は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第２ 議案第７２号 職員の高齢者部分休業に関する条例を議題とし、質疑

を行います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７２号 職員の高齢者部分休業に関する条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７２号 職員の高齢者部分休業に関する条例は、原案の

とおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第３ 議案第７３号 美郷町個人情報保護法施行条例を議題とし、質疑を行
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います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

この条文の中に、「旧条例を廃止する」ということで、この条例に直接、関わらな

いものが廃止の対象になってるんですけども、廃止日がいつなのか。

そして、廃止ができる根拠規定は何なのかというのを教えてください。

【総務課長 甲斐 武彦】

議長。

【議長 山本 文男】

総務課長。

【総務課長 甲斐 武彦】

今回、国の個人情報保護法に関する法律に基づきまして、もう各実施機関で定め

ておりました条例につきましては、国の個人情報の保護に関する法律が優先される

ということで、市町村が定めております個人情報保護条例につきましては、この令

和５年４月１日に全て廃止ということになります。

したがいまして、全て国の法律に基づいて、今後は対応していくということにな

ります。

今回の条例につきましては、その手数料等だけは各市町村で定めるようになって

おりますので、手数料につきましては無料ということで定めておりますし、また、

その写しとか、郵送とかの送付に係る分については実費をいただくということで施

行条例で、本条例で定めております。

以上です。

【議長 山本 文男】

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。
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【議長 山本 文男】

これから、議案第７３号 美郷町個人情報保護法施行条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７３号 美郷町個人情報保護法施行条例は、原案のとお

り可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第４ 議案第７４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を

議題とし、質疑を行います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

この中にも附則で他の条例を廃止するということになってるんですけども、これ

もやはり地方公務員法か何かが上位法として働いているというふうな理解をするん

でしょうか、ちょっと確認します。

【総務課長 甲斐 武彦】

議長。

【議長 山本 文男】

総務課長。

【総務課長 甲斐 武彦】

今回の廃止につきましては、職員の再任用に関する条例です。今の再任用制度に

よる再任用条例がございますけれども、今回、来年４月１日から、定年前再任用制

度がこの条例で制度化されるということになりますので、この分については廃止を

されるということでございます。
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【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

今回のこの廃止の条項は、上位法だから廃止ができたというさっきの根拠規定と

は理由が違うんですね、確認します。

【総務課長 甲斐 武彦】

議長。

【議長 山本 文男】

総務課長。

【総務課長 甲斐 武彦】

今回の条例廃止はやはり地方公務員法の改正によりまして、定年前の再任用制度

が開始されることに伴いまして、現在、生きておりますこの職員の再任用に関する

条例は廃止されるということでございますけれども、附則の中にもございますとお

り、経過措置としまして暫定的にこの再任用条例が運用されるということでござい

ます。

したがいまして、この暫定再任用につきましては、１０年過ぎますと、これは自

動的にこの制度は消えていくということでございます。

【議長 山本 文男】

よろしいでしょうか。

他に質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例の

採決を行います。
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この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７４号 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第５ 議案第７５号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する条例の一部を改正する条例

日程第６ 議案第７６号 町長等の給料及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第７５号から議案第７６号まで２件を一括議題とし、一括して質疑を行いた

いと思います。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、２件は一括して質疑を行うことに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから２件を一括して質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

お諮りします。
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議案第７５号から議案第７６号までの２件を一括してこれから討論を行います。

【議長 山本 文男】

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、２件を一括して討論することに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから２件を一括して討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「討論なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７５号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７５号 美郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第７６号 町長等の給料及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）
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【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７６号 町長等の給料及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、日程第７ 議案第７７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例を議題とし、質疑を行います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７７号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第８ 議案第７８号 美郷町税条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑

を行います。

【議長 山本 文男】
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質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７８号 美郷町税条例の一部を改正する条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７８号 美郷町税条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、日程第９ 議案第７９号 美郷町の議会の議員及び町の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑を行い

ます。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。
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（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第７９号 美郷町の議会の議員及び町の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第７９号 美郷町の議会の議員及び町の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。

【議長 山本 文男】

日程第１０ 議案第８０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第８号）を議

題とし、質疑を行います。

【議長 山本 文男】

質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

お伺いします。１２ページです。

会計年度任用職員、この方式の導入で大分、労働条件が改善されたと思っていい

ことだと思うんですけど、これはこの増額分は国庫からの助成があるのかどうか、

そこのところをお伺いします。

それから、フルタイムは「給料」と書いてありますけど、パートタイムは「報酬」

と書いてありますがちょっとそこ辺の違いをお伺いします。

それから３つ目は、明和繊維ですね、元の。あそこの運用予定なんかが分かれば、

教えていただきたいと思います。

以上です。
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【総務課長 甲斐 武彦】

議長。

【議長 山本 文男】

総務課長。

【総務課長 甲斐 武彦】

会計年度任用職員の人件費の期末手当につきましては、今回の一般職の職員の給

与に関する条例の一部改正で、人勧による給料表の改正が一般職のほうでございま

した。それによりまして、会計年度任用職員の給与につきましては一般職の給料表

の１級を使っておりますので、単純に申しますと給料表上、１か月当たり４，００

０円ほど上がってるんですけど、それに伴いまして。

【議長 山本 文男】

総務課長、国庫補助の質問だったと思うんですけど。

【総務課長 甲斐 武彦】

それによりまして、賃金が改正されたということでございます。これは国庫補助

とかには入りません。給与改定によります処遇の見直しということになります。

【議長 山本 文男】

総務課長、まだありますかね。

【総務課長 甲斐 武彦】

現在、会計年度任用職員につきましては、いわゆる職員と同じようにフルで働く

フルタイムの職員と一部、時間が短縮されたパートタイムで働く職員がございます。

その違いでございまして、それの報酬ということでございます。

【北郷地域課長 石田 隆二】

議長。

【議長 山本 文男】

北郷地域課長。

【北郷地域課長 石田 隆二】

旧明和繊維跡地の現在の使用状況なんですが、現在、水素電池の修電舎さんのほ

うが使っている部分と、グリーンハート美郷のところにつきましては現在、サムア

ンドアランさんというお菓子を作る業者のほうが入っておりまして、お菓子を作っ

て販売等を行う、また、イベント等で販売等を行うということをやられております。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。
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【議長 山本 文男】

２巡目を許します。

【８番 小路 文喜】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

１３ページです。

ＣＡＴＶセンターの運用に係る費用が上がってきてるようなんですけども、最近

の入郷地域開発期成同盟会からもその分の言葉は消えてるもんですから、国庫補助

がつくようになったのかなあというのをちょっと、本来なら当初予算のときに聞か

なければならなかった話ですけど、今、分かればお願いしたいと思います。

それから１６ページです。

水道施設整備の補助金。聞いたところ１個らしいですが、えらい金額が大きいも

ので利用者の本人との協議はどうなってるのかなということでお伺いしたいと思い

ます。

それから、２１ページです。

コテージの改修はやられたんですけども、ケイメイが入ることになったもんです

から、今後いろいろなことがどこか出てきたと思うんですけど、きちっとすみ分け

しとかんと、あれやってくれ、これやってくれというところをちょっときちっとし

ておく必要があるかなと思うんですけど、そこ辺はどういうお考えか、お聞きいた

します。

【企画情報課長 田常 浩二】

議長。

【議長 山本 文男】

企画情報課長。

【企画情報課長 田常 浩二】

それではまずＣＡＴＶの運営費のことについて、お答えしたいというふうに思い

ます。

ＣＡＴＶのこれまでの南郷地区、西郷地区それから北郷地区の整備工事につきま

しては国庫補助を受けて整備をしたものでございます。

しかし、通常の運営費につきましては、国庫の補助金というのはございませんで、

先日もお答えしたと思いますけど、特別交付税の措置の対象にはなっておりまして、

特別交付税措置が運営費に対してされているというようなことでございます。

ちょっと金額がなかなか特別交付税はつかみにくいものでして、ちょっと幾らと

いうことは明確にはお答えできませんけれども、特別交付税の対象経費になってい

るということでお答えしたいというふうに思います。

【町民生活課長 田村 靖】
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議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

水道施設の改修の補助金ですけれども、確かに対象は１世帯でございまして、事

業費は４０万円ほどと高額になっております。補助金の算定上、現行の上限額がど

うしても１世帯１８万円となってますので、これは大変、申し訳ないんですけれど

も、御本人には了解はいただいておりまして、業者さん立ち合いのもとどういう改

修をするかというのは、細かく話し合いをしております。

以上です。

【南郷地域課長 黒木 博文】

議長。

【議長 山本 文男】

南郷地域課長。

【南郷地域課長 黒木 博文】

コテージの管理ということで、ケイメイと１０月１日から協定を交わして運営を

行っていただいているわけでありますが、一応、協定書を結んでおります。

その中で、南郷温泉の場合は指定管理料が２５０万円ということだったんですけ

ど、ケイメイから指定管理料をゼロ円でいいということで。そして、もし修繕があ

った場合は、建築本体の改修とか大規模な改修、または建築附帯物の更新について

は町が負担をすると。

しかし、指定管理者が修繕のために負担すべき年間の金額１５０万円までは自分

で負担しますということですので、だから１５０万円までの修繕はケイメイが見る

ということです。大きな工事になったらどうしてもケイメイが見切れませんので、

町が負担するということで、協定の内容はなっております。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

【４番 兒玉 鋼士】

議長。

【議長 山本 文男】

４番 兒玉 鋼士議員。

【４番 兒玉 鋼士】

私は、分からないのでお尋ねしますが、農林水産業費の中の１８ページの下段に

なります。

六次産業化の推進支援業務委託料ということで７１万円の増額の計上がしてあり
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ますが、これは日向農業協働組合が国庫事業で整備した宮崎地頭鶏種鶏場の財産処

分の返還金ということでなっておりますが、この変更に伴う返還額の増額というも

ののいきさつはどのようになってるのか、分からないので説明をお願いいたします。

【農林振興課長 松下 文治】

議長。

【議長 山本 文男】

農林振興課長。

【農林振興課長 松下 文治】

この返還金の件なんですが、ＪＡのほうから地頭鶏事業を撤退したいということ

で、それに伴う国庫補助事業の返還金を９月の定例議会のときに３５０万円予算を

計上しております。それはＪＡのほうから３５０万円受け取って、そのまま国庫に

返納するという形で、トンネル予算で計上をしておりました。

このときには、日向の企業がその施設をお借りするということで話がついていた

んですが、その日向の企業が自社で種鶏、ひなを育てる施設を整備したということ

と、台風１４号でその施設が被災して、その補修費用もその企業で見るということ

になったものですから、企業のほうが撤退をしたいということで話がついたようで

あります。

その結果、用途変更目的外ということになりましたので、返還金の算定基準が変

わりまして、それで７１万円の増額となったということでございます。

以上です。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第８０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第８号）の採決

を行います。

この採決は起立によって行います。
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【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８０号 令和４年度美郷町一般会計補正予算（第８号）

は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第１１ 議案第８１号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第１２ 議案第８２号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１３ 議案第８３号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）

日程第１４ 議案第８４号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計

補正予算（第５号）

日程第１５ 議案第８５号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第１６ 議案第８６号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第４号）

日程第１７ 議案第８７号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第３号）

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第８１号から議案第８７号までの７件を一括議題とし、一括して質疑を行い

たいと思います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件は一括して質疑を行うことに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから７件は一括して質疑を行い、質疑を許します。

質疑はありませんか。

【８番 小路 文喜】

議長。
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【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜】

１点だけお伺いします。

議案第８５号、農集排の関係ですけども、「激甚の場合は１００分の８０」という

ふうに書いてあるんですが、会計が違うもんですから、もしかしてこの部分は別扱

いになるのか、それとも美郷町全体の激甚の扱いの中に入るのか、ちょっとそこだ

け教えてください。

【町民生活課長 田村 靖】

議長。

【議長 山本 文男】

町民生活課長。

【町民生活課長 田村 靖】

激甚は国また県から激甚の指定をしますという正式な回答はいただいてないんで

すけれども、これは宮崎県全体としては激甚の指定は受けておると、ホームページ

に出ておりましたので、私としても町全体、激甚の指定になるんじゃないかなと理

解をしているところでございます。

以上でございます。

【議長 山本 文男】

ほかに質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

お諮りします。

議案第８１号から議案第８７号までの７件を一括して、これから討論を行います。

これに御異議ございませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、７件を一括して討論を行うことに決定しました。

【議長 山本 文男】

これから７件を一括して討論を行います。
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討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、議案第８１号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８１号 令和４年度美郷町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８２号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８２号 令和４年度美郷町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８３号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。



22

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８３号 令和４年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８４号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算（第

５号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８４号 令和４年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予

算（第５号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８５号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第４号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８５号 令和４年度美郷町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８６号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第４号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
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（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８６号 令和４年度美郷町国民健康保険診療所事業特別

会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

続きまして、議案第８７号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第３号）の採決を行います。

この採決は起立によって行います。

【議長 山本 文男】

本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立全員 ）

【議長 山本 文男】

起立全員であります。

したがいまして、議案第８７号 令和４年度美郷町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。

【議長 山本 文男】

日程第１８ 請願第１号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、全

ての農家経営への支援強化を求める請願を議題とします。

【議長 山本 文男】

この請願は、文教産業常任委員長に付託をしていますので、委員長に審査結果の

報告を求めます。

【８番 小路 文喜議員】

議長、議事運営。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜議員】

この請願書の取扱いについてでありますけども、私はこの本案の上程過程で、こ

の請願の趣旨に添わないと、こういう問題があったと思うわけであります。

順次、申し上げますけど、日本国憲法第１６条請願権は、次のように規定をして

おります。「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止

又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願を

したためにいかなる差別待遇も受けない」これが憲法上の規定なんです。

今、読み上げたとおり何もないフリーなんですね。どういう内容を請願するとか、

文章の書き方がどうだというのは全くこの中には入っておりません。
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加えて、会議規則第８９条では、「請願書には、邦文（日本語）を用い、請願の趣

旨、提出年月日及び請願者の住所、法人の場合にはその所在地を記載し、請願者、

法人の場合にはその名称を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならな

い」ということで、手続は進んでおると思うんです。

ところが、１２月６日の、すみません私は１１月３０日の会議に出られなかった

もんですから。１２月６日配付の資料を見ますと、私は見てないので恐らく付託委

員会で指摘したものと思われるんですけども。

この資料は１１月３０日開催の議会運営委員会に提出されたものと同一なので、

議会事務局の私見だというふうに思っております。

先ほども申し上げましたとおり、憲法上は何の制約もなく、加えて、この請願の

扱いは議長の専権なんですね。そこのところを踏まえて、ぴしゃっとしないと、今

さっき申し上げたようなことが、「ここがいかん、ここがいかん」というような話が

出てくるということになろうかと思います。そういうことを含めて、この上程過程

におけるいろいろな内容は、憲法の規定、会議規則を軽んじていると考えますので、

今後このようなことがないように、議長、しっかり指導いただきたいと、そういう

ことを申し出ます。

以上です。

【議長 山本 文男】

請願は受理していると思います。

【８番 小路 文喜議員】

議長。

【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜議員】

受理をされておるんです。それはもう結構なことなんですが、その後の諸文書を

見てますと、期日がずれておるとか、請願の趣旨が分からないとかいろいろなこと

が書いてあります。

でも、請願の趣旨は一番最後に書いてあるように、「見直しをすると農家が大変、

困るので、止めてくれ」というのが趣旨でありますから、そこはそんなにぶれてな

いと思いますので。

今後、こういうふうなことが起こると、過去４年間もなかったそうですし、局長

も新しくて初めて請願を扱ったと思うんですけども、憲法と会議規則のルールをき

ちっと守ればいいんじゃないかと、そういうことを申し上げて終わります。

【議長 山本 文男】

請願の取扱いについては、今後、しっかりと勉強してまいります。

【議長 山本 文男】

議事に戻ります。

この請願は、文教産業常任委員長に付託をしていますので、委員長に審査結果の

報告を求めます。
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【文教産業常任委員長 那須 富重】

議長。

【議長 山本 文男】

文教産業常任委員長。

【文教産業常任委員長 那須 富重】

それでは、委員会の報告をいたします。

議長より、文教産業常任委員会に付託されました請願第１号 「水田活用の直接

支払交付金」の見直しを中止し、全ての農家経営への支援強化を求める請願につい

ての審査結果を報告いたします。

審査日 令和４年１２月６日

出席者 文教産業常任委員、議長

審査の結果

不採択にすべきものと決定した。

理由

請願の内容は、政府が２０２１年１１月１９日に、２０２２年度から「水田活用

の直接支払交付金」の見直し方針を明らかにしたので、その見直しを行わないよう

に求め、全ての農家経営への支援強化を求めるものである。

請願法第３条の規定には、請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出

しなければならないとなっている。

しかし、提出された請願は、政府に対しての請願であり、町の行政や議会の権限

に属しない事項である。

以上の理由により、不採択にすべきものと決定しました。

以上で、報告を終わります。

【議長 山本 文男】

委員長の報告が終わりました。

これから質疑を行います。

質疑を許します。

質疑はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

【８番 小路 文喜議員】

議長。
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【議長 山本 文男】

８番 小路 文喜議員。

【８番 小路 文喜議員】

討論を行います。

水田活用の支払い交付金の見直しを中止し、全ての農家経営の支援強化を求める

請願について、討論を行います。

今回こういうことが起こりましたので調べてみました。

国の農業予算を見ると、本当に農業軽視の予算だというふうに思います。私の勘

違いでなければ、２０２２年度農林水産省予算は２兆２，７７０億円、予算要求額

が２兆３，００５億円でありました。そのうち水田活用直接支払い交付金が２０２

２年度が３，０５０億円、２０２１年度も同額でありました。麦・大豆に３万５，

０００円、ＷＣＳが８万円、加工用米が２万円、これはいずれも１０アール当たり

ですけど、その他もあるんですけども、ということになっておるわけであります。

私はびっくりしたんですけど、２０２１年度、町内における実績は１６２名で６，

８９５万円もの支給を受けておるところであります。農家にとっては非常に大切な

収入だと思います。

ところが、２０１８年４月１日付で、政策統括官通知は２０１８年度における見

直しとして、交付対象から除く農地の基準を設定しております。

１つは、湛水設備、畦畔等を有しない農地、もう一つは用水供給設備を有しない

農地ということになっております。これは、２０２０年度に向けた方針としてある

わけですけども、改めてここで、現行ルールの再設定ということで、転換作物が固

定化している水田の畑地化を促すとともに、水稲と転換作物とのブロックローテー

ション体系の再構築を促すため、現場の課題を検証しつつ、今後も５年間、２０２

２年から２０２６年にかけて一度も水張りが行われない農地は交付対象水田としな

いと、ひどい決定をしておるところであります。

請願内容にありますように、見直しが実施をされると、農林予算の１割を超える

ようなこの水田活用関係の予算が大幅に削減をされることになります。畜産農家を

中心に、受ける打撃は大きく、経営時が困難になることも考えられます。このお金

の交付を受け取ることで頑張っている町内農家の応援をする意味でも、ぜひ私はこ

の見直しに反対をすることは大きな意義を持つものと確信をしております。

もう一回、申し上げます。

先ほど申し上げましたように、私たちは期成同盟会という名でこの町村議会で国

に予算を要求しております。自分のところにではないんですね。国に予算を要求と。

そういうこともやってきたし、過去は何回もそういった請願を採択して、この議会

はやってきたというふうに私は記憶をしておるところであります。

よって、水田活用の支払い交付金の見直しを中止し、全ての農家経営の支援強化

を求める請願は、採択すべきものとして、そういうことを表明して討論を終わりま

す。

以上です。

【議長 山本 文男】

他に討論はありませんか。

（ 「なし」との声あり ）
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【議長 山本 文男】

討論なしと認め、これで討論を終わります。

【議長 山本 文男】

これから、請願第１号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、全て

の農家経営への支援強化を求める請願についての採決を行います。

この採決は起立によって行います。

この請願に対する委員長報告は不採択です。

【議長 山本 文男】

請願第１号を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。

（ 起立少数 ）

【議長 山本 文男】

起立少数であります。

【議長 山本 文男】

したがいまして、請願第１号 「水田活用の直接支払交付金」の見直しを中止し、

全ての農家経営への支援強化を求める請願は、不採択にすることに決定しました。

【議長 山本 文男】

日程第１９ 議員派遣についてを議題といたします。

会議規則第１２９条第１項の規定により、議員を派遣しようとするときは議会の

議決でこれを決定するとなっております。

本定例会以降の令和５年３月までの議会で派遣する議員につきましては、お手元

に配付しました名簿のとおり選任したいと思います。

なお、日時、場所等については、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異

議はありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

したがいまして、議会で派遣する議員は、別紙のとおり選任することに決定しま

した。

【議長 山本 文男】

日程第２０ 閉会中の委員会活動の申出についてを議題といたします。

【議長 山本 文男】

お手元に配付のとおり、議会運営委員長・総務厚生常任委員長・文教産業常任委

員長から、それぞれ申出が提出されております。
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【議長 山本 文男】

お諮りします。

会議規則第７５条の規定により、閉会中の調査・研究の申出がありました。

申出のとおり、決定することに御異議ありませんか。

（ 「異議なし」との声あり ）

【議長 山本 文男】

異議なしと認めます。

よって、閉会中の調査・研究につきましては、申出のとおり決定しました。

【議長 山本 文男】

ここで、町長から発言の申出がありましたので、これを許します。

【町長 田中 秀俊】

議長。

【議長 山本 文男】

町長。

【町長 田中 秀俊】

それでは、貴重なお時間をおかりしまして、１２月議会定例会のお礼を一言、申

し上げます。

この定例会で報告１件、同意１件、議案１７件の議案を提案させていただきまし

た。６日から本日までの四日間の日程で、慎重に審議いただき、全議案可決をいた

だきましたことに感謝を申し上げます。

一般質問では７名の議員の皆様から質問をいただきました。今後を見据えた中で、

対応すべき事項がほとんどですので、議員各位と協議をしながら前に前に進めてい

こうと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

今年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症は３か年にまたがり、国民生

活及び経済活動に大きな影響をもたらしています。また、日本各地で相次いで自然

災害が発生し、甚大な被害をこうむりました。

本町におきましても、台風１４号が大きな爪痕を残しております。被災されまし

た皆様には衷心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧に万全を尽くしてまい

りますので、議員各位の御協力をよろしくお願いをいたします。

また、２月にはロシアによるウクライナへの軍事侵攻が勃発し、世界中が今もな

お、混乱と動揺、恐怖の中にあるのは間違いありません。その影響により、食料問

題、エネルギー問題等々を引き起こし、本町の産業にも多大な影響が生じています。

先行き不透明ではありますが、農林業、商工業の振興のために必要に応じて対処し

てまいります。

来る年はコロナも去り軍事振興も終わり、平和で安全安心な１年になればと願う

ばかりであります。今年も少なくなりました。この１年間、町政運営に御指導、御

協力をいただき感謝を申し上げます。

結びに、議員各位の御健勝を申し上げままして、１２月議会定例会のお礼といた

します。ありがとうございました。
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【議長 山本 文男】

議事運営に不手際があったことをおわびします。

閉会に当たり議長として一言、挨拶を申し上げます。

本定例会では、議員各位及び執行部の方々におかれましては、大変お疲れさまで

した。またこの１年、議会運営に御協力いただきまして誠にありがとうございまし

た。心から感謝申し上げます。

今年は新型コロナに加え、台風１４号の災害もあり、本町にとって大変な年であ

ったと思います。改めまして、被災された方々、今なお不自由な生活を余儀なくさ

れている方々に心からお見舞いを申し上げます。

今、私たちは執行部の皆様にいろいろな形で、議会から要望提案いたしておりま

す。

決算等審査特別委員会での付記事項に対しまして、先月の７日に教育課より説明

を頂きました。

教育的観点から、議会の求めに応じられない内容も含まれていましたが、私たち

の言葉をしっかり受け止め、真摯に対応していただき、感謝を申し上げます。

執行部の皆様には、諸事情により議会の要望提案に応えることが出来ない場合も

あると思いますが、改善を求める事項については、しっかり検討をしていただき、

その内容を随時、報告していただけるとありがたく思います。このことにつきまし

ては、今後、執行部との協議が有意義なものになり、そのことで少しでも町民の福

祉の向上につながることを目的としてのお願いですので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。

最後に、一日でも早い災害からの復旧・復興を祈念しまして、令和４年第４回美

郷町議会定例会の終わりに当たっての、御挨拶といたします。

ありがとうございました。

【議長 山本 文男】

これで、本日の日程は全部、終了しました。

会議を閉じます。

以上をもちまして、令和４年第４回美郷町議会定例会を閉会いたします。

【事務局長 沖田 修一】

「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。

（閉会：午後 ４時００分）


